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平 成 ２ ６ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第１日）

３月１０日（月曜日）午前１０時００分 開 会

午前１１時５２分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

３月１０日～３月１８日

９日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）閉会中における常任委員会所管

事務調査結果報告

総務文教常任委員会（数馬委

員長）

厚生建設常任委員会（川岸副

委員長）

３）空知中部広域連合議会第１回定

例会結果報告（数馬議員）

４）第１回砂川地区保健衛生組合議

会定例会結果報告（斎藤議員）

５）第１回砂川地区広域消防組合議

会定例会結果報告（斎藤議員）

６）中空知広域市町村圏組合議会第

１回定例会結果報告（副議長）

７）石狩川流域下水道組合議会第１

回定例会結果報告（議長）

８）第１回中・北空知廃棄物処理広

域連合議会定例会結果報告（議

長）

９）例月出納検査結果報告（１２・

１・２月分）

第 ４ 町長行政報告

第 ５ 教育長教育行政報告

第 ６ 同意第 １号 公平委員会委員の選

任につき同意を求めることについて

※ 同意第１号は、即決とする。

第 ７ 議案第 ３号 上砂川町議会の議決

すべき事件に関する条例制定につい

て

第 ８ 議案第 ４号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定につい

て

第 ９ 議案第 ５号 上砂川町社会教育委

員設置条例の一部を改正する条例制

定について

第１０ 議案第 ６号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第１１ 議案第 ７号 中空知広域市町村圏

組合規約の変更について

第１２ 議案第 ８号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更について

第１３ 議案第 ９号 平成２５年度上砂川

町一般会計補正予算（第４号）

第１４ 議案第１０号 平成２５年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）

第１５ 議案第１１号 平成２５年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第１６ 議案第１２号 平成２５年度上砂川

町土地取得事業特別会計補正予算

（第１号）

第１７ 議案第１３号 平成２５年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）
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第１８ 議案第１４号 平成２５年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 議案第３号～第１４号までは、

提案理由・内容説明までとする。

〇会議録署名議員

４番 斎 藤 勝 男

５番 数 馬 尚

◎開会の宣告

〇議長（堀内哲夫） おはようございます。ただ

いまの出席議員は、髙橋議員から欠席の届け出が

ありますので、８名であります。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成26年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、開

会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇議長（堀内哲夫） 直ちに本日の会議を開きま

す。

◎会議録署名議員指名について

〇議長（堀内哲夫） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、斎藤議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

〇議長（堀内哲夫） 日程第２、会期決定につい

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら３月18日までの９日間にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、会期は、本日から３月18日までの９日

間に決定いたしました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりでございます。

◎諸般の報告

〇議長（堀内哲夫） 日程第３、諸般の報告を行

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると

おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次、閉会中における常任委員会の所管事務調査

結果について報告を求めます。

初めに、総務文教常任委員会、数馬委員長。

〇総務文教常任委員長（数馬 尚） 総務文教常

任委員会所管事務調査について。

調査した結果を次のとおり報告いたします。

調査期間、平成26年２月14日、１日間でありま

す。

調査項目、上砂川町民センター、体育センター

耐震化及び大規模改修事業の状況について。

調査委員は、総務文教常任委員会、数馬と吉川

副委員長、横溝委員であります。

説明員として、飯山企画振興課長、佐藤技師長、

前田教育次長、内野社会教育係長に対応していた

だきました。

調査内容ですが、上砂川町民センター、体育セ

ンターの耐震化及び大規模改修の状況について、

工事の概要、利用状況等の説明を受けた後、現地

調査を行いました。

調査結果ですが、上砂川町民センター、体育セ

ンターの耐震化及び大規模改修工事が行われ、佐

藤技師長から工事内容の概要説明を、前田教育次

長より利用状況等の説明を受け、工事にかかわる

町民センターの会議室、図書室、調理室や体育セ

ンター運動室等の調査を行いました。工事の目的
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は、町民センター及び体育センターの耐震化にあ

わせ、建設後50年近く経過し、老朽化が著しい公

民館内の図書室及び調理室を移設するとともに、

全ての床、壁等を改修したものであります。視察

結果といたしましては、耐震化工事により震災時

に耐え得る施設となり、また調理室の新設による

調理場の利用が可能となり、震災時における町民

の避難場所としての機能強化が図られるととも

に、図書室の新設による児童生徒の学習環境の整

備がなされ、児童生徒の学力向上に資する施設と

なったことは大変喜ばしい限りであります。今後

さらに両施設のソフト面の充実が一層図られ、教

育、文化活動の拠点施設として町民から大いに利

用されるよう期待するところであります。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 次、厚生建設常任委員会、

川岸副委員長。

〇厚生建設常任副委員長（川岸清彦） 当日斎藤

委員がちょっと不幸があり、私がかわって報告と

なりましたので、よろしくお願いいたします。

厚生建設常任委員会所管事務調査について。

標記の件について、調査した結果を次のとおり

報告いたします。

調査期間については、平成26年２月14日金曜日

午前10時より行いました。

調査項目については、上砂川町民センター、体

育センター耐震化及び大規模改修事業の状況につ

いて。

調査委員につきましては、厚生建設常任委員会

の川岸、大内委員、伊藤委員の３名です。

説明員として、前田教育次長、内野社会教育係

長、飯山企画振興課長、佐藤技師長でございます。

調査内容につきましては、上砂川町民センター、

体育センターの耐震化及び大規模改修の状況につ

いて工事の概要、利用状況について説明を受けた

後、現地調査を行いました。

調査結果でございますが、今年度上砂川町民セ

ンター、体育センターの耐震化及び大規模改修工

事が行われ、この工事内容の概要説明を佐藤技師

長から、センターの利用状況については前田教育

次長から説明を受け、現地にて町民センターの会

議室、図書室、調理室や体育センターの運動場等

の調査を行いました。今回の工事の目的は、町民

センター及び体育センターの耐震化を実施するの

にあわせ、老朽化が著しい公民館より図書室、調

理室を移設し、また床、壁等を改修したものです。

視察結果といたしましては、町民センターにおい

ては旧喫茶室ガラス窓部分に耐震壁新設と２階大

会議室屋根鉄骨補強、体育センターにおいてはギ

ャラリー壁ブレース新設及び取りかえ、軒はり新

設、屋根ブレース補強が施されており、震災時に

耐えられる施設となり、調理室が移設されてきた

ことにより災害時においてはより安心、安全な住

民避難場所として機能強化が図られたところであ

ります。耐震補強工事にあわせて、外壁塗装及び

補修、屋上防水シート更新、照明器具ＬＥＤ化や

内部各所改修及び図書室が新設されており、利用

者が快適に使用できるようになり、今後のさらな

る利活用について期待し、調査を終えました。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 次、空知中部広域連合議会

第１回定例会結果報告について。数馬議員。

〇５番（数馬 尚） 平成26年空知中部広域連合

議会第１回定例会が去る２月19日、空知中部広域

連合広域介護予防支援センターで開催されました

ので、ご報告いたします。

審議した議件は、議案第１号 空知中部広域連

合介護保険総合条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認を求めることについて、議案第２号

平成25年度空知中部広域連合一般会計補正予算

（第２号）、議案第３号 平成25年度空知中部広

域連合介護保険事業会計補正予算（第２号）、議

案第４号 平成25年度空知中部広域連合国民健康

保険事業会計補正予算（第２号）、議案第５号

平成25年度空知中部広域連合障害支援事業会計補

正予算（第２号）、それから１つ飛びまして、議
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案第６号 平成26年度空知中部広域連合一般会計

予算について、議案第７号 平成26年度空知中部

広域連合介護保険事業会計予算について、議案第

８号 平成26年度空知中部広域連合国民健康保険

事業会計予算について、議案第９号 平成26年度

空知中部広域連合障害支援事業会計予算につい

て、それから議案第10号 空知中部広域連合広域

介護予防支援センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例、それから議案第11号

空知中部広域連合規約の変更に伴う関係条例の整

理に関する条例、議案第12号 北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更についてであります。

結果といたしまして、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されました。

なお、関係書類は事務局に保管しておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 次、第１回砂川地区保健衛

生組合議会定例会結果報告と第１回砂川地区広域

消防組合議会定例会結果報告について。斎藤議員。

〇４番（斎藤勝男） 私のほうからは、砂川地区

保健衛生組合議会と砂川地区広域消防組合議会の

２点についてご報告を申し上げます。

１点目でございます。平成26年第１回砂川地区

保健衛生組合議会定例会について報告いたしま

す。

日時につきましては、平成26年３月４日火曜日

10時からでございます。

場所につきましては、砂川市役所議会委員会室。

議件につきましては、議案第１号 平成25年度

砂川地区保健衛生組合会計補正予算、議案第２号

砂川地区保健衛生組合長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例の制定について、

議案第３号 砂川地区保健衛生組合衛生センター

管理条例等の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第４号 平成26年度砂川地区保健衛生組

合会計予算、議案第５号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について、報告第１号として

例月出納検査報告でございます。

結果につきましては、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されております。

関係書類につきましては、事務局で保管してお

ります。

２点目につきましては、平成26年第１回砂川地

区広域消防組合議会定例会について。

日時でございます。平成26年３月４日火曜日11

時より。

場所につきましては、砂川市役所議会委員会室。

議件につきましては、議案第１号 平成25年度

砂川地区広域消防組合会計補正予算、議案第３号

砂川市の条例の準用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第２号 平成26年

度砂川地区広域消防組合会計予算、議案第４号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て、報告第１号として例月出納検査報告でござい

ます。

結果につきましては、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されております。

なお、関係書類につきましては事務局に保管し

ておりますので、ごらんいただければと思ってお

ります。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 次、中空知広域市町村圏組

合議会第１回定例会結果報告について。大内副議

長。

〇副議長（大内兆春） 平成26年中空知広域市町

村圏組合議会第１回定例会が下記のとおり開催さ

れましたので、ご報告いたします。

日時は、平成26年２月28日金曜日午前11時。

場所でありますが、滝川市まちづくりセンター

みんくる会議室。

議件、議案第１号 平成26年度中空知広域市町

村圏組合一般会計予算、議案第２号 平成26年度

中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計予

算、議案第３号 平成26年度中空知広域市町村圏

組合交通遺児奨学事業特別会計予算、議案第４号
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平成26年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市

町村圏基金事業特別会計予算、議案第５号 北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更について。

結果でありますが、慎重審議の結果、各議件と

も全会一致、原案のとおり可決されましたので、

報告いたします。

〇議長（堀内哲夫） 次、石狩川流域下水道組合

議会第１回定例会結果報告と第１回中・北空知廃

棄物処理広域連合議会定例会結果報告について

は、私から報告いたします。

１点目でございますけれども、石狩川流域下水

道組合議会について報告いたします。

平成26年石狩川流域下水道組合議会第１回定例

会が下記のとおり開催されましたので、報告いた

します。

日時でございます。平成26年２月27日午前11時。

場所につきましては、滝川市総合福祉センター

４階講堂。

議件でございます。報告第１号 専決処分につ

いて（工事請負契約に係る協定の変更について）、

報告第２号 定期監査報告について、報告第３号

例月現金出納検査報告について、議案第１号

平成25年度石狩川流域下水道組合一般会計補正予

算（第２号）、議案第２号 平成26年度石狩川流

域下水道組合一般会計予算、議案第３号 北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更について。

以上、慎重審議の結果、各議件とも原案どおり

決定されました。

次、２点目でございますけれども、中・北空知

廃棄物処理広域連合議会について報告いたしま

す。

標記の件につきましては、平成26年第１回中・

北空知廃棄物処理広域連合議会定例会が下記のと

おり開催されましたので、報告いたします。

日時でございます。平成26年２月28日午後１時

30分。

場所につきましては、滝川市まちづくりセンタ

ーみんくる会議室。

議件でございます。選挙第１号 中・北空知廃

棄物処理広域連合選挙管理委員会委員及び補充員

の選挙について、議案第１号 平成25年度中・北

空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算（第１

号）、議案第２号 平成26年度中・北空知廃棄物

処理広域連合一般会計予算、報告第１号 例月現

金出納検査報告についてでございます。

以上、慎重審議の結果、各議件とも全会一致、

原案のとおり可決されました。

以上でございます。

次、例月出納検査結果報告を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の

12、１、２月分のとおりでありますので、ごらん

いただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎町長行政報告

〇議長（堀内哲夫） 日程第４、町長の行政報告

を行います。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） 町長行政報告を申し上げま

す。

今回報告いたします平成25年第４回定例会から

本定例会までの町政執行上の事項について、特に

ご報告申し上げることはありませんが、町内外の

行事、会議等につきましてはお手元に配付の報告

書のとおりでありますので、ごらんをいただきま

して、町長行政報告とさせていただきます。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で町長の行政報告を終

わります。

◎教育長教育行政報告

〇議長（堀内哲夫） 日程第５、教育長の教育行

政報告を行います。林教育長。

〇教育長（林 智明） 教育行政報告を申し上げ

ます。

平成25年第４回定例会以降の町内外の主要な会

議、行事につきましては、お手元に配付しており
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ます報告書のとおりでございますが、英語指導助

手の招聘につきましてご報告申し上げます。

英語指導助手として昨年８月に採用したバーマ

ン・マイケル氏に任用期間である本年８月４日以

降の再任用について意向を確認したところ、本人

から任用期間をもって再任用を辞退したいとの申

し出がありました。辞退の理由といたしましては、

カナダ在住のマイケル氏の母親が昨年から体調を

崩したため、カナダに戻り、母親のお世話をした

いとのことでありましたので、やむを得ずマイケ

ル氏の意向を承諾したところであります。マイケ

ル氏は、小中学校の児童生徒の評判もよく、また

町内のさまざまな行事にも積極的に参加するな

ど、町民の皆さんとの触れ合いを大事にし、大変

親しまれておりましたので、大変残念であります

が、８月４日の任用期間までこれまで以上に頑張

っていただきたいと思います。

この再任用辞退を受けまして、本町としては新

たな英語指導助手を採用するため、現在北海道国

際課に対し、国籍にはこだわらず、運転免許を有

する既婚者を優先する採用条件を付した事前要望

調書を提出しており、６月ごろには決定する予定

となっております。新たな英語指導助手につきま

しては、マイケル氏同様、中学校における正しい

発音や正確な聞き取り能力の指導、小学校５、６

年生には基礎学力の指導のほか、本町の単独事業

であります小学校４年生以下の授業と月１回土曜

日に実施しておりますグッドイングリッシュ、さ

らには保育園での英語になれ親しむための事業も

継続していきたいと考えているところでありま

す。今後におきましては、北海道と連携をして、

採用基準に見合う英語指導助手の採用に向け対応

してまいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げ、教育行政報告といたします。

〇議長（堀内哲夫） 以上で教育長の教育行政報

告を終わります。

◎同意第１号

〇議長（堀内哲夫） 次、日程第６、同意第１号

公平委員会委員の選任につき同意を求めること

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました同

意第１号 公平委員会委員の選任につき同意を求

めることについて提案理由並びに内容の説明をい

たしますので、ご審議くださるようお願いいたし

ます。

提案理由といたしましては、現委員、芦原禎典

氏が平成26年３月20日で任期満了となるに伴い、

後任に佐藤潤一氏を選任することについて議会の

同意を求めるものであること。

内容を説明いたしますので、本文をご参照願い

ます。次の者を本町公平委員会委員に選任したい

ので、地方公務員法第９条の２第２項の規定によ

り議会の同意を求める。

住所、上砂川町字上砂川３番地16（朝駒３条２

丁目１番３―21号）。氏名、佐藤潤一。生年月日、

昭和33年８月２日。職業、団体職員。備考、任期

４年。

本件は人事案件でありますので、全会一致をも

ってご同意くださるようお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由の説明を終

わります。

本件は人事案件でございますので、この際質疑、

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

これより同意第１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、町長提案どおり同

意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、同意第１号 公平委員会委員の選任に
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つき同意を求めることについては、同意すること

に決定いたしました。

◎議案第３号

〇議長（堀内哲夫） 日程第７、議案第３号 上

砂川町議会の議決すべき事件に関する条例制定に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第３号 上砂川町議会の議決すべき事件に関す

る条例制定について提案理由を申し述べますの

で、ご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町議会の議決すべき事件に関する条例を

次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、定住自立圏形成協

定の締結もしくは変更または廃止する旨の通告を

議会の議決すべき事件とするため、本条例を制定

するものであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第３号について内容の説明をいたします。

このたびの条例の制定は、国が定める定住自立

圏推進要綱により、定住自立圏形成協定の締結ま

たは変更等にあっては地方自治法第96条第２項に

基づく議会の議決を経たものでなければならない

ため、新たに条例を制定するものでございます。

中空知における定住自立圏構想につきまして

は、本年１月15日に滝川市と砂川市、両市が中心

市宣言を行ったところで、現在各市町の担当課長

により中心市と連携する協定項目について協議検

討中であり、この後副市町長会議などを経ながら、

連携する項目が整理された段階で皆様に提示させ

ていただきまして、本年６月議会においてご審議

いただきたく考えているところでありますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町議会の議決すべき事件に関する条例。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第２項の規定により、上砂川町

議会（以下「議会」という。）の議決すべき事件

について定めるものとする。

（議決すべき事件）

第２条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏

形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定

の廃止を求める旨を通告することとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第４号

〇議長（堀内哲夫） 日程第８、議案第４号 上

砂川町特別会計条例の一部を改正する条例制定に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第４号 上砂川町特別会計条例の一部を改正す

る条例制定について提案の理由を申し述べますの

で、ご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町特別会計条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、公債費の償還終了

に伴い、土地取得事業会計を廃止するため、条例

の一部を改正するものであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ
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り、議案第４号について内容の説明をいたします。

このたびの改正は、平成５年度に炭鉱跡地等の

地域振興に資する土地の先行取得を行うため設置

しました土地取得事業特別会計につきまして、今

後取得を予定する公共用地もなく、所期の目的を

達成したことから、本特別会計を廃止する旨の条

例改正でございます。土地取得事業会計につきま

しては、現在平成８年度に本町地区炭鉱跡地先行

取得事業において借り入れをいたしました6,730

万円の起債償還金のみを計上しておりますが、事

務の効率化等を図るため、起債残高を一括繰上償

還を行うことで会計を廃止するもので、繰上償還

によりまして償還期限であります平成33年度まで

に発生する利子で約150万円ほどの財政効果が得

られ、また実質公債費比率においても１ポイント

程度の引き下げが見込まれるものでございます。

なお、繰上償還に要します予算につきましては、

後ほど補正予算においてご審議賜りたく、またこ

の条例の改正の規定にかかわらず、平成25年度分

の会計につきましては出納整理期間であります本

年５月31日までその効力を有する旨附則にて規定

させていただいておりますので、ご理解願います。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町特別会計条例の一部を改正する条例。

上砂川町特別会計条例（昭和39年上砂川町条例

第13号）の一部を次のように改正する。

第１条中「土地取得事業及び」を削る。

第２条を次のように改める。

第２条 この会計においては、下水道事業収入、

一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって

その歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及

び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもっ

て歳出とする。

附則

１ この条例は、平成26年４月１日から施行す

る。

２、改正後の条例の規定に基づき廃止する土地

取得事業会計に係る平成25年度の会計について

は、この条例の規定にかかわらずなおその効力を

有する。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第５号

〇議長（堀内哲夫） 日程第９、議案第５号 上

砂川町社会教育委員設置条例の一部を改正する条

例制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第５号 上砂川町社会教育委員設置条例の一部

を改正する条例制定について提案理由を申し述べ

ますので、ご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町社会教育委員設置条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（地域主権改革一括法）

の施行に伴い、社会教育法が改正されたことから、

条例の一部を改正するものであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第５号について内容の説明をいたします。

このたびの改正は、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律、いわゆる地方分権改革一括法

の施行に伴い、従前社会教育法で定められており

ました社会教育委員の委嘱の基準につきましてこ

のたびの法改正において市町村の条例に規定する

ものとなりましたことから、本町条例に委嘱の基

準の条項を追加するものであります。なお、改正

後におきましても、現在委嘱をしております10人
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の委員につきましては基準の要件を満たしますこ

とから変更は生じませんので、ご理解願います。

それでは、本文に入らせていただきます。

上砂川町社会教育委員設置条例の一部を改正す

る条例。

上砂川町社会教育委員設置条例（昭和25年上砂

川町条例第23号）の一部を次のように改正する。

第５条を第６条とし、第２条から第４条までを

１条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の１条を加え

る。

（委嘱の基準）

第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者の中から委嘱する。

附則

この条例は、平成26年４月１日から施行する。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第６号

〇議長（堀内哲夫） 日程第10、議案第６号 公

の施設に係る指定管理者の指定について議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第６号 公の施設に係る指定管理者の指定につ

いて提案理由を申し述べますので、ご審議くださ

るようお願いいたします。

公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定す

るものとする。

提案理由といたしましては、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基

づき、生活館等に係る指定管理者を指定したいの

で、議会の議決を求めるものであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第６号について内容の説明をいたします。

各町生活館等の管理につきましては、公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び

生活館の設置及び管理に関する条例に基づき、各

町自治会を指定管理者として指定し、各町生活館、

集会所の管理運営業務を行っておりますが、本年

３月で指定期間が満了となることから、本年４月

からも引き続き３年間、各町自治会が管理運営業

務を行うために、指定管理者の指定を承認いただ

くものであります。

指定管理者の選定につきましては、原則公募に

よるとされておりますが、生活館等については地

域の集会施設との性格が強く、細部にわたる住民

サービスの確保、向上を期する観点から、公募に

よらず、各町自治会を指定管理者として指定いた

したく、ご提案申し上げます。

それでは、本文に入らせていただきます。公の

施設に係る指定管理者の指定について。

１ 指定管理者の名称、管理を行わせる施設の

名称及び所在地

指定管理者の名称、管理を行わせる施設、施設

の名称、施設の所在地。鶉本町自治会、鶉本町生

活館、上砂川町字鶉240番地１。下鶉自治会、下

鶉生活館、上砂川町字鶉74番地13。鶉自治会、鶉

若葉生活館、上砂川町字鶉265番地１。東鶉自治

会、中央ふれあいセンター、上砂川町字鶉338番

地１。緑が丘自治会、緑が丘集会所、上砂川町字

鶉90番地４。東町自治会、東町集会所、上砂川町

字西山15番地12。朝駒町内会、朝駒集会所、上砂

川町字上砂川３番地16。

２ 管理を行わせる期間

平成26年４月１日から平成29年３月31日まで。

３ 管理業務の範囲

（１）生活館等の施設及び設備の維持・管理

（２）利用の許可
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（３）利用料金の収受

（４）上記業務に付随する業務

４ 利用料金に関する事項

上砂川町生活館等の設置及び管理に関する条例

（平成18年上砂川町条例第１号）第７条の規定に

基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受

させる。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第７号

〇議長（堀内哲夫） 日程第11、議案第７号 中

空知広域市町村圏組合規約の変更について議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第７号 中空知広域市町村圏組合規約の変更に

ついて提案理由を申し述べますので、ご審議くだ

さるようお願いいたします。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第

２項の規定により、中空知広域市町村圏組合規約

を次のとおり変更する。

提案理由といたしましては、中空知広域市町村

圏組合の事務所の移転に伴い、規約を変更するも

のであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第７号について内容の説明をいたします。

このたびの議案は、地方自治法第286条第２項

の規定に基づく中空知広域市町村圏組合規約の変

更に関するものでございます。現在中空知広域市

町村圏組合の事務所があります滝川市の広域生活

総合センターは、昭和51年に開館し、築37年を経

過しており、老朽化が進み、本年３月末をもって

廃止されることに伴い、４月以降、同組合事務所

を滝川市役所内に移転するため、規約の条文を改

めることについて議会の議決を求めるものでござ

います。

それでは、本文に入らせていただきます。中空

知広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約。

中空知広域市町村圏組合規約（昭和45年11月９

日地方第2153号指令）の一部を次のように改正す

る。

第４条中「滝川市明神町１丁目５番29号、広域

生活総合センター内」を「滝川市大町１丁目２番

15号滝川市役所内」に改める。

附則

この規約は、平成26年４月１日から施行する。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第８号

〇議長（堀内哲夫） 日程第12、議案第８号 北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第８号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更について提案理由を申し述べますので、ご審

議くださるようお願いいたします。

地方自治法第286条第１項の規定により、北海

道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更

する。

提案理由といたしましては、上川中部消防組合

及び伊達・壮瞥学校給食組合が解散脱退すること

により、規約の一部を変更するものであること。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め
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ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第８号について内容の説明をいたします。

このたびの議案は、地方自治法第286条第１項

の規定に基づく一部事務組合の規約の変更に関す

るものであります。内容につきましては、提案理

由にございますとおり、上川中部消防組合及び伊

達・壮瞥学校給食組合が解散脱退することに伴い

まして組織する団体に変更が生じますことから、

規約の関係条文を改めることについて構成する自

治体において議会の議決を求めるものでありま

す。

それでは、本文に入らせていただきます。北海

道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する

規約。

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよ

うに変更する。

別表（上川）の項中「上川中部消防組合」を削

り、同表（胆振）の項中「伊達・壮瞥学校給食組

合」を削る

附則

この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４７分

再開 午前１０時５９分

〇議長（堀内哲夫） 休憩を解きまして、休憩前

に引き続き会議を開きます。

◎議案第９号

〇議長（堀内哲夫） 日程第13、議案第９号 平

成25年度上砂川町一般会計補正予算（第４号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第９号 平成25年度上砂川町一般会計補正予算

（第４号）について提案理由を申し述べますので、

ご審議くださるようお願いいたします。

平成25年度上砂川町一般会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ3,360万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ30億450万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定によ

り翌年度に繰越して使用できる経費は、「第２表

繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」

による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第９号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款町税990万円の追加で、１

億6,601万5,000円となります。

１項町民税1,130万円の追加で、8,197万円とな

ります。

４項町たばこ税140万円の減額で、2,190万1,00

0円となります。

８款地方交付税5,908万2,000円の追加で、16億
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409万8,000円となります。

１項地方交付税、同額であります。

12款使用料及び手数料10万円の減額で、２億13

万円となります。

１項使用料170万円の追加で、１億7,891万7,00

0円となります。

３項証紙収入180万円の減額で、1,896万3,000

円となります。

13款国庫支出金293万4,000円の追加で、２億84

9万円となります。

１項国庫負担金231万2,000円の追加で、１億3,

079万4,000円となります。

２項国庫補助金62万2,000円の追加で、7,655万

8,000円となります。

14款道支出金1,359万円の追加で、１億2,460万

4,000円となります。

１項道負担金、264万6,000円の追加で、9,009

万1,000円となります。

２項道補助金1,094万4,000円の追加で、2,544

万5,000円となります。

15款財産収入2,916万1,000円の減額で、1,587

万1,000円となります。

１項財産運用収入、同額であります。

16款寄附金203万2,000円の追加で、204万3,000

円となります。

１項寄附金、同額であります。

繰入金8,990万円の追加で、9,240万円となりま

す。

１項基金繰入金500万円の追加で、750万円とな

ります。

２項特別会計繰入金8,490万円の追加で、8,490

万円となります。

18款諸収入9,718万4,000円の減額で、7,816万7,

000円となります。

５項雑入、同額であります。

19款町債1,739万3,000円の減額で、４億60万7,

000円となります。

１項町債、同額であります。

歳入合計が3,360万円の追加で、30億450万円と

なります。

２、歳出、１款議会費39万円の減額で、4,265

万9,000円となります。

１項議会費、同額であります。

２款総務費1,309万7,000円の減額で、５億691

万7,000円となります。

１項総務管理費1,249万7,000円の減額で、４億

4,341万5,000円となります。

３項戸籍住民基本台帳費60万円の減額で、5,01

1万6,000円となります。

３款民生費17万円の減額で、５億8,297万8,000

円となります。

１項社会福祉費203万3,000円の追加で、５億1,

667万9,000円となります。

２項児童福祉費220万3,000円の減額で、6,375

万9,000円となります。

４款衛生費5,344万1,000円の追加で、２億4,55

8万3,000円となります。

１項保健衛生費5,616万1,000円の追加で、１億

4,087万3,000円となります。

２項清掃費272万円の減額で、１億471万円とな

ります。

次ページでございます。７款商工費480万円の

追加で、8,577万4,000円となります。

項商工費、同額であります。

８款土木費359万1,000円の減額で、３億134万4,

000円となります。

１項土木管理費609万8,000円の減額で、9,754

万2,000円となります。

２項道路橋りょう費348万2,000円の追加で、１

億56万8,000円となります。

３項住宅費97万5,000円の減額で、１億323万4,

000円となります。

９款消防費470万円の減額で、１億5,750万7,00

0円となります。

１項消防費、同額であります。

10款教育費172万5,000円の減額で、9,220万円
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となります。

１項小学校費90万円の減額で、3,224万1,000円

となります。

３項中学校費30万円の追加で、3,260万1,000円

となります。

４項社会教育費20万円の減額で、942万1,000円

となります。

５項保健体育費92万5,000円の減額で、1,060万

1,000円となります。

12款公債費96万8,000円の減額で、４億1,900万

4,000円となります。

１項公債費、同額であります。

歳出合計が3,360万円の追加で、30億450万円と

なります。

第２表、繰越明許費、２款総務費、１項総務管

理費、事業名、全国瞬時警報システム整備事業、

事業費900万円。合計900万円。

第３表、地方債補正。１、変更、起債の目的、

臨時財政対策債、町民センター・体育センター耐

震補強及び大規模改修事業。補正前限度額、9,11

0万円、２億3,190万円。補正後限度額、8,710万7,

000円、２億1,850万円。

事項別明細書、11ページ、歳出でございます。

このたびの補正予算につきましては、最終補正予

算でございまして、各費目の減額につきましては

そのほとんどが精査でございます。予算額の読み

上げとさせていただき、増減の大きいものを中心

に説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

３、歳出、議会費、議会費、１目議会費39万円

の減額で、4,265万9,000円となります。旅費の精

査でございます。

総務費、総務管理費、１目一般管理費1,123万2,

000円の追加で、5,754万6,000円となります。18

節備品購入費でございますが、お手元に配付の資

料ナンバー１をごらん願います。国民保護や災害

情報など、対処に時間的余裕のない事態の情報を

迅速、的確に全国の自治体へ伝達する目的で平成

23年度より運用されております全国瞬時警報シス

テム、Ｊアラートにつきまして、国においてはそ

のシステムに新たに自動起動機を附帯するよう全

国の自治体に通達を発し、本町においてはこれを

整備することにより、登録制メールによる住民へ

の即時情報伝達が可能となるもので、かかる経費

を計上するものでございます。なお、事業費全て

は道の補助金で措置され、年度内に補助採択、新

年度に実施となりますことから、繰越明許費とさ

せていただくものでございます。

予算書に戻りまして、25節積立金では、財政調

整基金へ20万円、地域振興基金へ120万円、ふる

さとづくり基金へ83万2,000円を積み立てるもの

でございます。

10目町民センター管理費2,640万2,000円の減額

で、３億433万8,000円となります。電気料、清掃

業務等委託料、また町民センター、体育センター

耐震補強及び大規模改修工事の執行残等の精査で

ございます。

11目地域振興費267万3,000円の追加で、1,160

万3,000円となります。中央バス路線維持助成金

で前年度同様計上するものでございます。

次ページでありまして、総務費、戸籍住民基本

台帳費、１目戸籍住民基本台帳費60万円の減額で、

5,011万6,000円となります。負担金の精査でござ

います。

民生費、社会福祉費、１目社会福祉総務費692

万3,000円の追加で、２億9,053万3,000円となり

ます。19節負担金、補助及び交付金は、事業費の

精査でございます。20節扶助費は、医療費の増と

自立支援の利用者増に加え、12月定例会において

町長行政報告をさせていただきました障害福祉サ

ービスの介護給付費等にかかわりますサービス事

業者への特別地域加算金の未支給分、本町総額で

約270万円のうち、平成25年度支払い分の84万円

を障害者自立支援費に含め、計上するものでござ

います。28節繰出金につきましては、国民健康保

険基盤安定等繰出金の精査でございます。
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２目老人福祉費71万5,000円の減額で、816万7,

000円となります。精査でございます。

５目介護保険費328万1,000円の減額で、7,796

万6,000円となります。空知中部広域連合負担金

の精査でございます。

８目後期高齢者医療費89万4,000円の減額で、

１億1,199万2,000円となります。繰出金の精査で

ございます。

民生費、児童福祉費、１目児童福祉総務費220

万3,000円の減額で、4,614万2,000円となります。

精査でございます。

衛生費、保健衛生費、１目保健衛生総務費5,91

0万6,000円の追加で、１億2,152万円となります。

妊婦健康診査の精査のほか、水道事業会計繰出金

につきましては出資にかかわる国の補助金として

約2,800万円を要望しておりましたが、採択され

なかったことから、不納欠損とあわせ計上するも

のでございます。

２目予防費300万円の減額で、975万円となりま

す。各種ワクチン接種費用などの精査でございま

す。

３目環境衛生費５万5,000円の追加で、960万3,

000円となります。負担金の精査でございます。

衛生費、清掃費、２目じん芥処理費180万4,000

円の減額で、7,154万円となります。賃金、役務

費、負担金の精査のほか、ごみ処分場の設備の修

繕費用を計上するものでございます。

３目し尿処理費91万6,000円の減額で、3,285万

6,000円となります。負担金の精査でございます。

次ページへ参りまして、商工費でございます。

商工費、商工費、１目商工振興費20万円の減額で、

2,595万1,000円となります。電気料の精査でござ

います。

３目観光費500万円の追加で、1,525万1,000円

となります。ご承知のとおり、温泉送迎バスが残

念ながら本年１月に砂川市におきまして事故を起

こし、修理費用に約500万円要しますことから、

振興公社と協議の結果、車両の老朽化等も考慮し、

またこれからの観光シーズンに間に合うよう、程

度のよい中古バスを修理費用見合い分で購入する

こととし、その経費を振興公社へ助成するもので

ございます。

土木費、土木管理費、１目土木総務費609万8,0

00円の減額で、9,754万2,000円となります。各町

街路灯維持、設置補助の精査及び下水道事業会計

繰出金の精査でございます。

土木費、道路橋りょう費、１目道路維持費348

万2,000円の追加で、１億56万8,000円となります。

除排雪にかかわります賃金、需用費、委託料の追

加と下鶉地区排水改修工事費の精査でございま

す。

土木費、住宅費、２目公営住宅建設費97万5,00

0円の減額で、4,026万円となります。精査でござ

います。

消防費、消防費、１目常備消防費470万円の減

額で、１億5,750万7,000円となります。負担金の

精査でございます。

教育費、小学校費、１目学校管理費10万円の追

加で、2,558万7,000円となります。パソコン等の

備品購入経費でございます。

２目教育振興費100万円の減額で、665万4,000

円となります。準要保護対象者の精査でございま

す。

教育費、中学校費、１目学校管理費80万円の追

加で、2,640万1,000円となります。小学校同様、

パソコン等の購入経費でございます。

２目教育振興費50万円の減額で、620万円とな

ります。準要保護対象者の精査でございます。

教育費、社会教育費、２目公民館費20万円の減

額で、445万円となります。精査でございます。

教育費、保健体育費、１目保健体育総務費17万

8,000円の減額で、313万1,000円となります。精

査でございます。

２目体育施設費74万7,000円の減額で、747万円

となります。体育センター改修休館に伴う賃金の

精査でございます。
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次ページでございます。公債費、公債費、１目

元金３万2,000円の追加で、３億6,477万9,000円

となります。起債償還元金の精査でございます。

２目利子100万円の減額で、5,422万5,000円と

なります。一時借入金利子の精査でございます。

続きましてて、８ページ、歳入に参ります。２、

歳入、町税、町民税、１目個人180万円の追加で、

6,500万6,000円となります。所得割の追加でござ

います。

２目法人950万円の追加で、1,696万4,000円と

なります。法人税割の追加でございます。

町税、町たばこ税、１目町たばこ税140万円の

減額で、2,190万1,000円となります。売り上げ本

数の減少によるものでございます。

地方交付税、地方交付税、１目地方交付税5,90

8万2,000円の追加で、16億409万8,000円となりま

す。普通交付税につきましては、予算現額13億7,

201万6,000円に対し、交付決定額が14億4,222万2,

000円で、このたび5,908万2,000円を追加補正し、

残る1,112万4,000円は専決処分とさせていただく

ものでございます。

使用料及び手数料、使用料、４目土木使用料17

0万円の追加で、１億7,706万7,000円となります。

職員住宅の一般開放による使用料の追加でござい

ます。

使用料及び手数料、証紙収入、１目証紙収入18

0万円の減額で、1,896万3,000円となります。し

尿処理、ごみ処理証紙収入の精査でございます。

国庫支出金、国庫負担金、１目民生費負担金23

1万2,000円の追加で、１億3,079万4,000円となり

ます。障害者自立支援の歳出の増と国保基盤安定、

児童手当の歳出の減による精査でございます。

国庫支出金、国庫補助金、１目総務費補助金10

1万6,000円の減額で、6,888万4,000円となります。

町民センター、体育センター耐震補強事業の精査

でございます。

２目民生費補助金163万8,000円の追加で、291

万8,000円となります。昨年の６月補正で予算計

上いたしました子供子育て支援事業電子システム

導入事業の補助で、歳出同額でございます。

３目衛生費補助金８万9,000円の減額で、27万2,

000円となります。がん検診推進事業の精査でご

ざいます。

４目土木費補助金８万9,000円の追加で、421万

8,000円となります。町道緑が丘支線ロードヒー

ティング事業と既設改良住宅改善事業の精査でご

ざいます。

道支出金、道負担金、１目民生費負担金293万

円の追加で、7,692万9,000円となります。障害者

自立支援の歳出の増と国保基盤安定、児童手当の

歳出の減の精査でございます。

２目保険基盤安定拠出金28万4,000円の減額で、

1,316万2,000円となります。後期高齢者医療保険

基盤安定拠出金の精査でございます。

道支出金、道補助金、１目総務費補助金943万8,

000円の追加で、948万8,000円となります。歳出

で説明いたしました全国瞬時警報システム整備事

業、歳出同額に電源立地交付金を計上するもので

ございます。

２目民生費補助金150万6,000円の追加で、823

万1,000円となります。医療費等の歳出の増によ

る精査と福祉灯油対策事業の補助金の追加でござ

います。

次のページへ参りまして、財産収入、財産運用

収入、１目財産貸付収入2,936万1,000円の減額で、

1,563万8,000円となります。職員住宅の一般開放

に伴う減とあわせ、当初予定していました福祉医

療センターの建物貸付収入が条件の変更により無

償貸与となったことによる精査でございます。

２目利子及び配当金20万円の追加で、20万1,00

0円となります。基金利子の精査でございます。

寄附金、寄附金、１目寄附金203万2,000円の追

加で、204万3,000円となります。一般寄附金につ

きましては３件で120万円、ふるさと寄附金では

６件で83万2,000円をそれぞれ計上するものでご

ざいます。
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繰入金、基金繰入金、１目基金繰入金500万円

の追加で、750万円となります。歳出で説明いた

しました温泉バス購入に係る振興公社への交付金

同額を本基金の取り崩しにより繰り入れするもの

でございます。

繰入金、特別会計繰入金8,490万円の追加で、8,

490万円となります。広域連合分賦金精算分など

で、歳出同額でございます。

諸収入、雑入、５目雑入9,718万4,000円の減額

で、6,389万6,000円となります。福祉医療センタ

ー職員人件費負担金につきましては、当初指定管

理者との協議で正職員のみに係る人件費相当を概

算で見込んでおりましたが、細部の協議の中で指

定管理者の給与体系が職歴等にかかわらず一律初

任給からの支給となったこと、さらに組合との労

使交渉において正職員のみならず、嘱託、臨時職

員についても３年間の現給保障をすることとした

こと、また年度途中における数名の正職員の退職

者も出ましたことから、当初見込んでいた人件費

の戻り分が減となったものでございます。その他

雑入の精査でございます。

町債、町債、１目総務債1,739万3,000円の減額

で、３億5,260万7,000円となります。１節臨時財

政対策債の許可額の決定による減額精査と町民セ

ンター、体育センター耐震補強及び大規模改修の

入札減による過疎債の精査でございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第１０号

〇議長（堀内哲夫） 日程第14、議案第10号 平

成25年度上砂川町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）について議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第10号 平成25年度上砂川町国民健康保険特別

会計（事業勘定）補正予算（第１号）について提

案理由を申し述べますので、ご審議くださるよう

お願いいたします。

平成25年度上砂川町国民健康保険特別会計（事

業勘定）補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ6,148万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１億6,403万8,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は住民課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） それでは、ご指示によ

り、議案第10号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。1、歳入、１款国民健康保険税129万7,000

円の追加で、6,771万8,000円となります。

１項国民健康保険税、同額であります。

３款繰入金179万7,000円の減額で、3,432万3,0

00円となります。

１項一般会計繰入金、同額であります。

４款諸収入6,198万円の追加で、6,198万5,000

円となります。

１項一般会計繰入金953万5,000円の減額で、4,

２項雑入6,198万円の追加で、6,198万3,000円

となります。

歳入合計6,148万円の追加で、１億6,403万8,00

0円となります。

2、歳出、１款総務費6,148万円の追加で、１億

6,388万3,000円となります。
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１項総務管理費、同額であります。

歳出合計6,148万円の追加で、１億6,403万8,00

0円となります。

５ページの事項別明細書、歳出でございます。

３、歳出、総務費、総務管理費、１目一般管理費

6,148万円の追加で、１億6,293万2,000円となり

ます。19節負担金、補助及び交付金2,342万円の

減額は、広域連合負担で、医療費の減少によりま

す医療給付費2,765万7,000円の減額のほか、介護

給付費等の増加で、介護保険料納付負担金246万7,

000円、後期高齢者支援金等負担金177万円を追加

するものでございます。28節繰出金8,490万円は、

歳入超過となる分について一般会計へ繰り出すも

のでございます。

続きまして、４ページの歳入に戻ります。２、

歳入、国民健康保険税、国民健康保険税、１目一

般被保険者国民健康保険税80万円の追加で、6,12

5万6,000円となります。医療給付費現年度課税分

の精査でございます。

２目退職被保険者等国民健康保険税49万7,000

円の追加で、646万2,000円となります。

繰入金、一般会計繰入金、１目一般会計繰入金

179万7,000円の減額で、3,432万3,000円となりま

す。国民健康保険基盤安定等繰入金につきまして

は、一般会計からのルール分の繰り入れを減額す

るものであります。

諸収入、雑入、３目雑入6,198万円の追加で、6,

198万1,000円となります。空知中部広域連合分賦

金前年度精算金の追加でございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第１１号

〇議長（堀内哲夫） 日程第15、議案第11号 平

成25年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第11号 平成25年度上砂川町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）について提案理由を申

し述べますので、ご審議くださるようお願いいた

します。

平成25年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ453万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ7,710万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は住民課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） それでは、ご指示によ

り、議案第11号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款後期高齢者医療保険料380

万円の減額で、5,603万2,000円となります。

１項後期高齢者医療保険料、同額でございます。

４款繰入金89万4,000円の減額で、2,063万5,00

0円となります。

１項一般会計繰入金、同額でございます。

６款繰越金15万8,000円の追加で、15万8,000円

となります。

１項繰越金、同額であります。

歳入合計453万6,000円の減額で、7,710万円と

なります。

２、歳出、２款後期高齢者医療広域連合納付金

453万6,000円の減額で、7,547万2,000円となりま

す。
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１項後期高齢者医療広域連合納付金、同額であ

ります。

歳出合計453万6,000円の減額で、7,710万円と

なります。

事項別明細書、５ページでございます。歳出で

ございます。３、歳出、後期高齢者医療広域連合

納付金、後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金453万6,000円の減額

で、7,547万2,000円となります。19節負担金、補

助及び交付金453万6,000円の減額につきまして

は、後期高齢者医療広域連合負担金の精査により

まして、保険料等負担金で402万1,000円、事務費

負担金で51万5,000円を減額するものでございま

す。

４ページ、歳入に参ります。２、歳入、後期高

齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、１目特

別徴収保険料70万円の減額で、4,111万3,000円と

なります。

２目普通徴収保険料310万円の減額で、1,491万

9,000円となります。いずれも被保険者数の減に

よる減でございます。

繰入金、一般会計繰入金、１目事務費繰入金51

万5,000円の減額で、308万5,000円となります。

２目保険基盤安定繰入金37万9,000円の減額で、

1,755万円となります。いずれもそれぞれ精査に

よるものでございます。

繰越金、繰越金、１目繰越金15万8,000円の追

加で、15万8,000円となります。前年度繰越金を

計上するものでございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第１２号

〇議長（堀内哲夫） 日程第16、議案第12号 平

成25年度上砂川町土地取得事業特別会計補正予算

（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第12号 平成25年度上砂川町土地取得事業特別

会計補正予算（第１号）について提案理由を申し

述べますので、ご審議くださるようお願いいたし

ます。

平成25年度上砂川町土地取得事業特別会計補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にら歳入歳出それ

ぞれ2,853万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ3,226万7,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第12号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款繰入金2,853万7,000円の追

加で、3,226万7,000円となります。

２項基金繰入金、同額であります。

歳入合計が2,853万7,000円の追加で、3,226万7,

000円となります。

２、歳出、１款公債費2,853万7,000円の追加で、

3,226万7,000円となります。

１項公債費、同額であります。

歳出合計が2,853万7,000円の追加で、3,226万7,

000円となります。

事項別明細書、３ページ、歳出でございます。

３、歳出、公債費、公債費、１目元金2,853万7,0

00円の追加で、3,194万7,000円となります。長期

債償還元金につきましては、先ほど一般議案でご
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提案しましたとおり、起債償還金の繰上償還を行

い、本特別会計を廃止しますことから、2,853万7,

000円を計上するものでございます。

歳入でございます。２、歳入、繰入金、基金繰

入金、１目基金繰入金2,853万7,000円の追加で、

2,853万7,000円となります。減債基金2,853万7,0

00円を取り崩しまして、一般会計へ繰り入れする

ことで収支の均衡を図るものでございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第１３号

〇議長（堀内哲夫） 日程第17、議案第13号 平

成25年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第13号 平成25年度上砂川町下水道事業特別会

計補正予算（第２号）について提案理由を申し述

べますので、ご審議くださるようお願いいたしま

す。

平成25年度上砂川町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ377万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億5,165万2,000円と定め

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補

正」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は企画振興課技師長からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。佐藤技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、ご

指示により、議案第13号について内容の説明をい

たします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、２款使用料及び手数料90万円の

追加で、3,145万8,000円となります。

１項使用料、同額であります。

３款繰入金407万8,000円の減額で、6,630万7,0

00円となります。１項一般会計繰入金、同額であ

ります。

５款町債60万円の減額で、5,140万円となりま

す。

１項町債、同額であります。

歳入合計が377万8,000円の減額で、１億5,165

万2,000円となります。

2、歳出、１款下水道費291万8,000円の減額で、

3,160万8,000円となります。

１項下水道整備費291万8,000円の減額で、2,71

3万4,000円となります。

２款公債費86万円の減額で、１億1,994万4,000

円となります。

１項公債費86万円の減額で、2,382万2,000円と

なります。

歳出合計が377万8,000円の減額で、１億5,165

万2,000円となります。

第２表、地方債補正。１、変更、起債の目的、

下水道事業債、補正前限度額450万円、補正後限

度額390万円。

事項別明細書、６ページ、歳出でございます。

３、歳出、下水道費、下水道整備費、１目総務管

理費156万6,000円の減額で、978万6,000円となり

ます。19節負担金、補助及び交付金206万円の減

額は、石狩川流域下水道組合建設負担金の精査で

ございます。27節公課費49万4,000円の追加で、
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消費税及び地方消費税の確定精査でございます。

２目下水道建設費135万2,000円の減額で、1,73

4万8,000円となります。15節工事請負費20万円の

減額と、19節負担金、補助及び交付金115万2,000

円の減額は、いずれも執行残の精査でございます。

公債費、公債費、２目利子86万円の減額で、2,

382万2,000円となります。長期債償還利子の精査

でございます。

５ページ、歳入にまいります。２、歳入、使用

料及び手数料、使用料、１目下水道使用料90万円

の追加で、3,145万8,000円となります。下水道使

用料の収入増による追加でございます。

繰入金、一般会計繰入金、１目一般会計繰入金

407万8,000円の減額で、6,630万7,000円となりま

す。一般会計繰入金を減額し、収支の均衡を図る

ものでございます。

町債、町債、１目下水道事業債60万円の減額で、

5,140万円となります。歳出の事業費に連動いた

します起債の精査でございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第１４号

〇議長（堀内哲夫） 日程第18、議案第14号 平

成25年度上砂川町水道事業会計補正予算（第３号）

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。貝田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま上程されました議

案第14号 平成25年度上砂川町水道事業会計補正

予算（第３号）について提案理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いいたします。

（総則）

第１条 平成25年度上砂川町水道事業会計補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成25年度上砂川町水道事業会計予算

（以下「予算」という。）第３条及び平成25年度

上砂川町水道事業会計補正予算（以下「補正予算」

という。）（第２号）第２条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（収入）

科目、第１款水道事業収益、既決予定額１億5,

324万4,000円、補正予定額2,489万3,000円、計１

億7,813万7,000円。

第１項営業収益、9,350万9,000円、減額370万

円、8,980万9,000円。

第２項営業外収益、5,973万5,000円、2,859万3,

000円、8,832万8,000円。

（支出）

科目、第１款水道事業費用、既決予定額１億5,

324万4,000円、補正予定額2,489万3,000円、計１

億7,813万7,000円。

第１項営業費用、１億815万5,000円、減額11万

1,000円、１億804万4,000円。

第２項営業外費用、4,498万9,000円、2,500万4,

000円、6,999万3,000円。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条及び補正予算（第１号）第

２条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次

のとおり補正する。

（収入）

科目、第１款資本的収入、既決予定額１億376

万9,000円、補正予定額、減額491万4,000円、計9,

885万5,000円。

第２項企業債、5,460万円、減額450万円、5,01

0万円。

第４項他会計補助金、65万4,000円、225万円、

290万4,000円。

第５項道補助金、520万円、減額266万4,000円、

253万6,000円。

（支出）

科目、第１款資本的支出、既決予定額１億5,59

4万円、補正予定額、減額491万4,000円、計１億5,

102万6,000円。

第２項建設改良費、7,570万円、減額491万4,00
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0円、7,078万6,000円。

（企業債）

第４条 予算第５条に定めた、企業債の限度額

「5,460万円」を「5,010万円」に改める。

（他会計からの補助金）

第５条 補正予算（第２号）第４条に定めた、

企業債利息償還等のため、一般会計からこの会計

へ繰入を受ける金額「5,802万6,000円」を「8,66

1万9,000円」に改め、予算第８条に定めた、建設

改良のため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額「65万4,000円」を「290万4,000円」に改

める。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町水道事業管理者

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以下、内容の説明は企画振興課技師長からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め

ます。佐藤技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、ご

指示により、議案第14号について内容の説明をい

たします。

３ページでございます。平成25年度水道事業会

計予算実施補正計画書。収益的収入及び支出。収

益的収入、１款水道事業収益2,489万3,000円の追

加で、１億7,813万7,000円となります。

１項営業収益370万円の減額で、8,980万9,000

円となります。

１目給水収益370万円の減額で、8,966万7,000

円となります。

２項営業外収益2,859万3,000円の追加で、8,83

2万8,000円となります。

２目繰入金2,859万3,000円の追加で、8,661万9,

000円となります。

収益的支出、１款水道事業費用2,489万3,000円

の追加で、１億7,813万7,000円となります。

１項営業費用11万1,000円の減額で、１億804万

4,000円となります。

１目原水及び浄水費50万円の減額で、1,462万4,

000円となります。

４目総係費38万9,000円の追加で、3,045万7,00

0円となります。

２項営業外費用2,500万4,000円の追加で、6,99

9万3,000円となります。

１目支払い利息及び企業債取扱費130万円の減

額で、3,981万5,000円となります。

２目雑支出2,759万8,000円の追加で、2,829万

円となります。

３目消費税及び地方消費税129万4,000円の減額

で、188万8,000円となります。

次のページでございます。資本的収入及び支出。

資本的収入、１款資本的収入491万4,000円の減額

で、9,885万5,000円となります。

２項企業債450万円の減額で、5,010万円となり

ます。

１目企業債、同額であります。

４項他会計補助金225万円の追加で、290万4,00

0円となります。

１目他会計補助金、同額であります。

５項道補助金266万4,000円の減額で、253万6,0

00円となります。

１目道補助金、同額であります。

資本的支出、１款資本的支出491万4,000円の減

額で、１億5,102万6,000円となります。

２項建設改良費491万4,000円の減額で、7,078

万6,000円となります。

１目簡易水道等施設整備事業費450万7,000円の

減額で、6,599万3,000円となります。

２目配水管整備事業費40万7,000円の減額で、4

79万3,000円となります。

事項別明細書、５ページ、収益的支出でござい

ます。収益的支出、水道事業費用、営業費用、１

目原水及び浄水費50万円の減額で1,462万4,000円

となります。浄水場職員の代替賃金の精査でござ

います。
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４目総係費38万9,000円の追加で、3,045万7,00

0円となります。消費税法改正に伴う検針票等の

印刷費を追加するものでございます。

水道事業費用、営業外費用、１目支払い利息及

び企業債取扱費130万円の減額で、3,981万5,000

円となります。一時借入金利息の精査でございま

す。

２目雑支出2,759万8,000円の追加で、2,829万

円となります。消滅時効５年経過の水道料金を不

納欠損するものでございます。

３目消費税及び地方消費税129万4,000円の減額

で188万8,000円となります。消費税及び地方消費

税の精査でございます。

収益的収入でございます。収益的収入、水道事

業収益、営業収益、１目給水収益370万円の減額

で、8,966万7,000円となります。家事用給水件数

と業務用使用水量の減によるものでございます。

水道事業収益、営業外収益、２目繰入金2,859

万3,000円の追加で、8,661万9,000円となります。

収入不足分を一般会計から繰入金を充当するもの

でございます。

続きまして、６ページ、資本的支出でございま

す。資本的支出、資本的支出、建設改良費、１目

簡易水道等施設整備事業費450万7,000円の減額

で、6,599万3,000円となります。浄水場の計装設

備更新等の工事請負費の執行残の精査によるもの

でございます。委託料につきましても同様、精査

でございます。

２目配水管整備事業費40万7,000円の減額で479

万3,000円となります。工事請負費で道道芦別砂

川線歩道整備工事に伴う配水管移設工事の執行残

の精査でございます。

続きまして、資本的収入でございます。資本的

収入、資本的収入、企業債、１目企業債450万円

の減額で、5,010万円となります。簡易水道等施

設整備事業の工事請負費、委託料の支出減額によ

ります起債の精査でございます。

資本的収入、他会計補助金、１目他会計補助金

225万円の追加で、290万4,000円となります。補

助対象事業費の精査により、一般会計補助金を追

加するものでございます。

資本的収入、道補助金、１目道補助金266万4,0

00円の減額で、253万6,000円となります。配水管

移設工事に伴います補償金の精査でございます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（堀内哲夫） 以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

なお、明日11日は午前10時から本会議を開催い

たしますので、出席方よろしくお願いいたします。

どうもご苦労さまでした。

（散会 午前１１時５２分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 斎 藤 勝 男

署 名 議 員 数 馬 尚
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平 成 ２ ６ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第２日）

３月１１日（火曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時５４分 散 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 議案第 ３号 上砂川町議会の議決

すべき事件に関する条例制定につい

て

第 ３ 議案第 ４号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定につい

て

第 ４ 議案第 ５号 上砂川町社会教育委

員設置条例の一部を改正する条例制

定について

第 ５ 議案第 ６号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第 ６ 議案第 ７号 中空知広域市町村圏

組合規約の変更について

第 ７ 議案第 ８号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更について

第 ８ 議案第 ９号 平成２５年度上砂川

町一般会計補正予算（第４号）

第 ９ 議案第１０号 平成２５年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）

第１０ 議案第１１号 平成２５年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第１１ 議案第１２号 平成２５年度上砂川

町土地取得事業特別会計補正予算

（第１号）

第１２ 議案第１３号 平成２５年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

第１３ 議案第１４号 平成２５年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 議案第３号～第１４号までは、

質疑・討論・採決とする。

第１４ 議案第１５号 平成２６年度上砂川

町一般会計予算

第１５ 議案第１６号 平成２６年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算

第１６ 議案第１７号 平成２６年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計予算

第１７ 議案第１８号 平成２６年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

第１８ 議案第１９号 平成２６年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 議案第１５号～第１９号まで

は、予算の大綱・提案理由・内容

説明までとし、予算特別委員会に

付託する。

第１９ 予算特別委員会設置及び付託につい

て

〇会議録署名議員

４番 斎 藤 勝 男

５番 数 馬 尚

◎開議の宣告

〇議長（堀内哲夫） ただいまの出席議員は、髙

橋議員から欠席の届け出がありますので、８名で

あります。

理事者側につきましては、全員出席しておりま
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す。

定足数に達しておりますので、平成26年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、再

開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

〇議長（堀内哲夫） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、斎藤議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎議案第 ３号 議案第 ４号 議案第 ５号

議案第 ６号 議案第 ７号 議案第 ８号

議案第 ９号 議案第１０号 議案第１１号

議案第１２号 議案第１３号 議案第１４号

〇議長（堀内哲夫） 日程第２、議案第３号から

日程第13、議案第14号につきましては、既に提案

理由及び内容説明が終了しておりますので、これ

より順次質疑、討論、採決を行ってまいります。

日程第２、議案第３号 上砂川町議会の議決す

べき事件に関する条例制定について議題といたし

ます。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号 上砂川町議会の議決

すべき事件に関する条例制定については、原案の

とおり決定いたしました。

日程第３、議案第４号 上砂川町特別会計条例

の一部を改正する条例制定について議題といたし

ます。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第４号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定いたしました。

日程第４、議案第５号 上砂川町社会教育委員

設置条例の一部を改正する条例制定について議題

といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第５号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定
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することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号 上砂川町社会教育委

員設置条例の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり決定いたしました。

日程第５、議案第６号 公の施設に係る指定管

理者の指定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第６号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号 公の施設に係る指定

管理者の指定については、原案のとおり決定いた

しました。

日程第６、議案第７号 中空知広域市町村圏組

合規約の変更について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第７号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号 中空知広域市町村圏

組合規約の変更については、原案のとおり決定い

たしました。

日程第７、議案第８号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第８号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更については、原案のとおり

決定いたしました。

日程第８、議案第９号 平成25年度上砂川町一

般会計補正予算（第４号）について議題といたし

ます。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第９号について採決をいたしま

す。
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お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号 平成25年度上砂川町

一般会計補正予算（第４号）については、原案の

とおり決定いたしました。

日程第９、議案第10号 平成25年度上砂川町国

民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１

号）について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第10号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号 平成25年度上砂川町

国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

１号）については、原案のとおり決定いたしまし

た。

日程第10、議案第11号 平成25年度上砂川町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第11号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第11号 平成25年度上砂川町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり決定いたしました。

日程第11、議案第12号 平成25年度上砂川町土

地取得事業特別会計補正予算（第１号）について

議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第12号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号 平成25年度上砂川町

土地取得事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、原案のとおり決定いたしました。

日程第12、議案第13号 平成25年度上砂川町下

水道事業特別会計補正予算（第２号）について議

題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。
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これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第13号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第13号 平成25年度上砂川町

下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

は、原案のとおり決定いたしました。

日程第13、議案第14号 平成25年度上砂川町水

道事業会計補正予算（第３号）について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第14号について採決をいたしま

す。

お諮りします。本件は、原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第14号 平成25年度上砂川町

水道事業会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決定いたしました。

◎議案第１５号 議案第１６号 議案第１７号

議案第１８号 議案第１９号

〇議長（堀内哲夫） 日程第14、議案第15号から

日程第18、議案第19号までにつきましては、関連

性がございますので、一括議題とし、提案理由並

びに予算の大綱、内容説明を求めてまいりたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、日程第14、議案第15号 平成26年

度上砂川町一般会計予算から日程第18、議案第19

号 平成26年度上砂川町水道事業会計予算まで一

括議題といたします。

それでは、議案第15号から議案第19号の提案理

由と予算の大綱につきまして説明を求めます。貝

田町長。

〇町長（貝田喜雄） ただいま一括上程されまし

た議案第15号 平成26年度上砂川町一般会計予算

から議案第19号 平成26年度上砂川町水道事業会

計予算までについて提案理由を申し述べますの

で、ご審議くださるようお願いいたします。

お手元の予算書本文、１ページをごらんいただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。議案第

15号 平成26年度上砂川町一般会計予算。

平成26年度上砂川町の一般会計の予算は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ24億5,970万円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地

方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は、10億円と定

める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
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ることができる場合は、次のとおり定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等、共済

費及び負担金、補助及び交付金（退職手当組合負

担金に限る）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内で、これらの経費の各項の間の

流用。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

続きまして、115ページをごらんいただきたい

と思います。議案第16号 平成26年度上砂川町国

民健康保険特別会計（事業勘定）予算。

平成26年度上砂川町国民健康保険特別会計（事

業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１億3,870万7,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

次に、123ページをごらん願います。議案第17

号 平成26年度上砂川町後期高齢者医療特別会計

予算。

平成26年度上砂川町後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ8,141万2,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

次、131ページをごらんいただきたいと思いま

す。議案第18号 平成26年度上砂川町下水道事業

特別会計予算。

平成26年度上砂川町下水道事業特別会計の予算

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１億5,477万7,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方

債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は、3,000万円

と定める。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

次に、147ページでございます。議案第19号

平成26年度上砂川町水道事業会計予算。

（総則）

第１条 平成26年度上砂川町水道事業会計の予

算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給水戸数1,865戸

（２）年間給水量38万4,638立方メートル

（３）１日平均給水量1,054立方メートル

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

収入、第１款水道事業収益１億5,319万3,000円。

第１項営業収益9,232万2,000円。第２項営業外収

益6,087万1,000円。

支出、第１款水道事業費用１億5,319万3,000円。

第１項営業費用１億965万9,000円。第２項営業外

費用4,343万4,000円。第３項予備費10万円。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足す
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る額5,411万1,000円は、損益勘定留保資金で補て

んするものとする。）

収入、第１款資本的収入9,002万5,000円。第１

項出資金3,202万5,000円。第２項企業債3,830万

円。第３項国庫補助金1,883万9,000円。第４項他

会計補助金86万1,000円。

支出、第１款資本的支出１億4,413万6,000円。

第１項企業債償還金8,613万6,000円。第２項建設

改良費5,800万円。

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおり定める。起債の

目的、簡易水道等施設整備事業。限度額、3,830

万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、

4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る資金の場合、利率見直し以降については、当該

見直し後の利率とする。）。償還の方法、政府資

金についてはその融資条件により、銀行その他の

場合についてはその債権者と協定するものによ

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に

借換することができる。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１億5,000万

円と定める。

（議会の議決を経なければ、流用することので

きない経費）

第７条 次にあげる経費については、その経費

の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費2,716万8,000円。

（他会計からの補助金）

第８条 企業債利息償還等のため、一般会計か

らこの会計へ繰入を受ける金額は、5,911万7,000

円とし、建設改良のため、一般会計からこの会計

へ補助を受ける金額は、86万1,000円、企業債償

還金のため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、3,202万5,000円とする。

平成26年３月10日提出

北海道上砂川町水道事業管理者

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

以上、議案第15号から議案第19号まで提案理由

を申し述べましたが、引き続きまして予算の大綱

を読み上げ、説明させていただきますので、お手

元に配付しております資料をごらんいただきたい

と思います。

初めに、平成26年度各会計予算の大綱の１ペー

ジであります。平成26年度予算編成方針。平成26

年度当初予算は、４月22日の任期満了に伴う町長

選挙がとり行われることから、政策的な予算につ

きましては、町長選挙後の議会に提案すべきもの

と考え、各会計とも骨格予算とし、義務的経費や

経常的な事務経費等を中心とした予算となってい

るところであります。

本町の財政状況は、財政健全化計画の着実な実

行により、一定の成果を上げたものの、依然とし

て地方交付税に大きく依存する状況が続いている

ことから、引き続き効率的な財政運営に努めなけ

ればなりません。

このような財政状況の中にありましても、本町

の重要課題であります人口減少対策のための移住

定住施策、子育て支援施策のほか、高齢者施策、

防災対策、そして雇用施策や教育関連施策の充実

などの関係予算については引き続き計上し、子供

からお年寄りまで全ての町民が安心して暮らせる

町づくりに向け、限られた財源の有効活用を図り、

第６期上砂川町総合計画に基づき予算編成を行っ

たところでございます。

その結果、予算規模は、５ページにもまとめて

おりますが、一般会計で24億5,970万円、特別会

計、４会計になりますが、６億7,223万円、合計

で31億3,193万円となったところであります。

以下、平成26年度各会計予算の概要についてご

説明いたします。一般会計予算の概要であります。

本年度の一般会計予算規模は24億5,970万円で、



－31－

前年度比13.2％、３億7,410万円の減となりまし

た。減額の主な要因は、町民センター・体育セン

ター耐震補強及び大規模改修事業の終了によるも

のですが、本町の重点課題である子育て支援対策

の小中学校給食費助成事業、高齢者対策の敬老祝

い品贈呈事業や在宅老人等除雪サービス事業、町

民の健康増進のための温泉無料入浴券配付事業、

さらには町内の雇用の創出を図るための雇用対策

事業などに係る経費について引き続き予算計上し

たところであり、国の施策である消費税の引き上

げに際し、低所得者や子育て世帯に対する臨時福

祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金についても

予算計上したところであります。なお、建設事業

費などの主要事業に要します経費につきまして

は、町長選挙後に迎えます６月定例会において改

めてお諮りさせていただきたいと考えているとこ

ろでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

歳入の概要であります。６ページも参照願いま

す。町税、個人、法人町民税、固定資産税など、

前年度比0.7％減の１億5,500万5,000円としまし

た。

地方譲与税、地方譲与税から地方特例交付金ま

では、前年度交付額を勘案し、計上しました。

地方交付税、国の地方財政計画に基づく交付実

績と公債費の償還終了による減額などを見込み、

普通交付税で13億5,000万円、特別交付税で２億2,

000万円を見込み、総額では前年度対比3.1％増の

15億7,000万円としました。

使用料及び手数料、公住使用料やごみ処理及び

し尿処理証紙収入など、前年度比1.0％減の１億9,

819万4,000円としました。

国庫支出金、町民センター・体育センター耐震

補強事業補助金の減と臨時福祉給付金、子育て世

帯臨時特例給付金事業などの増との相殺により、

前年度比15.7％減の１億7,255万9,000円としまし

た。

道支出金、参議院議員選挙費委託金や緊急雇用

創出事業補助金などの減により、前年度比7.6％

減の１億222万9,000円としました。

財産収入、福祉医療センター建物貸付収入の減

により、前年度比68.1％減の1,435万6,000円とし

ました。

諸収入、福祉医療センター人件費負担金の減に

より、前年度比70.2％減の4,561万円としました。

町債、町民センター・体育センター耐震補強及

び大規模改修事業債の減により、前年度比で63.0

％減の１億3,920万円といたしました。

歳出に入ります。７ページも参照願いたいと思

います。人件費です。前年度末退職と特別会計廃

止に伴う人件費の振りかえなどにより、前年度対

比9.1％減の５億6,189万2,000円としました。

扶助費、障害者自立支援費など、前年度比2.1

％増の２億8,741万9,000円としました。

公債費、平成25年度まで借り入れしました長期

債の元利償還金と一時借入金利子により、前年度

比2.6％減の４億907万4,000円としました。

物件費、中空知広域圏戸籍システム電子データ

作成業務などにより、前年度比15.0％減の２億4,

810万円としました。

補助費等、各団体への負担金の所要額を見込む

ほか、砂川地区広域消防組合、広域連合負担金な

ど、前年度比1.1％減の５億2,400万1,000円とし

ました。

投資的経費、町営住宅水洗化及び道路維持費な

ど、前年度比73.8％減の１億1,483万1,000円とし

ました。

貸付金、中小企業融資及び商店街近代化融資貸

付金により、前年度比2.7％減の1,330万5,000円

としました。

繰出金であります。国民健康保険事業特別会計

など４特別会計繰出金で、前年度比30.8％増の２

億4,423万3,000円としました。

各特別会計の予算の概要であります。５ページ

も参照願います。国民健康保険事業特別会計、空

知中部広域連合への分賦金など、前年度比35.2％
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増の１億3,870万7,000円としました。

後期高齢者医療特別会計、後期高齢者医療に係

る北海道後期高齢者医療広域連合への分賦金な

ど、前年度比0.3％減の8,141万2,000円としまし

た。

下水道事業特別会計、下水道台帳システム更新

の増等により、前年度比2.5％増の１億5,477万7,

000円としました。

水道事業会計です。収益的収支では人件費など

の増と資本費では水道施設整備事業の減による相

殺により、収益、資本費合計で前年度比1.2％減

の２億9,732万9,000円としました。

一般会計及び各特別会計の詳細につきまして

は、予算審議の中で各担当よりご説明を申し上げ

ます。また、平成26年度の主要事業につきまして

は、８ページから15ページに掲載しておりますの

で、ご参照賜りたいと思います。

以上で提案理由及び予算の大綱の説明とさせて

いただきます。

以下、内容の説明につきましては、それぞれ担

当者からいたしますので、ご審議くださるようお

願いいたします。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由と予算の大

綱の説明を終わります。

引き続き内容の説明を求めます。

初めに、日程第14、議案第15号 平成26年度上

砂川町一般会計予算について内容の説明を求めま

す。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

り、議案第15号について内容の説明をいたします。

３ページでございます。第１表、歳入歳出予算。

次ページでございます。歳入、１款町税１億5,50

0万5,000円、１項町民税7,325万3,000円、２項固

定資産税5,080万9,000円、３項軽自動車税612万4,

000円、４項町たばこ税1,950万4,000円、５項入

湯税531万5,000円。

２款地方譲与税1,400万円、１項地方揮発油譲

与税300万円、２項自動車重量譲与税1,100万円。

３款利子割交付金50万円、１項利子割交付金、

同額であります。

４款配当割交付金10万円、１項配当割交付金、

同額であります。

５款株式等譲渡所得割交付金10万円、１項株式

等譲渡所得割交付金、同額であります。

６款地方消費税交付金3,300万円、１項地方消

費税交付金、同額であります。

７款自動車取得税交付金300万円、１項自動車

取得税交付金、同額であります。

８款地方特例交付金10万円、１項地方特例交付

金、同額であります。

９款地方交付税15億7,000万円、１項地方交付

税、同額であります。

10款交通安全対策特別交付金10万円、１項交通

安全対策特別交付金、同額であります。

11款分担金及び負担金1,103万6,000円、１項負

担金、同額であります。

12款使用料及び手数料１億9,819万4,000円、１

項使用料１億7,619万円、２項手数料222万6,000

円、３項証紙収入1,977万8,000円。

13款国庫支出金１億7,255万9,000円、１項国庫

負担金１億2,928万5,000円、２項国庫補助金4,20

8万4,000円、３項国庫委託金1,190万円。

14款道支出金１億222万9,000円、１項道負担金

8,881万9,000円、２項道補助金896万9,000円、３

項道委託金444万1,000円。

15款財産収入1,435万6,000円、１項財産運用収

入1,432万5,000円、２項財産売払収入３万1,000

円。

16款寄附金１万1,000円、１項寄附金、同額で

あります。

次ページでございます。17款繰入金60万円、1

項基金繰入金、同額であります。

18款諸収入4,561万円、１項延滞金、加算金及

び過料１万1,000円、２項町預金利子５万円、３

項貸付金元利収入1,330万5,000円、４項受託事業
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収入56万5,000円、５項雑入3,167万9,000円。

19款町債１億3,920万円、１項町債、同額であ

ります。

歳入合計が24億5,970万円であります。

歳出、１款議会費4,231万7,000円、１項議会費、

同額であります。

２款総務費１億2,186万2,000円、１項総務管理

費9,971万1,000円、２項徴税費478万2,000円、３

項戸籍住民基本台帳費1,254万3,000円、４項選挙

費324万4,000円、５項統計調査費52万円、６項監

査委員費106万2,000円。

３款民生費５億9,667万円、１項社会福祉費５

億3,556万2,000円、２項児童福祉費6,056万8,000

円、３項生活保護費30万円、４項災害救助費24万

円。

４款衛生費２億2,983万9,000円、１項保健衛生

費１億1,705万1,000円、２項清掃費１億1,278万8,

000円。

５款労働費1,111万円、１項労働費、同額であ

ります。

６款農林水産業費23万2,000円、１項林業費、

同額であります。

７款商工費4,932万2,000円、１項商工費、同額

であります。

８款土木費２億5,080万4,000円、１項土木管理

費9,297万4,000円、２項道路橋りょう費5,951万4,

000円、３項住宅費9,831万6,000円。

９款消防費１億5,484万5,000円、１項消防費、

同額であります。

10款教育費9,031万7,000円、１項教育総務費71

3万9,000円、次ページへ参りまして、２項小学校

費3,090万7,000円、３項中学校費3,233万6,000円、

４項社会教育費671万3,000円、５項保健体育費1,

322万2,000円。

11款災害復旧費１万3,000円、１項農林水産業

施設災害復旧費、同額であります。

12款公債費４億907万4,000円、１項公債費、同

額であります。

13款職員費５億29万5,000円、１項職員費、同

額であります。

14款予備費300万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計が24億5,970万円であります。

９ページ、第２表、地方債。起債の目的、臨時

財政対策。限度額、7,800万円。起債の方法、普

通貸借又は証券発行。利率、4.0％以内（ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金の場合、利率見

直し以降については、当該見直し後の利率とす

る。）。償還の方法、政府資金についてはその融

資条件により、銀行その他の場合についてはその

債権者と協定するものによる。ただし、町財政の

都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若し

くは繰上償還又は低利債に借換することができ

る。

過疎地域自立促進特別事業、4,700万円、同上、

同上、同上。

し尿処理施設整備事業、860万円、同上、同上、

同上。

既設改良住宅改善事業、560万円、同上、同上、

同上。

合計１億3,920万円。

以上で一般会計の内容の説明を終わらせていた

だきますが、一般会計及びこの後提案いたします

各特別会計の事項別明細書につきましては後日担

当課長から説明をいたしますので、ご審議を賜り

ますようお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で議案第15号の内容説

明を終わります。

次、日程第15、議案第16号 平成26年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）予算、日程

第16、議案第17号 平成26年度上砂川町後期高齢

者医療特別会計予算について内容の説明を求めま

す。渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） それでは、ご指示によ

り、議案第16号、国民健康保険特別会計予算につ
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いてご説明いたします。116ページをごらん願い

ます。第１表、歳入歳出予算。歳入、１款国民健

康保険税6,596万4,000円、１項国民健康保険税、

同額であります。

２款使用料及び手数料１万2,000円、１項手数

料、同額であります。

３款繰入金7,272万6,000円、１項一般会計繰入

金4,372万6,000円、２項基金繰入金2,900万円。

４款諸収入5,000円、１項延滞金及び過料2,000

円、２項雑入3,000円。

歳入合計１億3,870万7,000円となります。

歳出、１款総務費１億3,855万2,000円、１項総

務管理費１億3,718万8,000円、２項徴税費136万4,

000円。

２款諸支出金５万5,000円、１項償還金及び還

付加算金、同額であります。

３款予備費10万円、１項予備費、同額でありま

す。

歳出合計１億3,870万7,000円となります。

歳入歳出予算事項別明細書は、後日説明をいた

します。

引き続き、議案第17号、後期高齢者医療特別会

計予算についてご説明いたします。124ページを

ごらん願います。第１表、歳入歳出予算。歳入、

１款後期高齢者医療保険料5,804万9,000円、１項

後期高齢者医療保険料、同額であります。

２款使用料及び手数料1,000円、１項手数料、

同額であります。

３款広域連合支出金６万円、１項広域連合交付

金、同額であります。

４款繰入金2,308万8,000円、１項一般会計繰入

金、同額でございます。

５款諸収入21万4,000円、１項延滞金、加算金

及び過料2,000円、２項預金利子1,000円、３項雑

入21万1,000円。

歳入合計で8,141万2,000円となります。

歳出、１款総務費137万6,000円、１項総務管理

費47万7,000円、２項徴収費89万9,000円。

２款後期高齢者医療広域連合納付金7,972万6,0

00円、１項後期高齢者医療広域連合納付金、同額

であります。

３款諸支出金21万円、１項償還金及び還付加算

金、同額であります。

４款予備費10万円、１項予備費、同額でありま

す。

歳出合計8,141万2,000円となります。

歳入歳出予算事項別明細書は、後日説明をいた

します。

以上で説明を終わります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で議案第16号、議案第

17号の内容説明を終わります。

次、日程第17、議案第18号 平成26年度上砂川

町下水道事業特別会計予算と日程第18、議案第19

号 平成26年度上砂川町水道事業会計予算につい

て内容の説明を求めます。佐藤企画振興課技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、ご

指示により、議案第18号、下水道事業特別会計予

算について内容の説明をいたします。132ページ

をごらんいただきたいと思います。第１表、歳入

歳出予算。歳入、１款分担金及び負担金189万円、

１項受益者分担金、同額であります。

２款使用料及び手数料3,186万9,000円、１項使

用料、同額であります。

３款繰入金8,541万6,000円、１項一般会計繰入

金、同額であります。

４款諸収入2,000円、１項延滞金及び過料1,000

円、２項雑入1,000円。

５款町債3,560万円、１項町債、同額でありま

す。

歳入合計が１億5,477万7,000円であります。

歳出へ参ります。歳出、１款下水道費3,357万1,

000円、１項下水道整備費2,564万8,000円、２項

下水道維持費792万3,000円。

２款公債費１億2,110万6,000円、１項公債費、

同額であります。

３款予備費10万円、１項予備費、同額でありま
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す。

歳出合計が１億5,477万7,000円であります。

第２表、地方債。起債の目的、限度額、起債の

方法、利率、償還の方法。流域下水道事業、320

万円、普通貸借又は証券発行、4.0％以内（ただ

し、利率見直し方式で借り入れる資金の場合、利

率見直し以降については、当該見直し後の利率と

する。）、政府資金についてはその融資条件によ

り、銀行その他の場合についてはその債権者と協

定するものによる。ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償

還又は低利債に借換することができる。

資本費平準化債、3,240万円、同上、同上、同

上。

事項別明細書につきましては後日ご説明いたし

ますので、ご審議賜りますようよろしくお願いい

たします。

続きまして、議案第19号、水道事業会計予算に

ついて内容の説明をいたしますので、150ページ

をごらんいただきたいと思います。平成26年度上

砂川町水道事業会計予算実施計画書。収益的収入

及び支出。収益的収入、１款水道事業収益１億5,

319万3,000円、１項営業収益9,232万2,000円、１

目給水収益9,218万円、２目その他の営業収益14

万2,000円、２項営業外収益6,087万1,000円、１

目受取利息及び配当金２万円、２目繰入金5,911

万7,000円、３目他会計負担金168万4,000円、４

目雑収益５万円。

収益的支出へ参ります。１款水道事業費用１億

5,319万3,000円、１項営業費用１億965万9,000円、

１目原水及び浄水費1,491万2,000円、２目配水及

び給水費858万6,000円、３目業務費149万2,000円、

４目総係費3,054万7,000円、５目減価償却費5,01

9万円、６目資産減耗費392万2,000円、７目その

他の営業費用１万円、２項営業外費用4,343万4,0

00円、１目支払い利息及び企業債取扱費3,785万3,

000円、２目雑支出72万円、３目消費税及び地方

消費税486万1,000円、３項予備費10万円、１目予

備費、同額であります。

次ページ、資本的収入及び支出へ参ります。資

本的収入及び支出。資本的収入、１款資本的収入

9,002万5,000円、１項出資金3,202万5,000円、１

目負担区分に基づかない出資金、同額であります。

２項企業債3,830万円、１目企業債、同額であり

ます。３項国庫補助金1,883万9,000円、１目国庫

補助金、同額であります。４項他会計補助金86万

1,000円、１目他会計補助金、同額であります。

資本的支出、１款資本的支出１億4,413万6,000

円、１項企業債償還金8,613万6,000円、１目企業

債償還金、同額であります。２項建設改良費5,80

0万円、１目簡易水道等施設整備事業費、同額で

あります。

事項別明細書につきましては後日ご説明いたし

ますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

以上で説明を終わります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で予算の大綱、内容の

説明を終わります。

◎予算特別委員会設置及び付託について

〇議長（堀内哲夫） 日程第19、予算特別委員会

の設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案されました議

案第15号から議案第19号までについて、委員会条

例の規定により８名で構成する予算特別委員会を

設置し、これに付託し、審査することにしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第15号から議案第19号までに

ついては、８名で構成する予算特別委員会を設置

し、これに付託し、審査することに決定いたしま

した。

お諮りいたします。ただいま設置されました予

算特別委員会の委員の選任については、委員会条

例の規定により議長において指名したいと思いま
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すが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

それでは、指名いたします。予算特別委員会の

委員については、議長を除く議員８名全員を指名

いたします。

お諮りいたします。本特別委員会の正副委員長

につきましては、委員会条例の規定により委員会

において互選することになっておりますが、申し

合わせによりまして総務文教常任委員会の正副委

員長が兼ねることになっておりますので、議長に

おいて指名したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

それでは、委員長に数馬議員、副委員長には吉

川議員を指名いたします。

◎休会について

〇議長（堀内哲夫） 以上をもちまして本日の日

程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。明日12日から17日の６日間、

議案調査等のため休会したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、12日から17日の６日間は休会する

ことに決定いたしました。

なお、休会中の13日につきましては常任委員会

を、14日と17日の２日間につきましては予算特別

委員会を開催していただくことになっております

ので、よろしくお願いいたします。

また、18日は午前10時より本会議を再開いたし

ますので、出席方よろしくお願いいたします。

◎散会の宣告

〇議長（堀内哲夫） 本日はこれをもって散会い

たします。

ご苦労さまでした。

（散会 午前１０時５４分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 斎 藤 勝 男

署 名 議 員 数 馬 尚
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平 成 ２ ６ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第３日）

３月１８日（火曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時３９分 閉 会

〇議事日程 第３号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 一般質問

第 ３ 予算特別委員会委員長報告

議案第１５号 平成２６年度上砂川

町一般会計予算

議案第１６号 平成２６年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算

議案第１７号 平成２６年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１８号 平成２６年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

議案第１９号 平成２６年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 報告に対する討論・採決とする。

（質疑は省略とする。）

第 ４ 調査第１号 所管事務調査について

（追加日程）

第 ５ 意見書案第１号 通学中の子どもた

ちの安全確保を求める意見書

第 ６ 意見書案第２号 取調べ可視化の法

制化を求める意見書

第 ７ 意見書案第３号 食の安全・安心の

確立を求める意見書

第 ８ 意見書案第４号 特定秘密保護法の

廃止を求める意見書

〇会議録署名議員

４番 斎 藤 勝 男

５番 数 馬 尚

◎開議の宣告

〇議長（堀内哲夫） おはようございます。ただ

いまの出席議員は９名です。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成26年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、再

開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

〇議長（堀内哲夫） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、斎藤議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎一般質問

〇議長（堀内哲夫） 日程第２、一般質問に対す

る質疑を行います。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、許可してまいりたいと思いま

す。

◇ 川 岸 清 彦 議員

〇議長（堀内哲夫） ２番、川岸議員、ご登壇の

上ご発言願います。

〇２番（川岸清彦） 皆さん、おはようございま

す。質問の本題に入る前に、お断りしておきたい

と思います。私は、今回この質問を決められたと
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おり３月10日10時までに質問通告として提出する

ように準備しておりました。この通告書の発言の

要旨欄は１と２の２項目になっておりますが、準

備の段階では３という項目があったものですが、

提出の前に町長から３項目めについては削除し

て、１項目めに加えて口頭での質問にしてもらい

たいという要請があり、そのとおり対応して今回

の質問になっている経過があります。したがって、

私の今回の質問は、通告書に書かれていない部分

があることをあらかじめお断りして本題に入りた

いと思います。これは、町長からの要請でそうな

ったものですので、よろしくお願いします。

質問通告の発言要旨にあるとおり、２点につい

て質問しますので、明快な答弁を求めます。

１点目は、貝田町政４年間を通して、さらに加

賀谷町政のもとでの副長時代を含めてでも結構で

すが、町長自身がかかわった上砂川町政について

よかったと評価できることとともに、まずかった

こと、うまくいかなかったことなど、反省するこ

ともあると思います。私は、さまざまな問題が起

きたとき、当事者がどういう態度をとるのかが町

民から問われていることだと思います。町長ご自

身の感想や思い、最も苦労された事柄など、どの

ような見解を持っておられるのかを率直に伺いた

いと思います。

第２点目は、運用可能な基金として23億円を確

保でき、財政状況が好転したことは町民に対して

も誇れる努力の結果だと思いますが、この基金の

使い方、活用の仕方について次期町政に対して期

待していることがあれば、答弁できる範囲で結構

ですので、お答えしていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（堀内哲夫） ただいまの２番、川岸議員

の質問に対し、答弁を求めてまいります。貝田町

長。

〇町長（貝田喜雄） ２番、川岸議員の質問にお

答えいたします。

冒頭議員よりいろいろ説明があったところでご

ざいますが、過去の議会でいろいろと答弁されて

いる等の経過等もございまして、一部調整をさせ

ていただいたところも事実でございますので、こ

のこともご報告申し上げまして、答弁に入らせて

いただきます。

質問の趣旨は、１点目として町長在職中の４年

間、さらには副町長時代を含めて町政を進めるに

当たってよしと判断できることや結果を得ること

ができなかったことなど、多くのことがあったと

思うが、最も苦しかったことは何かとのこと。そ

して、２点目として、運用可能基金23億円の有効

活用と次期町政に期待するものは何かとのことと

思います。

１点目でありますが、ご承知のとおり平成22年

の町長就任時は、行政最大の課題である人口減少

問題と町税の伸長確保が見込めず、地方交付税に

財源確保を依存しなければならない脆弱な財政基

盤のもと、行財政改革を継続しつつ、新しい町づ

くりの方向性と将来に向けた可能な限りの基金確

保が求められる厳しい状況でのスタートであった

と思うものであります。今改めてこの４年間を振

り返ってみますと、福祉と教育の充実を図り、多

くの町民の皆さんが安心して暮らせる町づくりの

実現に努めてきたと思うもので、平成13年度の行

財政改革により縮減、廃止しておりました住民サ

ービスの復元、拡充を初め、育児用品購入券贈呈

事業や乳児保育の充実、放課後子ども教室推進な

どの子育て支援対策のほか、高齢者向け救急医療

情報キット配付事業や長寿祝い品及び敬老祝い品

贈呈事業など、高齢者対策を中心とした施策に取

り組んできたところであります。このほか、中小

企業融資制度の拡充や福井市鶉地区との交流事業

等、行政各般にわたりおおむね60件程度の施策を

実現させていただき、まだその成果が出ていない

ものもあり、町民の皆さんの評価がどうであるか

わかりませんが、私自身は町づくりに向けて基盤

となるレールを敷くことができたとの思いが強

く、財政基盤を揺るがすことなく、一定規模の基
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金確保を含め、次期町政へ引き継いでいけること

を真によかったと感じるものであり、これもひと

えに町民の皆さんと議員各位のご理解とご協力の

たまものと心より感謝とお礼を申し上げる次第で

あります。

また、ただいま申し上げました事例のほか、将

来にわたっての財政負担の軽減を図るべく、もっ

と早い時期での対応が求められつつも、長年の課

題となっておりました空戸対策としての住宅再編

集約事業や消防の広域組合の加入のほか、福祉医

療センターの民間委託導入、そして町民センター、

育センターの耐震化と図書室と調理室機能の集約

化などの事業にも着手させていただいたところで

あります。しかしながら、長年の懸案事項の解決

にあっては、どこの自治体でも同じと思いますが、

そのものが置かれる状況などにより、必ずしも10

0％の賛同をもって進めるのは極めて困難である

と考えるものであります。私どもにおきましても、

事業により一部の方々より反対を受け、非難され

た事実もあり、その都度胸を痛め、苦慮しながら

対応してきたところであります。行政を進める中

には予期せぬ出来事も生じるものであり、どんな

場合でも住民の皆さんのコンセンサスを得るには

どうしたらよいのか、そしていただいた意見等を

どんな形で行政反映させればよいのか、日々苦悩

の連続であったと思うところであり、関係者の皆

さんのご指導のもと、今日まで町長としての重責

を担わせていただいたことに重ねまして感謝申し

上げ、１点目の答弁といたします。

次に、２点目であります。このことに関しまし

ては、既に退任表明をしている私がお答えするの

はいかがなものかなと思いますので、新しい体制

の中でしっかりとした議論のもと、町にとって、

そして町民の皆さんにとって何が一番よい活用方

法なのかを見定めていただきたいと思うところで

あります。今後地方行政を取り巻く状況はますま

す厳しくなると思われますので、行政と議会、さ

らには商工会議所が一体となり、上砂川を守って

いただきたく、お願い申し上げるものであります。

本町には、議員ご自身を初め、町づくりに熱い思

いをお持ちの方々が多数おられるとお見受けいた

しますので、皆さんの知恵と力を一つにして、限

られた財源の有効活用を図り、新たな視点を取り

込み、町民の皆さんが喜びを分かち合える町づく

りを進められますようお願いを申し上げまして、

以上答弁とさせていただきます。

〇議長（堀内哲夫） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。

〇２番（川岸清彦） ありません。

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

以上で一般質問に対する質疑を終了いたしま

す。

◎議案第１５号 議案第１６号 議案第１７号

議案第１８号 議案第１９号

〇議長（堀内哲夫） 日程第３、予算特別委員会

委員長報告について議題といたします。

お諮りいたします。予算特別委員会に付託いた

しました議案第15号から議案第19号までについて

は、一括して予算特別委員長より審査結果の報告

を願い、その後議案ごとに討論、採決を行ってま

いりたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、予算特別委員会に付託いたしまし

た議案について、その審査結果を委員長より一括

報告することに決定いたしました。

数馬予算特別委員長、ご登壇の上、審査結果の

報告をお願いいたします。

〇予算特別委員長（数馬 尚） それでは、予算

特別委員会の審査報告を申し上げます。

本特別委員会に付託になりました議案第15号

平成26年度上砂川町一般会計予算ほか特別会計４

件について、３月14日、17日の２日間にわたり慎
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重なる審査を行った結果、報告書のとおり決定を

得ましたので、会議規則第76条の規定により報告

いたします。

なお、審査の経過及び質疑の内容等につきまし

ては、全員による審査をいたしておりますので、

省略させていただきます。

初めに、議案第15号 平成26年度上砂川町一般

会計予算でありますが、討論、採決の結果、原案

可決すべきものと決定いたしました。

次に、特別会計について報告いたします。議案

第16号 平成26年度上砂川町国民健康保険特別会

計（事業勘定）予算から議案第19号 平成26年度

上砂川町水道事業会計予算まで４件の特別会計予

算について、それぞれ討論、採決の結果、原案可

決すべきものと決定しました。

以上のとおり、全案件について全会一致をもっ

て原案可決されましたことをご報告申し上げま

す。

〇議長（堀内哲夫） 以上で予算特別委員長の報

告を終わります。

お諮りいたします。付託されました各議案につ

きましては、特別委員会において十分審議がなさ

れておりますので、質疑を省略して直ちに討論、

採決に入りたいと思います。ご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

それでは、順次討論、採決を行ってまいります。

議案第15号 平成26年度上砂川町一般会計予算

について討論を受けます。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第15号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第15号 平成26年度上砂川町

一般会計予算は、委員長報告のとおり可決いたし

ました。

議案第16号 平成26年度上砂川町国民健康保険

特別会計（事業勘定）予算について討論を受けま

す。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第16号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第16号 平成26年度上砂川町

国民健康保険特別会計（事業勘定）予算は、委員

長報告のとおり可決いたしました。

議案第17号 平成26年度上砂川町後期高齢者医

療特別会計予算について討論を受けます。討論ご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第17号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第17号 平成26年度上砂川町

後期高齢者医療特別会計予算は、委員長報告のと

おり可決いたしました。

議案第18号 平成26年度上砂川町下水道事業特

別会計予算について討論を受けます。討論ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第18号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき
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ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第18号 平成26年度上砂川町

下水道事業特別会計予算は、委員長報告のとおり

可決いたしました。

議案第19号 平成26年度上砂川町水道事業会計

予算について討論を受けます。討論ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第19号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第19号 平成26年度上砂川町

水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決い

たしました。

◎調査第１号

〇議長（堀内哲夫） 日程第４、調査第１号 所

管事務調査について議題といたします。

お手元に配付してありますように、議会運営委

員長から、会議規則第74条の規定により閉会中の

継続調査についての申し出がありましたので、委

員長の申し出のとおりこれを許可してまいりたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、本件は委員長の申し出のとおり許可す

ることに決定いたしました。

◎追加日程について

〇議長（堀内哲夫） ただいま議長の手元に意見

書案４件が所定の手続を経て提出されております

ので、これを追加日程のとおり追加し、議題に付

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎意見書案第１号

〇議長（堀内哲夫） 日程第５、意見書案第１号

通学中の子どもたちの安全確保を求める意見書

を議題といたします。

８番、大内副議長、ご登壇の上ご発言願います。

〇８番（大内兆春） 通学中の子どもたちの安全

確保を求める意見書（案）。

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 大 内 兆 春

賛成議員 横 溝 一 成 髙 橋 成 和

本文に入ります。

意見書案第１号

通学中の子どもたちの安全

確保を求める意見書（案）

通学中の子どもたちが巻き込まれる交通事故や

危険にさらされる事案が相次いで発生しており、

従来の交通安全対策には限界があると言わざるを

得ません。

国は一昨年、全国で通学路の緊急点検を行い、

通学路にある危険な場所は７万箇所に上ることを

明らかにしましたが、いまだに安全対策が確立し

ていない地域も少なくありません。かけがえのな

い子どもたちの命と安全を守るため、国や地域レ

ベルの関係機関が連携体制を強化することはもと

より、通学中の子どもたちが巻き込まれる交通事

故を防止し、一刻も早く安全に通学することがで

きる環境を整備していく必要があることは明白で
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す。

よって、国の責任において安全な通学路を整備

するための予算確保及び子どもたちが安全に安心

して通学することができる環境の整備に向けた法

律の制定を強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、文部科学大臣、国土交通大臣。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で本件に対する説明を

終わります。

引き続き質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号 通学中の子どもたち

の安全確保を求める意見書は、原案のとおり決定

いたしました。

◎意見書案第２号

〇議長（堀内哲夫） 日程第６、意見書案第２号

取調べ可視化の法制化を求める意見書を議題と

いたします。

８番、大内副議長、ご登壇の上ご発言願います。

〇８番（大内兆春） 取調べ可視化の法制化を求

める意見書（案）。

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 大 内 兆 春

賛成議員 数 馬 尚 斎 藤 勝 男

本文に入ります。

意見書案第２号

取調べ可視化の法制化を求める意見書（案）

密室での被疑者取調べでは、威迫的あるいは誘

導的な取調べを受けて真実と異なる供述がなされ

る場合もあり、いわゆる「厚生労働省元局長無罪

事件」や「足利事件」などの無罪事件、冤罪事件

が続出しています。こうした事態を防止し、適正

な取調べを担保するため、可視化は大きな意味を

持ちます。

平成20年10月には、国連の自由権規約委員会が

日本政府に対して、虚偽の自白を防止し、被疑者

の権利を確保するため、取調べの全過程について

体系的に録音・録画すべきとする最終見解を採択

しました。取調べの可視化は国際的な要請でもあ

ります。また、公判において、供述調書の任意性

・信頼性がしばしば大きな争点となり、裁判長期

化の原因にもなってきました。

平成23年から可視化の試行が拡大され、取調べ

の可視化が一定程度進捗していることは評価でき

ますが、現時点では明確な規定のない中での運用

レベルにおける試行にとどまっています。取調ベ

における可視化は、無実の者を誤って処罰するこ

とほど重大な不正義はないとの刑事訴訟の要請に

合致するとともに、強大な権力である検察・警察

権の行使を適正化するために必要な制度改革であ

ると考えます。

よって、国会及び政府に対し、現在法制審議会

において議論されている刑事司法制度のあり方に

ついての答申を踏まえ、被疑者の取調べ等につい

て録音、録画を義務付ける制度の導入及び証拠開

示の円滑で適正な手続の確保を図る刑事訴訟法の

改正を早急に行うことを強く要望します。
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以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、法務大臣、国家公安委員長。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で本件に対する説明を

終わります。

引き続き質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第２号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第２号 取調べ可視化の法制

化を求める意見書は、原案のとおり決定いたしま

した。

◎意見書案第３号

〇議長（堀内哲夫） 日程第７、意見書案第３号

食の安全・安心の確立を求める意見書を議題と

いたします。

４番、斎藤議員、ご登壇の上ご発言願います。

〇４番（斎藤勝男） 食の安全・安心の確立を求

める意見書（案）。

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 斎 藤 勝 男

賛成議員 吉 川 洋 伊 藤 充 章

本文に入ります。

意見書案第３号

食の安全・安心の確立を求める意見書（案）

昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニ

ューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次い

だことから、政府は昨年12月９日に食品表示等問

題関係府省庁等会議において、食品表示の適正化

のため緊急に講ずべき必要な対策を取りまとめま

した。

具体的には、農林水産省の食品表示Ｇメン等を

活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示

法のガイドラインの作成を通じた食品表示メール

の遵守徹底など当面の対策が盛り込まれ、現在実

施に移されています。また、このほか事業者の表

示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の

強化などを柱とする抜本的な対策が明記され、こ

れらの対策を法制化する景品表示法等改正案が近

く国会に提出される運びとなっています。

こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国

内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生す

る飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中

毒事件を受け、消費者からは関係事業者等におけ

る食品製造や調理過程における安全管理や衛生管

理体制の一層の強化を求める声が少なくありませ

ん。

よって、国においては、こうした現状を踏まえ、

下記の事項について適切な措置を講じ、食品に係

る安全性の一層の確保に努めるよう強く要望しま

す。

記

１．食品表示等の適正化を図る景品表示法等改

正案の早期成立・施行を期すこと。

２．本改正案等に基づく対策の推進にあたり、

政府及び地方公共団体において、消費者庁

を中心とした十分な体制を確立するととも

に、そのための必要な予算措置を講ずるこ

と。

３．一層の食の安全と安心を図るため、係る法
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令の改正も視野に総合的かつ具体的な検討

を行うとともに関係事業者等の果たすべき

責任を明確に定めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国

土交通大臣、内閣府特命担当大臣。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で本件に対する説明を

終わります。

引き続き質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第３号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第３号 食の安全・安心の確

立を求める意見書は、原案のとおり決定いたしま

した。

◎意見書案第４号

〇議長（堀内哲夫） 日程第８、意見書案第４号

特定秘密保護法の廃止を求める意見書を議題と

いたします。

５番、数馬議員、ご登壇の上ご発言願います。

〇５番（数馬 尚） 特定秘密保護法の廃止を求

める意見書（案）。

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 数 馬 尚

賛成議員 大 内 兆 春 川 岸 清 彦

本文に入ります。

意見書案第４号

特定秘密保護法の廃止を求める意見書（案）

国民の大半は、特定秘密保護法案が国民主権と

深く関わることから、慎重審議や反対を求めてい

たにもかかわらず、安倍政権は数の力を背景に強

行採決するという暴挙に出ました。こうした政府

の国民を軽視する姿勢や法律に対する疑念も払拭

されていないことから批判も高まり、各層・各地

域から廃止を求める声が相次いでいます。

特定秘密保護法案は当初より、「行政機関の長」

の判断で恣意的に「秘密」と指定でき、公務員が

秘密を漏洩した場合は最高で懲役10年とし、民間

人も罰則の対象とするなど、国民の知る権利や言

論や表現、報道の自由が侵害される危険性が指摘

されていました。

国会での審議が進むにつれて、修正や訂正が繰

り返し行われても特定秘密の基準が極めて曖昧

で、期間も最長60年として例外を設けるなど、行

政機関の判断で国民の共有財産である情報が永久

に隠匿される可能性も明らかとなりました。罰則

の範囲も、秘密の漏洩にとどまらず、取得行為、

それらの未遂、教唆、扇動、共謀、過失による漏

洩まで対象とするなど、社会全体を萎縮させ、監

視国家となる恐れも生じてきています。

第三者機関の設置についても、「独立した公正

な立場で検証、監察できる新たな機関の設置を検

討する」として、国会答弁のなかでは内閣府に保

全監視委員会や独立公文書管理監を設置するとし

ましたが、あくまでも内部機関であり、チェック

機関としての機能は疑わしいものがあります。ま

た、閣僚を指揮・監督する首相が第三者的に関与

するなど、特定秘密への拡大解釈の疑念は、深ま

るばかりです。
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特定秘密の取り扱い業務を行う者に対する適正

評価についても、本人や家族のプライバシーに関

することにまで及ぶなど、人権侵害さえ危ぶまれ

ます。また、国会への特定秘密の提供の是非は政

府が判断するとされており、国会による「国政審

査権」が十分に機能しない可能性もあり、三権分

立さえも脅かす恐れもあります。

このように特定秘密保護法は、人権を抑圧し、

国家秘密を優先するなど国民の権利を保障し、国

家権力を抑制するという立憲主義や民主主義を根

底から覆す悪法であり、暗澹たる社会に導くもの

で、決して認めるわけにはいきません。強行採決

直後の道内報道機関の世論調査でも、反対・慎重

審議を含めると９割にも達し、いかに本法律が国

民に支持されていないかが明確です。したがって、

衆参両議院での強行採決に抗議するとともに、国

民の暮らし・基本的人権・国民主権・平和主義を

守るためにも、政府は国民の声を真摯に受け止め、

「特定秘密保護法」を廃止することを強く求めま

す。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成26年３月18日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、防衛大臣。

以上であります。

〇議長（堀内哲夫） 以上で本件に対する説明を

終わります。

引き続き質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第４号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第４号 特定秘密保護法の廃

止を求める意見書は、原案のとおり決定いたしま

した。

◎閉会の宣告

〇議長（堀内哲夫） 本定例会に付議されました

案件につきましては、全て終了いたしました。

したがって、平成26年第１回上砂川町議会定例

会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（閉会 午前１０時３９分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 斎 藤 勝 男

署 名 議 員 数 馬 尚
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平成２６年第１回定例会予算特別委員会会議録（第１号）

３月１４日（金曜日）午前１０時００分 開 会

午後 １時４５分 散 会

〇議事日程 第１号

委員長挨拶

町長挨拶

予算特別委員会の日程について

予算審査の方法について

予算審査資料の提出について

その他

議案第１５号 平成２６年度上砂川町一般会

計予算

◎委員長挨拶

〇委員長（数馬 尚） おはようございます。開

会に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。

11日の定例会本会議におきまして予算特別委員

会が設置され、私が委員長に指名されました。委

員各位のご協力をいただきながら本特別委員会を

進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。

予算特別委員会に付託されました案件は、平成

26年度一般会計予算及び４本の特別会計予算で、

一般会計が24億5,970万円、特別会計を合わせま

すと31億3,192万5,000円となり、前年度と比較し

ますと３億4,170万7,000円減の予算となっていま

す。本年は町長選挙がとり行われる関係上、骨格

予算とされているようで、義務的経費や経常経費、

継続事業が中心の予算編成かと思われますが、一

部には新規事業や継続事業の中にも重要な施策が

ございますことから、本特別委員会といたしまし

てもそのあたりを踏まえ、十分な論議を重ねてい

ただき、効率的に議事を取り進めてまいりたいと

考えております。

以上、大変簡単ではございますが、委員各位の

ご協力を重ねてお願い申し上げまして、開会に当

たってのご挨拶といたします。

◎開会の宣告

〇委員長（数馬 尚） ただいまの出席委員は８

名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立いたしました。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇委員長（数馬 尚） 直ちに会議を開きます。

◎町長挨拶

〇委員長（数馬 尚） ここで貝田町長からご挨

拶をいただきます。

〇町長（貝田喜雄） みなさん、おはようござい

ます。委員長よりご指示がありましたので、予算

特別委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶さ

せていただきます。

本日より２日間で平成26年度の町づくりに向け

た各施策や具体的事業を盛り込みました一般会計

予算を初め４つの特別会計のご審議をいただくと

ころでございますが、委員の皆さんの活発なご審

議をお願い申し上げる次第でございます。

平成26年度の予算編成に当たりましては、予算

の大綱でも触れさせていただきましたが、４月に

町長選挙が行われることから骨格予算としたとこ

ろであり、義務的経費や経常経費及び継続事業を

中心に予算計上したところであります。本町の財

政状況は、地域経済の低迷や人口の流出により税

収等の減少が著しく、地方交付税に大きく依存す

る脆弱な財政基盤にありますが、行政最大の課題

であります人口減少対策や少子高齢化問題に対応

すべく、昨年同様求められます制度、施策につい
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て予算計上したところであります。

平成26年度一般会計予算は24億6,000万円の予

算規模となりまして、特別会計の６億7,000万と

合わせ、総額31億3,000万円強で、町民センター、

体育センター耐震化、大規模改修事業の終了と土

地取得事業会計の公債費の繰上償還による償還終

了により会計を廃止したことによりまして、前年

度対比で9.8％の減となったところでございます。

さきにも述べましたが、今年度は４月に町長選挙

を控えておりますので、当初予算にありましては

骨格予算となりますが、新しい執行体制のもと、

６月定例会に向け、町民の皆様や各団体の要望等

も拝聴し、優先すべき課題とあわせ、新たな視点

による町づくりの実現がなされるよう引き継いで

まいりたいと考えているところであります。今後

におきましても多くの課題を抱えての行政運営と

なりますが、町民の皆さんが安心して生き生きと

暮らせる町づくりに向け、議員各位のご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、開会に当たっ

てのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。

◎予算特別委員会の日程について

〇委員長（数馬 尚） それでは、これより議事

に入ります。

議題の１、予算特別委員会の日程について中島

議会事務局長から説明いたします。

〇事務局長（中島隆行） それでは、お手元に配

付の審査日程表に基づきまして説明させていただ

きます。

予算特別委員会次第書の裏面をごらんいただき

たいと存じます。審査日程は、本日14日と17日の

２日間を予定しております。本日は、審査方法、

資料提出要求などについて協議していただき、そ

の後平成26年度一般会計予算から審査をいたしま

す。初めに歳出を審査していただき、その後歳入

の順で審査を進めてまいります。予定といたしま

しては、本日で一般会計の審査を全て終え、17日

は国保、後期高齢、下水道の各特別会計と水道事

業会計について審査をしていただきたいと思いま

す。以上２日間の日程で付託となりました案件に

ついて審査を進めてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

〇委員長（数馬 尚） ただいまの説明に対し質

疑、ご意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、日程

については説明どおりといたします。

なお、委員会開催の通知は改めていたしません

ので、お間違いのないようにご参集願いたいと思

います。

◎予算審査の方法について

〇委員長（数馬 尚） 議題の２、予算審査の方

法について中島議会事務局長から説明いたしま

す。

〇事務局長（中島隆行） 予算審査の方法につい

て説明いたします。

３月11日の本会議において提案理由、予算の大

綱、内容説明がありましたので、本委員会では歳

入歳出予算事項別明細書によりまして各款ごとに

担当課長から内容の説明をしていただくことにな

ります。

説明手順は、本年度予算額、前年度比較、財源

内訳を説明し、引き続き節の内容説明に入ります

が、時間の都合上、経常的な経費や前年度と比較

して多少の増減の場合については説明を省略し、

前年度に比べて大きく変わったところ、あるいは

制度、施策の見直し、重要な継続事業等について

説明していただきます。質疑については、款の説

明が終了した後、原則的に目ごとに行うこととい

たしますが、場合によっては一括して行うことも

ございます。また、討論、採決につきましては、

議案ごとに行うことといたします。

なお、説明員の出席でございますが、一般会計
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につきましては全課長の出席をお願いいたしま

す。特別会計につきましては全課長、担当係長な

どが出席し、対応していただくことといたします

ので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇委員長（数馬 尚） ただいまの説明に対し質

疑、ご意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、審査

方法については説明どおり進めてまいります。

◎予算審査資料の提出について

〇委員長（数馬 尚） 議題の３、予算審査資料

の提出について、何か必要な資料がございました

ら発言願いたいと思います。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

◎その他

〇委員長（数馬 尚） 議題の４、その他ですが、

委員のほうから何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

◎議案第１５号

〇委員長（数馬 尚） それでは、ただいまから

付託案件の審査に入ります。

議案第15号 平成26年度上砂川町一般会計予算

について議題といたします。

歳出から審議に入ります。１款議会費から審査

いたします。内容の説明を求めます。中島議会事

務局長。

〇事務局長（中島隆行） 議会費についてご説明

をいたします。

予算書の28ページをお開き願います。１項議会

費、１目議会費、本年度予算額4,231万7,000円、

前年度比較73万2,000円の減で、財源は全て一般

財源でございます。主な内容は、４節共済費、本

年度予算額1,040万円、前年度比較17万5,000円の

増で、議員共済組合の公費負担金の負担率の改定

によるものでございます。９節旅費、本年度予算

額69万5,000円、前年度比較で94万5,000円の減と

なっております。道外政務調査が本年行われない

ことによるものでございます。そのほかについて

は、昨年とほぼ同額で経常経費でございますので、

説明を省略させていただきます。

以上でございます。

〇委員長（数馬 尚） 議会費の説明が終わりま

したので、質疑に入ります。質疑のある方は発言

願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、１款

議会費の質疑を打ち切ります。

２款総務費に入ります。総務費については、米

田総務課長、飯山企画振興課長、渡辺住民課長、

前田教育次長、永井税務出納課長、中島監査事務

局長に順次説明を求めてまいります。内容の説明

を求めます。初めに、米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、総務費のう

ち総務課が所管いたします予算につきましてご説

明申し上げます。

30ページでございます。２款総務費、１項総務

管理費、１目一般管理費、本年度予算額3,996万9,

000円、前年度比較で151万3,000円の増で、財源

は全て一般財源でございます。本目は、町行政全

般の管理経費を計上するものでございます。主な

増減につきまして説明いたします。４節共済費で

ございますが、本年度予算額582万2,000円、前年

度比較で37万円の増となっております。嘱託、臨

時職員に係ります厚生年金等の保険料率の増によ

るものでございます。11節需用費でございますが、

本年度予算額1,099万円、前年度比較で108万円の

増でございます。消費税の増税や電気料、また燃

料費の値上げに伴います役場庁舎の管理経費の増
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によるものでございます。以降、12節役務費から

次ページの27節公課費までは、前年度と比較しま

して大きな増減はございませんので、説明を省略

させていただきます。

次に、３目財政管理費、本年度予算額20万3,00

0円、前年度比較で4,000円の増で、本目は予算書、

決算書の作成経費のほか、起債管理に係ります経

費を計上しております。

４目会計管理費、本年度予算額90万6,000円、

前年度比較で14万9,000円の減、財源は全て一般

財源でございます。本目は、出納業務に係ります

経費を計上するものでございます。11節需用費で

ございますが、本年度予算額７万6,000円、前年

度比較で12万9,000円の減となっております。町

の収入証紙等の印刷費の減によるものでございま

す。

５目財産管理費、本年度予算額1,903万8,000円、

前年度比較で620万1,000円の減で、財源内訳はそ

の他特定財源が1,432万3,000円、一般財源が471

万5,000円となっております。本目は町有財産の

管理経費を計上するもので、11節需用費におきま

しては、前年度同様職員住宅の修繕につきまして

地区ごとに建設年次の古い住宅から順次修繕を行

っており、昨年度において東鶉５町内６棟12戸の

水洗化と屋根のふきかえ１棟、塗装４棟を終え、

本年度においては東鶉５町内と中央の２棟６戸の

水洗化と鶉若葉台教職員住宅１棟２戸の屋根のふ

きかえ及び東鶉と鶉本町３棟８戸の屋根の塗装を

計画しております。また、前年度本目に計上して

おりました土地取得事業特別会計繰出金は、会計

の廃止により皆減となっております。

６目企画費、本年度予算額268万7,000円、前年

度比較で28万2,000円の減、財源は全額一般財源

でございます。本目のうち、防災対策に係ります

予算について説明させていただきます。11節需用

費、本年度予算額10万円、前年度比較で75万円の

減、次ページへ参りまして、18節備品購入費、本

年度予算額130万円、前年度比較で40万円の増と

なっており、いずれも災害備蓄品の整備に係る予

算で、本町ではこれまで避難所での避難生活を想

定した上で、毛布やアルミマット、また飲料水な

どの備蓄を行ってまいりました。本年度におきま

しては、改修を終えました体育センターを拠点避

難所と位置づけた上で、冬期間の災害に備えまし

て大型のオイルヒーターや発電機などの整備を計

画しております。

次に、７目公平委員会費でございます。本年度

予算額7,000円、前年度同額で、財源は全て一般

財源でございます。公平委員３人分の報酬でござ

います。

35ページの９目諸費でございます。本年度予算

額219万6,000円、前年度同額で、財源は全額一般

財源でございます。本目は、表彰の関係予算や弔

慰金、また会議来客用など、他の費目に属さない

予算を計上しているものでございます。

続きまして、39ページをお開きください。下段

にございます選挙費でございます。１目選挙管理

委員会費、本年度予算額14万6,000円、前年度比

較で1,000円の増。

次ページへ参りまして、２目選挙啓発費、本年

度予算額9,000円、前年度同額でございます。

３目町長選挙費、本年度予算額308万9,000円、

財源は全額一般財源でございます。本年４月22日

に任期満了を迎えます上砂川町長選挙の執行に要

します投開票事務の執行経費を計上するものでご

ざいます。

41ページへ参りまして、昨年度計上しておりま

した参議院議員選挙費につきましては廃目として

ございます。

以上で２款総務費にかかわります総務課所管の

予算の説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、飯山企画振

興課長。

〇企画振興課長（飯山重信） それでは、２款総

務費のうち企画振興課所管事項についてご説明い

たします。
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32ページにお戻りください。１項総務管理費、

２目文書広報費、本年度予算額504万4,000円で、

前年度比較15万4,000円の増額で、財源内訳はそ

の他特定財源20万円、一般財源484万4,000円でご

ざいます。所管事項として、町が発行する広報経

費でございまして、11節需用費の印刷製本費、町

広報用でありますが、消費税増税分や広報作成ソ

フト更新により、前年度比較で11万2,000円増の

本年度予算149万円を計上したところでございま

す。

次に、36ページをお開き願います。11目地域振

興費でございますが、本年度予算563万7,000円で、

前年度比較５万7,000円の増額で、財源内訳につ

きましては起債160万円、その他特定財源60万円、

残り343万7,000円は一般財源でございます。この

地域振興費につきましては、水源公園維持管理経

費、ふるさと会関連経費、テレビ中継局経費など

にかかわるものでございます。37ページをお開き

願います。12節役務費につきましては、本年度テ

レビ中継局再免許申請がないことから、前年度よ

り３万円減額の１万7,000円の予算計上でござい

ます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、本年度276万円で、前年度比較10万円の増額

となっております。例年の助成を行っている事業

のほか、新規事業の展開も想定されていることか

ら、元気・潤いタウン推進事業助成金を本年度10

万円増額し、60万円を予算計上したところでござ

います。その他につきましては、前年度とほぼ同

様の内容につき、説明は省略させていただきます。

41ページをお開き願います。５項統計調査費、

１目諸統計調査費でございますが、本年度予算額

52万円で、前年度と比較して19万円の増額となっ

ており、財源内訳は国・道支出金51万8,000円、

残り2,000円は一般財源でございます。１節報酬

でございますが、本年度35万2,000円で、前年度

比較で11万5,000円の増額で、これは本年度経済

センサス、商業統計調査が実施されるため、調査

員等の報酬を計上したところであります。その他

につきましては、各種調査に係る経費を計上した

ところであり、内容については省略させていただ

きます。

以上、２款総務費のうち企画振興課所管事項に

ついて説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 次、渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） ２款総務費のうち住民

課が所管します事項についてご説明をいたしま

す。

予算書34ページをお開き願います。８目交通安

全対策費、本年度予算額598万円、前年度比較57

万7,000円の増で、財源内訳は全て一般財源でご

ざいます。本目は、交通安全指導員８名、婦人交

通指導員３名、交通安全推進員１名に係る経費及

び交通安全指導車等に係る経費を計上しておりま

す。７節賃金249万2,000円、前年度対比56万円の

増につきましては、交通安全推進員の新規採用者

によるものでございます。その他は、ほぼ前年度

同額内容につき、内容の説明は省略させていただ

きます。

次に、38ページをお開き願います。３項戸籍住

民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度

予算額1,254万3,000円の計上で、前年度比較3,81

7万3,000円の減、財源内訳につきましては国・道

支出金554万円、その他特定財源208万5,000円、

一般財源491万8,000円でございます。13節委託料

は856万5,000円の計上で、前年度対比3,941万9,0

00円減でございますが、前年度戸籍等の事務の共

同システム運用で電算化に要した整備費用として

4,727万3,000円が減額となり、本年度は住民基本

台帳ネットワークシステムの更新費用といたしま

して231万5,600円の計上をしております。そのほ

か、戸籍システム導入業務費として社会保障・税

番号制度導入に係る住基システムの改修費用540

万円を計上しております。

資料ナンバー２をごらんいただきたいと思いま

す。資料ナンバー２の社会保障・税番号制度導入

に係るシステム改修についてご参照いただきたい
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と存じます。番号制度は、複数の機関に存在する

個人の情報を同一人の情報であるということの確

認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の

効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高

い公平、公正な社会を実現するための社会基盤整

備を目的としています。平成27年10月からは、住

民基本台帳に記録される方全員に番号の付番、通

知がなされ、平成28年１月からは申請により個人

番号カードを発行します。個人番号カードには顔

写真及びＩＣチップが登載され、公的な身分証明

書として利用できるほか、平成29年からは国、地

方公共団体の情報連携も開始され、カードの提示

により各種申請手続の簡素化、迅速化が図られる

ものであり、平成27年度までに個人番号を利用す

る各事務処理システムの改修及び情報連携システ

ムの整備を行うものです。

事業計画につきましては、国への申請事務のス

ケジュールに合わせ、本年度の当初予算で住民基

本台帳システムの改修540万円を計上し、国民年

金システムや税システム等の改修につきましては

今後の補正予算等で予算を計上し、各種のシステ

ム改修を図ってまいります。いずれも国の財源の

補助率は10分の10、または３分の２の補助で、残

りの３分の１についても交付税で措置される予定

となっております。本年度の予算は、国庫補助金

として住民基本台帳システムの改修経費540万円

を全額見込んでおります。

予算書へ戻ります。39ページでございます。19

節負担金、補助及び交付金244万1,000円の計上で、

前年度対比81万2,000円の増は、中空知広域圏戸

籍システム共同運用協議会負担金でございます。

そのほかは、前年度とほぼ同額の予算計上ですの

で、内容の説明は省略させていただきます。

以上で２款総務費のうち住民課所管事項につい

て説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、前田教育次

長、お願いします。

〇教育次長（前田 厚） それでは、教育委員会

が所管いたします総務費関係についてご説明申し

上げます。

35ページをお開き願います。10目町民センター

管理費でございますが、町民センターにつきまし

ては体育センターとともに耐震補強及び大規模改

修工事が終了し、３月１日より再オープンしてい

るところでございます。本目の本年度予算額1,80

4万4,000円、前年度と比較いたしまして３億1,26

9万6,000円の減額となっております。財源内訳は、

その他特定財源が30万円、一般財源が1,774万4,0

00円でございます。主な項目についてご説明いた

します。７節賃金でございますが、本年度新規計

上するもので、予算額119万7,000円となっており

ますが、公民館から町民センターに移設いたしま

した図書室運営に係る臨時司書の賃金でございま

して、公民館費より移したものでございます。11

節需用費、本年度予算額700万円、前年度対比84

万円の増となっておりますが、消耗品費14万円の

増は新設されました図書室及び調理室に係る消耗

品費の増によるもので、燃料費70万円の増は単価

の増によるものでございます。36ページをお開き

願います。12節役務費、本年度予算額29万5,000

円、前年度対比７万8,000円の増は、図書室業務

に係る電話、ファクス等の使用料によるものであ

ります。13節委託料、本年度予算額748万7,000円、

前年度対比115万2,000円の増は、清掃業務及びボ

イラー管理業務等の増で雇用者の処遇改善のため

の賃金単価アップ分で、電気保安業務の増はトラ

ンスの容量増加による点検料アップによるもの

で、他の項目の増は消費税アップ分でございます。

18節備品購入費、本年度予算額205万円、前年度

対比95万円の減となっておりますが、町民センタ

ー大規模改修事業に伴う備品購入費の減によるも

のでございます。本目には、昨年度15節工事請負

費に町民センター、体育センターの耐震補強、大

規模改修事業経費として３億1,500万円が計上さ

れておりましたが、今年度皆減となっております。

以上で２款総務費に係る教育委員会所管部分の
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説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、永井税務出

納課長。

〇税務出納課長（永井孝一） それでは、総務費

のうち所管する税務出納課分についてご説明させ

ていただきます。

37ページの下段をごらんください。２項徴税費、

１目税務総務費、本年度予算額12万7,000円、前

年度対比１万円の増となっております。財源内訳

は、全て一般財源であります。主に固定資産評価

委員会に係る経費を計上しており、11節需用費７

万円は来年度固定資産の評価がえに伴う必要書籍

の購入で１万円の増となっております。そのほか

につきましては、前年度同額のため、内容の説明

は省略させていただきます。

次に、38ページをお開き願います。２目賦課徴

収費、本年度予算額465万5,000円、前年度対比23

4万2,000円の減額となっております。財源内訳は、

国・道支出金が389万5,000円、一般財源が76万円

であります。主な増減内容につきまして説明させ

ていただきます。７節賃金、本年度予算額11万4,

000円、前年度対比2,000円の増は、確定申告時の

臨時筆耕雇用分で、単価上昇による計上でござい

ます。11節需用費、本年度予算額45万円、前年度

対比３万円の減は、徴収用車両が本年度車検がな

いため、修繕料を減額して計上しております。13

節委託料、本年度予算額370万3,000円、前年度対

比227万4,000円の減は、昨年度国税連携システム

を導入し、既存システムの改修を行ったことによ

る改修経費の減額が主な理由であります。そのほ

かにつきましては、前年度同額のため、説明は省

略させていただきます。

以上で税務出納課が所管いたします関係予算の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、中島監査事

務局長。

〇監査事務局長（中島隆行） それでは、監査委

員費についてご説明をいたします。

41ページをお開きください。６項監査委員費、

１目監査委員費、本年度予算額106万2,000円、前

年度比較1,000円の増で、全て一般財源でござい

ます。１節報酬から19節負担金、補助及び交付金

までは、監査業務に係ります経常経費でございま

す。

以上でございます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で２款総務費の説明

が終わりました。

これより質疑に入りますが、目ごとに質疑を受

けてまいります。

１項総務管理費、１目一般管理費について質疑

を受けます。質疑のある方はご発言願います。ご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２目文書広報費、３目財政管理費、４目会

計管理費、５目財産管理費、６目企画費について

一括質疑を受けます。質疑のある方はご発言願い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、７目公平委員会費、８目交通安全対策費、

９目諸費、10目町民センター管理費について質疑

を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、11目地域振興費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２項徴税費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、３項戸籍住民基本台帳費全般について質疑

を受けます。質疑のある方はご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、４項選挙費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、５項統計調査費、６項監査委員費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で２款総務費について質疑を打ち切りま

す。

次、３款民生費に入ります。民生費については、

西村福祉課長、渡辺住民課長に順次説明を求めて

まいります。初めに、西村福祉課長。

〇福祉課長（西村英世） それでは、民生費のう

ち福祉課が所管いたします予算につきまして、主

な増減を中心に説明申し上げます。

予算書44ページをお開き願います。３款民生費、

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予

算額２億9,933万6,000円、前年度比較で1,572万6,

000円の増、財源内訳は国・道支出金１億8,194万

7,000円、起債1,030万円、その他特定財源341万8,

000円、一般財源１億367万1,000円でございます。

８節報償費1,059万円の計上でございますが、前

年度比較で23万円の減となっております。全世帯

配布入浴券につきまして、配布世帯数の減少によ

り23万円の減となるものでございます。45ページ

の19節負担金、補助及び交付金でございますが、

581万3,000円の計上で、前年度比較88万8,000円

の減となっております。社会福祉協議会補助金に

おきまして前年度より62万9,000円減の250万円を

計上しております。この補助金は、協議会事務局

書記の人件費を補助するものでございますが、書

記の定年退職に伴いまして、公的年金の支給年齢

に達するまでの間、町職員の再任用制度に準じて

給料額を新たにして再雇用することから、減額と

なるものでございます。20節扶助費でございます

が、２億2,790万円の計上で、前年度比較で914万

4,000円の増となっております。障害者自立支援

費におきまして、利用者の増加等による介護給付

費の増によるものでございます。

次に、46ページでございますが、２目老人福祉

費、本年度予算額862万1,000円、前年度比較26万

1,000円の減、財源内訳は国・道支出金30万5,000

円、起債360万円、一般財源471万6,000円でござ

います。本目は、主に高齢者福祉に関する経費を

計上しております。８節報償費は600万円の計上

で、前年度比較22万円の減となっております。長

寿祝品贈呈事業におきまして、100歳対象者数の

減少等による減でございます。

次に、47ページの３目社会福祉施設費、本年度

予算額782万1,000円、前年度比較で106万4,000円

の増で、財源は全て一般財源でございます。本目

は、東山高齢者住宅、中央集会所、各町生活館に

係る経費を計上しております。11節需用費161万5,

000円の計上で、前年度比較105万7,000円の増と

なっており、消耗品費で中央集会所のカーテン取

りかえ、下鶉及び鶉若葉生活館老人室のカーペッ

ト取りかえによる増、また修繕料におきましては

朝駒及び緑が丘集会所の玄関ドア等の修繕を行う

ものでございます。

次に、４目複合施設費でございますが、本年度

予算額366万7,000円、前年度比較で15万2,000円

の増で、財源は全て一般財源でございます。本目

は、東鶉児童館と中央ふれあいセンターに係る経

費を計上しております。児童館運営に係る児童厚

生員賃金やふれあいセンターの自治会への管理委

託経費が主なものでございます。11節需用費19万
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5,000円の計上で、前年度比較６万5,000円の増と

なっております。消耗品費におきまして児童館の

じゅうたん取りかえを行うものでございます。

48ページをお開き願います。６目地域包括支援

センター費、本年度予算額1,369万1,000円、前年

度比較で840万7,000円の増で、財源内訳はその他

特定財源1,218万1,000円、一般財源151万円でご

ざいます。前年度の当初予算におきましては地域

包括支援センターの運営を民間委託することとし

て委託料528万4,000円のみを計上しておりました

が、町の直営で引き続き運営することといたしま

したので、地域包括支援センターに係ります運営

費として職員２名分の給与及び臨時職員１名分の

賃金、車両維持費などの経費を計上するものでご

ざいます。

49ページ、７目介護予防費、本年度予算額503

万4,000円、前年度比較で20万4,000円の増で、財

源内訳はその他特定財源500万円、一般財源３万4,

000円でございます。本目は、空知中部広域連合

からの委託によります高齢者の介護予防に関する

各種事業経費を計上しております。事業実施に当

たっての臨時職員賃金や委託料が経費の主なもの

で、要介護になる可能性が高い高齢者の把握、閉

じこもり予防のための交流会や健康運動指導士に

よる体の機能訓練事業、高齢者の筋力維持や筋力

アップを目的とした百歳体操が主な事業でござい

ます。

50ページ、９目臨時福祉給付金給付事業費、本

年度予算額2,636万5,000円の計上で、財源内訳は

全て国・道支出金でございます。本年４月から消

費税率が８％に引き上げられるのに伴いまして、

所得の低い人への簡素な給付措置として実施され

ます臨時福祉給付金の支給に必要な予算を計上す

るものでございます。

資料ナンバー３をごらんいただきたいと思いま

す。臨時福祉給付金についてといった資料でござ

いますが、趣旨でございますが、消費税の引き上

げに際し、低所得者に対する適切な配慮を行うた

め、暫定的、臨時的な措置といたしまして給付金

を支給する事業でございます。実施主体は市町村

となりますが、給付に要する経費は国が負担をす

るものでございます。給付対象者につきましては、

基準日であります本年１月１日に本町に住民票が

あり、平成26年度分の町民税均等割が課税されな

い人でございますが、課税されている人に扶養さ

れている人や生保受給者は対象外となるものでご

ざいます。国から示されました前年度の課税状況

等を参考とした対象人数の試算によりまして、本

町の給付対象者を1,647人見込んでございます。

給付額につきましては、対象者１人当たり１万円

で、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金、

児童扶養手当などの受給者は１人当たり5,000円

が加算されるものです。申請期間は３カ月を基本

としておりますが、市町村の規模等により６カ月

まで可能とされております。申請方法は窓口申請

または郵送による申請とし、給付につきましては

原則として口座振り込みによるものでございま

す。予算につきましては、現段階で実施手法の詳

細が確定しておりませんが、歳出におきまして国

から示された事務費見込み額を現時点で想定され

る経費に計上するものでございます。臨時筆耕賃

金28万5,000円、印刷製本費等の需用費33万5,000

円、口座振り込み手数料等の役務費111万5,000円、

システム導入委託料59万2,000円、パソコン等の

借り上げ料14万3,000円を計上し、さらに負担金、

補助及び交付金におきまして加算額を含みました

1,647人分の給付金2,389万5,000円、合計で2,636

万5,000円を見込むものでございます。歳入につ

きましては、給付金2,389万5,000円と事務費247

万円の合計2,636万5,000円全額を国庫補助金にて

計上するものでございます。なお、事業の開始時

期につきましては、給付の対象要件として平成26

年度分の町民税均等割が課税されていないことが

条件になりますので、平成26年度分町民税の課税

状況が確定する６月中旬以降を予定しているもの

でございます。
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予算書の51ページにお戻り願います。児童福祉

費でございます。１目児童福祉総務費、本年度予

算額4,168万6,000円、前年度比較で345万9,000円

の減となっております。財源内訳は、国・道支出

金3,105万7,000円、起債110万円、その他特定財

源20万円、一般財源932万9,000円でございます。

本目は、子育て支援としての育児用品購入券贈呈

事業や保育園で実施のおひさまルーム事業、児童

手当、乳幼児医療及びひとり親家庭等医療費など

の経費を計上しております。８節報償費131万8,0

00円の計上で、前年度比較57万円の減となってお

ります。育児用品購入券贈呈事業につきまして、

対象者を12人分60万円減の22人分110万円を見込

むものでございます。次に、52ページでございま

すが、20節扶助費は3,936万7,000円の計上で、前

年度比較で294万円の減となっております。児童

手当3,458万円につきまして、支給対象となりま

す中学生までの子供数の減によりまして298万5,0

00円の減となるものでございます。

次に、２目保育所費でございます。本年度予算

額1,609万9,000円、前年度比較で18万8,000円の

減となります。財源内訳は、その他特定財源422

万7,000円、一般財源が1,187万2,000円でござい

ます。11節需用費644万8,000円の計上で、前年度

比較55万8,000円の減となっております。修繕料

におきまして、前年度実施いたしました給食室の

エアコン設置等修繕料の減によるものでございま

す。18節備品購入費20万円の計上で、前年度比較

10万円の増となっております。園児用椅子の更新

購入経費10万円を計上するものでございます。

３目子育て世帯臨時特例給付金給付事業費、本

年度予算額278万3,000円の計上で、財源内訳は全

て国・道支出金でございます。

資料ナンバー４をごらんいただきたいと思いま

す。子育て世帯臨時特例給付金についてといった

資料でございます。趣旨でございますが、消費税

の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和す

るとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観

点から、臨時的な措置として給付金を支給するも

のでございます。実施主体は市町村となりますが、

給付に要する経費は国が負担するものです。支給

対象者につきましては、基準日であります本年１

月１日における平成26年１月分の児童手当の受給

者であって、その前年の所得が児童手当の所得制

限額に満たないものとされております。支給対象

となる児童は、平成26年１月分の児童手当の対象

となる中学生以下の児童で、臨時福祉給付金の対

象者や生保受給者は対象外となるものです。国か

ら示されました前年度の状況等を参考とした対象

人数の試算方法によりまして、本町の対象児童数

を222人と見込むものでございます。給付額につ

きましては、対象児童１人当たり１万円で、支給

の手続は臨時福祉給付金と同様、窓口申請または

郵送による申請とし、受け取りは原則として口座

振り込みによるものです。また、公務員の児童手

当につきましては所属長から支給されております

が、この給付金につきまして市町村が一元的に支

給事務を行うこととされております。予算額でご

ざいますが、臨時福祉給付金同様に詳細が不確定

ではありますが、歳出におきまして国から示され

た事務費見込み額を現時点で想定される経費に計

上するものでございます。臨時筆耕賃金14万3,00

0円、印刷製本費等の需用費10万円、口座振り込

み手数料等の役務費10万円、システム導入委託料

22万円を計上し、さらに負担金、補助及び交付金

におきまして222人分の給付金222万円、合計で27

8万3,000円を見込むものでございます。歳入につ

きましては、給付金222万円と事務費56万3,000円

の合計278万3,000円全額を国庫補助金にて計上す

るものでございます。なお、給付金につきまして

は、さきに説明いたしました臨時福祉給付金の給

付費が優先され、重複して支給されないこととな

っております。また、申請や給付に当たりまして

は、臨時福祉給付金と関連性がありますことから、

一体的に進めていくことを予定しております。

予算書の53ページにお戻り願います。次に、３
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項生活保護費、１目生活保護総務費、本年度予算

額１万円、前年度同額、財源は全て一般財源でご

ざいます。

２目扶助費、本年度予算額29万円、前年度同額、

財源は全て一般財源でございます。生活困窮世帯

扶助の経費を計上しているものでございます。

次に、54ページでございます。４項災害救助費、

１目災害救助費、本年度予算額24万円、前年度同

額、財源は全て一般財源でございます。災害見舞

金の経費を計上しているものでございます。

以上で３款民生費に係ります福祉課所管予算の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、渡辺住民課

長。

〇住民課長（渡辺修一） ３款民生費のうち住民

課が所管します事項についてご説明いたします。

予算書は45ページでございます。１目社会福祉

総務費、20節扶助費のうち重度心身障害者医療費

につきましては、前年度実績を勘案し、135万5,0

00円増の999万5,000円を計上したところでござい

ます。46ページの28節繰出金4,372万6,000円につ

きましては、国民健康保険特別会計でご説明しま

す。

そのほかは、前年度とほぼ同額の予算の計上に

つき、内容の説明を省略をさせていただきます。

次に、48ページをお開き願います。５目介護保

険費、本年度予算額8,657万1,000円、前年度比較

532万4,000円の増で、財源内訳は全て一般財源で

ございます。19節負担金、補助及び交付金8,593

万円、前年度対比488万8,000円は、空知広域連合

負担金で、本年度空知中部広域連合では介護保険

システムの更新整備事業を行うこととしており、

平成26年度負担分として160万8,000円とその他デ

ータ抽出等の経費、職員人事異動等による人件費

の増分が増額となったものでございます。

次に、50ページをお開き願います。８目後期高

齢者医療費、本年度予算額8,445万6,000円、前年

度比較1,340万9,000円の減で、財源内訳につきま

しては国・道支出金1,477万4,000円、その他特定

財源56万5,000円、一般財源6,911万7,000円でご

ざいます。本目は、北海道後期高齢者医療広域連

合から受託しています後期高齢者健診に要する費

用と同連合への負担金並びに後期高齢者医療特別

会計への繰出金を計上しております。19節負担金、

補助及び交付金6,080万3,000円、前年度対比1,49

7万円の減につきましては、北海道後期高齢者連

合へ支出する入院等の療養給付費等の減によるも

のでございます。28節繰出金2,308万8,000円につ

きましては、後期高齢者医療特別会計にて説明を

させていただきます。そのほかの経費は、ほぼ前

年度と同額につき、説明を省略させていただきま

す。次に、52ページをお開き願いたいと思います。

20節扶助費の乳幼児医療費202万3,000円、ひとり

親家庭等医療費246万4,000円の計上は、前年度の

実績見込み額を勘案して計上しております。療育

医療費30万円は、平成25年度から北海道より療育

医療の給付事業が権限移譲されたものでございま

す。

以上で３款民生費のうち住民課が所管します事

項について説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で３款民生費の説明

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２目老人福祉費、３目社会福祉施設費、４

目複合施設費について質疑を受けます。質疑のあ

る方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、５目介護保険費、６目地域包括支援センタ

ー費、７目介護予防費、８目後期高齢者医療費、
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９目臨時福祉給付金事業費について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２項児童福祉費全般について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、３項生活保護費、４項災害救助費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で３款民生費について質疑を打ち切りま

す。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５６分

再開 午前１１時０５分

〇委員長（数馬 尚） 休憩前に引き続きまして

会議を開きます。

４款衛生費に入ります。内容の説明を求めます。

西村福祉課長、渡辺住民課長に順次説明を求めて

まいります。初めに、西村福祉課長。

〇福祉課長（西村英世） それでは、衛生費のう

ち福祉課が所管いたします予算につきまして説明

いたします。

予算書56ページをお開き願います。４款衛生費、

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年度予

算額9,644万7,000円、前年度比較3,703万9,000円

の増でございます。財源内訳は、全て一般財源で

ございます。本目は、救急医療対策に係る負担金

や分担金、妊婦等の健診費用を計上しており、内

訳はほぼ前年同額での計上ではございますが、増

額の主な要因は繰出金の増でございます。57ペー

ジ、28節繰出金におきまして、水道事業会計繰出

金で前年度比較で3,698万3,000円増となる9,200

万3,000円を計上するものでございます。

次に、57ページ、２目予防費でございます。本

年度予算額1,169万4,000円、前年度比較105万6,0

00円の減でございます。財源内訳は、国・道支出

金58万7,000円、起債90万円、その他特定財源71

万円、一般財源949万7,000円でございます。本目

は、各種検診や予防接種事業に係ります経費を計

上しております。また、本年度は食生活改善推進

員養成講座の開催に係ります賃金、報償費、需用

費、役務費の所要経費を計上しております。７節

賃金105万6,000円の計上で、前年度比較12万5,00

0円の増となっております。食生活改善推進員養

成講座の開催に係ります臨時栄養士、臨時保育士

賃金の計上による増でございます。次に、58ペー

ジでございます。13節委託料900万2,000円の計上

で、前年度比較で121万9,000円の減となっており

ます。各種予防接種事業におきまして、対象者数

の減少や実績を勘案した見込みにより減となるも

のでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、渡辺住民課

長。

〇住民課長（渡辺修一） ４款衛生費のうち住民

課が所管します事項についてご説明いたします。

予算書58ページをお開き願います。３目環境衛

生費、本年度予算額891万円、前年度比較104万7,

000円の増で、財源内訳はその他特定財源９万5,0

00円、一般財源881万5,000円でございます。11節

需用費118万円、前年度対比108万5,000円の減に

つきましては、前年度修繕しました下鶉共同浴場

の地下タンクのオイル漏れ防止費用の減によるも

のでございます。13節委託料151万1,000円、前年

度対比35万4,000円の減は、墓地草刈りの委託を

町の緊急雇用作業員で対応するため減となったも

のでございます。19節負担金、補助及び交付金60

9万2,000円、前年度対比254万6,000円の増につき

ましては、砂川地区保健衛生組合負担金74万6,00

0円の増の330万2,000円は、火葬場の年次計画に
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よる修繕費の増と共同浴場運営費補助金として東

町共同浴場の運営経費の一部を前年度に引き続き

180万円増の210万円を計上したところでございま

す。そのほかは、前年度とほぼ同額につき、内容

の説明は省略させていただきます。

次に、59ページをお開き願いたいと思います。

２項清掃費、１目清掃総務費、本年度予算額25万

8,000円、前年度比較５万6,000円の減で、財源内

訳は全て一般財源でございます。本目は、衛生車

庫と事務所の諸経費を計上しております。前年度

とほぼ同額の予算計上につき、内容の説明は省略

させていただきます。

次に、２目じん芥処理費、本年度予算額7,404

万8,000円、前年度比較335万4,000円の増でござ

います。財源内訳は、その他特定財源1,223万4,0

00円、一般財源6,181万4,000円でございます。本

目は、ごみ収集処理費用及びごみ処理最終処分場

の経費を計上しております。60ページの11節需用

費740万円、前年度対比で133万2,000円の増は、

修繕料で前年度から実施しておりますごみ収納ボ

ックスの１枚ぶたを２枚ぶたに改良する経費とし

て91台分の166万5,000円を計上しております。60

ページ、12節役務費70万3,000円、前年度対比39

万7,000円の減につきましては、ごみ処理手数料1

5万円の減と前年度予算計上しましたＰＣＢ廃棄

物運搬手数料、計量器検査手数料24万7,000円の

減でございます。13節委託料608万7,000円、前年

度対比56万8,000円の減につきましては、前年度

予算計上しましたＰＣＢ廃棄物処理業務委託の減

によるものでございます。なお、ＰＣＢ廃棄物の

処理につきましては、昨年より空知総合開発期成

会で処理費用の補助等について環境省へ要望して

おりますので、補助採択がなされ次第、予算を計

上し、処分を行っていきたいと考えております。

19節負担金、補助及び交付金5,424万3,000円、前

年度比較で296万5,000円の増につきましては、ク

リーンプラザくるくるの施設の年次計画による修

繕費251万4,000円の増と中・北空知エネクリーン

の施設維持管理経費45万1,000円の増によるもの

でございます。そのほかは、前年度と同額につき、

内容の説明は省略させていただきます。

次に、61ページをお開き願いたいと思います。

３目し尿処理費、本年度予算額3,848万2,000円、

前年度比較471万円の増で、財源内訳は特定財源

の起債が860万円、その他が760万円、一般財源2,

228万2,000円でございます。11節需用費73万円、

前年度比較20万円の増は、本年度石狩川流域下水

道組合奈井江浄化センター施設内にし尿、汚泥の

受け入れ施設が完成することにより、10月から試

験運転としてし尿の受け入れが可能となりますこ

とから、バキューム車の燃料費を増額するもので

ございます。14節使用料及び賃借料22万7,000円、

前年度対比10万4,000円の減は、町営住宅の水洗

化及び住宅再編による移転等でし尿投入料が減少

することから減額するものでございます。19節負

担金、補助及び交付金3,226万円、前年度対比418

万円の増となっております。内訳は、砂川地区保

健衛生組合負担金、し尿収集の減少により208万8,

000円減の1,627万8,000円、石狩川流域下水道組

合負担金1,598万2,000円、前年度対比626万8,000

円の増は先ほど11節需用費でご説明しましたし

尿、汚泥の受け入れ施設の建設費負担金の増の計

上でございます。そのほかは、前年度とほぼ同額

の予算計上につき、内容の説明は省略をさせてい

ただきます。

以上で４款衛生費のうち住民課が所管しており

ます事項について説明を終わらせていただきま

す。

〇委員長（数馬 尚） それでは、これで衛生費

の説明が終わりましたので、これより質疑に入ら

せていただきます。

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。
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次、２目予防費について質疑を受けます。質疑

のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、３目環境衛生費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２項清掃費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。髙橋委員。

〇６番（髙橋成和） ありがとうございます。何

もないとあれなので、ちょっと質問させていただ

きます。

以前に僕、２年ぐらい前にごみボックスの収納

ボックスの質問させていただいたのですけれど

も、昨年25年度で75万円の予算を組んで、それに

対して80台ということで、今年度は91台というこ

とで166万5,000円の予算を組まれております。ち

ょっとうろ覚えなのですけれども、台数がそんな

に変わらないのにこの金額の差というのがどうい

うことなのかなというのと、２年間で250万円か

かったということで、あと残り半分ぐらい、当時

質問した答弁聞いていると300台ぐらいが全部で

あるということで、この２年を終了するとあと残

り140台ぐらいになるのかなと思うのですけれど

も、残り大体この２年間の250万ぐらいと考えて

もよろしいのですか。

〇委員長（数馬 尚） はい。

〇住民課長（渡辺修一） 残りのボックスについ

てはもともと２枚ぶたなものですから、それを網

を交換するだけの費用となりますので、そんなに

かからないと思いますので、順次整備を行ってや

っていきたいと思います。

それと、前年度と本年度の単価差ということで

ございますよね、前年度につきましては当初予算

で75万円組んでおります。それで、６月の補正予

算でも予算措置して、たしか75台程度実施で、既

にこの年度全て整備を終えております。残りの台

数について今年度全部やる予定でございます。

〇６番（髙橋成和） ありがとうございます。も

う一点聞きたいのですけれども、当時ネットの耐

用年数のお話があったのですけれども、プラスチ

ックなので、大体更新時期というのをどれぐらい

で考えているのかなというのが、ただ、今張りか

えたばかりですので。あと、ネットにかわってか

ら、軽量化図ってから地域住民の方々はすごく喜

んでおります。去年から張りかえているのでしょ

うけれども、ボックスに番号を振ったりとかして

これからに備えるようなことをされているのか、

ちょっとお聞かせ願えればと思います。

〇委員長（数馬 尚） はい。

〇住民課長（渡辺修一） 去年張りかえたばかり

なので、まだどの程度実際もつかわかりませんけ

れども、かなり強度のあるプラスチックなので、

10年やそこらは十分にもつのではないかと考えて

おります。

〇６番（髙橋成和） 適切な答弁ありがとうござ

います。

〇委員長（数馬 尚） 川岸委員。

〇２番（川岸清彦） 私も資料をはっきり全部調

べていないのですけれども、上砂川のごみ処理の

流れなのですけれども、ごみを収集したものをエ

ネクリーンに持っていっているということなので

すよね。その点どうなのでしょう、歌志内のエネ

クリーン、今稼働していますけれども、そちらの

ほうには全然持っていっていないのでしょうか、

上砂川のごみとして。

〇委員長（数馬 尚） はい。

〇住民課長（渡辺修一） 上砂川町のごみの収集

したものにつきましては、砂川にありますクリー

ンプラザくるくるへ持っていっております。そこ

で一旦ごみの保管をしまして、それからトラック

で歌志内にありますエネクリーンへ、焼却してお

ります。
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〇２番（川岸清彦） 結局クリーンプラザくるく

るで一回収集して、そして分けて、燃えるごみだ

け……

〇住民課長（渡辺修一） 燃えるごみだけ向こう

に持っていっている。

〇２番（川岸清彦） わかりました。

〇委員長（数馬 尚） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で４款衛生費について質疑を打ち切りま

す。

次、５款労働費、６款農林水産業費に入ります。

内容の説明を求めます。飯山企画振興課長。

〇企画振興課長（飯山重信） それでは、労働費

につきましてご説明申し上げます。

64ページをお開き願います。５款労働費、１項

労働費、１目労働諸費、本年度予算額1,111万円、

前年度比較５万7,000円の増額で、財源内訳は一

般財源1,111万円でございます。本年度におきま

しても、現在の厳しい雇用状況を鑑み、昨年同様

町単独で雇用対策事業を実施し、町内の雇用創出

を図っていきたいと考えておりまして、緊急雇用

作業員分として通年雇用で４名分を計上しており

ます。７節賃金で735万円、11節需用費48万円、1

6節原材料費８万円、18節備品購入費で10万円を

昨年同様予算計上しているところでございます。

その他につきましては、おおむね前年度と同様の

内容につき、説明は省略させていただきます。

以上で労働費の説明を終わらせていただきま

す。

続きまして、農林水産業費につきましてご説明

申し上げます。66ページをお開き願います。６款

農林水産業費、１項林業費、１目林業振興費、本

年度予算額23万2,000円、前年度比較30万6,000円

の減額で、財源内訳は一般財源23万2,000円でご

ざいます。昨年度備品購入費でヒグマ捕獲用箱わ

なを整備いたしましたけれども、本年度同様の事

業がないため、35万円の減額となってございます。

19節負担金、補助及び交付金のうち、森林整備担

い手対策推進事業負担金につきましては対象者の

増加によりまして前年度比較で４万円増の５万2,

100円の予算計上といたしました。その他につき

ましては、おおむね前年度と同様の内容につき、

説明は省略させていただきます。

以上で農林水産業費の説明を終わらせていただ

きます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で５款労働費、６款

農林水産業費の説明が終わりました。

一括質疑を受けます。質疑のある方は発言願い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で５款労働費、６款農林水産業費について

質疑を打ち切ります。

次、７款商工費に入ります。内容の説明を求め

ます。飯山企画振興課長、渡辺住民課長に順次説

明を求めてまいります。初めに、飯山企画振興課

長。

〇企画振興課長（飯山重信） それでは、７款商

工費のうち企画振興課所管事項につきましてご説

明申し上げます。

68ページをお開き願います。７款商工費、１項

商工費、１目商工振興費、本年度予算額2,388万9,

000円、前年度比較26万2,000円の減額で、財源内

訳につきましては国・道支出金12万9,000円、そ

の他特定財源1,481万5,000円、一般財源894万5,0

00円でございます。企画振興課所管事項といたし

まして、産業活性化センターの管理経費について

でありますが、11節需用費につきまして、産業活

性化センターにおいて検満量水器の交換があるこ

とから本年度修繕料として前年度比較で54万円増

の67万円を予算計上しております。69ページをお

開き願います。21節貸付金につきましては1,330

万5,000円で、前年度比較37万5,000円の減額とな
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っておりますが、これは商店街近代化融資につい

て未償還額が償還により金額が少なくなってきて

いるため、原資預託金、本年度５万5,000円予算

計上し、前年度比較で37万5,000円減額したとこ

ろでございます。その他につきましては、おおむ

ね前年度と同様の内容につき、省略させていただ

きます。

次に、企業開発費でございます。２目企業開発

費、本年度予算額1,480万5,000円、前年度比較55

6万7,000円の減額で、財源内訳につきましては起

債1,400万円、一般財源80万5,000円でございます。

昨年国の緊急雇用創出推進事業補助制度の活用に

よりまして委託料556万7,000円を計上し、ニジマ

スを活用した町の特産品事業を図るべく、消費加

工技術や各種調査研究を上砂川振興公社に委託

し、特産品化を進め、一定の成果を得たところで

ありますので、新年度より振興公社が主体となり

進めていくこととなっていることから、当初予算

には関連予算の計上は行っていないところでござ

います。その他につきましては、おおむね前年度

同様の内容につき、説明は省略させていただきま

す。

次に、３目観光費、本年度1,062万8,000円で、

前年度比較37万7,000円の増で、財源内訳につき

ましては全額一般財源であります。70ページをお

開き願います。11節需用費、印刷製本費37万5,00

0円の予算計上でありますが、町の観光パンフレ

ットが残りわずかとなってございますことから、

増刷するための経費を計上したものでございま

す。その他につきましては、前年度と同様の内容

につき、内容の説明は省略させていただきます。

以上で商工費のうち企画振興課所管事項の説明

を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、渡辺住民課

長。

〇住民課長（渡辺修一） ７款商工費のうち住民

課が所管します事項についてご説明いたします。

予算書68ページでございます。１目商工振興費

のうち消費者行政にかかわる経費といたしまし

て、７節賃金、９節旅費、11節需用費、18節備品

購入費、19節負担金、補助及び交付金で総額177

万1,000円を計上しております。平成21年度から

実施しています国の消費者行政活性化事業がさら

に延長されたことに伴いまして、11節需用費では

啓発用冊子１万8,000円の購入のほか、18節備品

購入費８万9,000円は啓発冊子展示用ラックを購

入しようとするものでございます。そのほかは、

ほぼ同額でございますので、内容の説明は省略さ

せていただきます。

以上で住民課所管事項について説明を終わらせ

ていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で７款商工費の説明

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１目商工振興費、２目企業開発費について質疑

を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようでございますの

で、打ち切ります。

次、３目観光費について質疑を受けます。質疑

のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で７款商工費について質疑を打ち切りま

す。

次、８款土木費に入ります。内容の説明を求め

ます。佐藤技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、土

木費つきましてご説明申し上げます。

予算書72ページをお開き願います。８款土木費、

１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額

9,297万4,000円、前年度比較1,066万6,000円の減

額で、財源内訳につきましては国・道支出金７万

7,000円、その他特定財源115万1,000円、9,174万

6,000円が一般財源でございます。本目は、主に
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街路灯の維持費と下水道事業特別会計への繰出金

に係る予算を計上するものでございます。減額の

主な要因といたしましては、19節負担金、補助及

び交付金80万4,000円、前年度対比2,538万円の減

額となっておりますが、昨年度実施しました全町

自治会管理の街路灯412灯のＬＥＤ化設置事業補

助が完了したことによるものでございます。また、

街路灯維持補助金として前年度比較130万円減の7

0万円を計上しておりますが、自治会で管理いた

します街路灯電気料がＬＥＤ化整備したことによ

り、平成24年度の実績電気料410万円から本年度

は200万円まで半減する見込みで、さらに２分の

１を自治会に補助いたします道補助金も減額とな

るものでございます。

２項道路橋りょう費、１目道路維持費、本年度

予算額5,951万4,000円、前年度比較2,657万2,000

円の減額で、財源内訳につきましては全額一般財

源でございます。本年度の除排雪経費につきまし

ては、賃金、燃料費、委託料、使用料及び賃借料

を合わせまして総額2,206万2,000円で前年度対比

87万9,000円の減額となっておりますが、委託路

線の変更によるものでございます。現行体制を維

持しながら、効率的かつ効果的な除排雪体制を構

築してまいりたいと考えております。13節委託料

1,302万9,000円、前年度対比214万円の増額とな

っております。橋梁長寿命化計画による相生橋の

設計業務委託費の計上によるものでございます。

資料ナンバー５の事業箇所図をあわせて参照願い

ます。15節工事請負費につきましては1,660万円

の計上で、前年度比較3,140万円の減額となって

おりますが、町道若葉台１号線改良舗装工事で84

0万円、町道鶉北線と町道東鶉線の排水改修で320

万円を計上しており、大雨時の対策を講じてまい

りたいと考えます。そのほかにつきましては、お

おむね前年と同様の内容につき、説明は省略させ

ていただきます。

次に、74ページ、３項住宅費、１目住宅管理費

についてご説明いたします。本年度予算額6,875

万8,000円、前年度比較2,128万4,000円の減額で、

財源内訳につきましては起債1,230万円、その他

特定財源5,645万8,000円でございます。本目は、

町営住宅の維持管理経費を計上するものでござい

ます。資料ナンバー６から９をあわせてご参照願

います。各整備図に施工箇所を色分けしてござい

ます。11節需用費5,350万円、前年度比較2,173万

円の増額は、住宅長寿命化計画と空戸対策、住宅

再編計画に基づき、下鶉地区公営住宅７棟28戸の

屋根のふきかえと、屋根塗装につきましては鶉改

良住宅５棟30戸、緑が丘公営住宅６棟24戸、朝駒

団地４棟32戸を計画的に進めるものでございま

す。また、緑が丘公営住宅と鶉改良住宅におきま

しては、空戸対策といたします内部改修費として

1,260万円を計上しております。19節負担金、補

助及び交付金178万5,000円、前年度比較59万5,00

0円の減額につきましては、下水道受益者分担金

で平成21年度に供用開始となった鶉地区が納入完

了となることによるものでございます。そのほか

につきましては、おおむね前年と同様の内容につ

き、説明は省略させていただきます。

次に、２目公営住宅建設費、本年度予算額2,95

5万8,000円、前年度比較82万3,000円の増額で、

財源内訳につきましては国・道支出金567万円、

起債560万円、一般財源1,828万8,000円でござい

ます。本目は、２名の人件費と町営住宅の水洗化

事業などに関する経費を計上するものでございま

す。給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担

金を合わせた人件費総額は1,634万8,000円で、前

年度比較29万8,000円の増額となっております。

次に、76ページをお開き願います。資料ナンバー

10をあわせてご参照ください。15節工事請負費1,

260万円、前年度比較60万円の増額は、既設公営

改良住宅改善工事として鶉若葉台改良住宅５棟20

戸を水洗化するものでございます。そのほかにつ

きましては、おおむね前年と同様の内容につき、

説明は省略させていただきます。

以上で土木費の内容の説明を終わらせていただ
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きます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で８款土木費の説明

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項土木管理費について質疑を受けます。質疑

のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、２項道路橋りょう費について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、３項住宅費、１目住宅管理費、２目公営住

宅建設費について質疑を受けます。質疑のある方

は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で８款土木費について質疑を打ち切りま

す。

〔「ちょっと済みません」と呼ぶ

者あり〕

〇委員長（数馬 尚） はい、どうぞ。

〇２番（川岸清彦） ちょっとおくれて申しわけ

ないのだけれども、上砂川の除雪のことに関して

ちょっと聞きたいのですけれども、除雪作業員の

給料とかいろいろ分けて含まれているのですけれ

ども、大体１年間の上砂川の道路は別にして、道

のあれで管理している道道のことに関してはあれ

なのですけれども、大体どのぐらいかかっている

のでしょうか。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） 除雪経費でし

ょうか。

〇２番（川岸清彦） 除雪経費。

〇委員長（数馬 尚） はい。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） 今年度の関係

で申し上げますと、今年度11月から２月末日まで

に６メーター42センチの降雪がございました。当

初予算で約2,300万円を計上してございましたが、

２月と３月に約３メーター降ることを想定しまし

て３月補正で430万円の補正をさせていただいて

おりますので、総額で2,700万程度になるかと考

えております。

以上です。

〇２番（川岸清彦） それで、きょう資料持って

きていないのですけれども、今回大雪の除雪対策

交付金ということで上砂川の場合たしか5,900万

あれして、歌志内なんか見たら２億4,000万ぐら

いたしか出るはずなのですけれども、そういう、

国からか道からか、ちょっとよくわからないのだ

けれども、あれというのは見込んでこの中に組み

込まれないかなと思って。

〇委員長（数馬 尚） 質問内容わかりますか。

〇総務課長（米田淳一） ただいまのお話ですけ

れども、新聞でごらんになったとおりでございま

すけれども、あれに関しましてはあくまで国の特

別交付税ベースでの措置でありまして、今川岸委

員おっしゃったような仕組みとはまたちょっと違

った仕組みでございますので、財源としましては

見込んでおりますけれども、それがイコール全額

ということにはならないということでございま

す。

〇２番（川岸清彦） わかりました。それで、で

きれば、そういう財源もし交付されれば、ことし

の冬の除雪対策だとかそういうのに盛り込んで、

きのうも私常任委員会で言ったのですけれども、

空き家対策の上砂川の危険なところとか、あとは

空き家でもどうしても隣に迷惑かかるとか、そう

いう危険なところは何とか除雪してもらいたいと

いうふうにして要望したのですけれども、そうい

うのがもし交付されれば、そういうところでもお

金かけて、なるべく危険のないようにやってもら

いたいなという要望なのですけれども、きのう回

答いただいたので、大体それで納得しましたけれ
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ども。

〇委員長（数馬 尚） いいのですか。

〇２番（川岸清彦） いいです。済みません。

〇委員長（数馬 尚） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で８款土木費について質疑を打ち切りま

す。

９款消防費に入ります。内容の説明を求めます。

米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） 78ページをお開き願い

ます。９款消防費、１項消防費、１目消防費、本

年度予算額１億5,484万5,000円、前年度比較で73

6万2,000円の減で、財源内訳は全て一般財源でご

ざいます。減額の主な要因でございますが、上砂

川支署職員１名の定年退職によります人件費の減

によるものでございます。また、砂川消防本部の

庁舎建設負担金42万9,000円につきましては、前

年同額となってございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で９款消防費の説明

が終わりました。

これより質疑に入ります。

消防費全般について質疑を受けます。質疑のあ

る方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で９款消防費について質疑を打ち切りま

す。

ここで、時間的にちょうど切りがいいので、昼

食のため暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時４１分

再開 午後 零時５８分

〇委員長（数馬 尚） 休憩を解きまして、休憩

前に引き続き会議を開きます。

10款教育費に入ります。内容の説明を求めます。

前田教育次長、飯山企画振興課長に順次説明を求

めてまいります。初めに、前田教育次長。

〇教育次長（前田 厚） それでは、教育費関係

についてご説明申し上げます。

10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費、本年度予算額88万8,000円、財源内訳は全額

一般財源でございます。内容につきましては、全

て前年度同額でございますので、説明は省略させ

ていただきます。

次に、２目事務局費、本年度予算額625万1,000

円、前年度と比較いたしまして15万3,000円の増

額となっております。財源内訳は、国・道支出金

が41万9,000円、一般財源が583万2,000円でござ

います。主な項目につきましてご説明いたします。

81ページでございます。19節負担金、補助及び交

付金でございますが、本年度予算額203万円、前

年度対比７万2,000円の増になっております。本

目には、昨年度小学校副読本作成補助が計上され

ておりましたが、本年３月に完成したことにより

60万円減、隔年で実施しております福井市鶉地区

との小学生交流事業については本年度本町児童が

福井市を訪問する年度でありますので、訪問に係

る経費65万円を計上したところであります。また、

本年度が小学校の教科書用図書採択の年でありま

すことから、事務局負担金が増となったことによ

るものであります。その他の項目につきましては、

おおむね前年度と同様でございますので、説明は

省略させていただきます。

続きまして、82ページをお開きください。２項

小学校費、１目学校管理費、本年度予算額2,158

万7,000円、前年度と比較いたしまして80万円の

増額となっております。財源内訳は、全額一般財

源でございます。主な項目につきましてご説明い

たします。11節需用費、本年度予算額964万円、

前年度対比55万円の増となっておりますが、これ

は燃料費の単価上昇によるものと消火器の更新等

によるものでございます。その他の項目につきま

しては、消費税アップ分の追加のほかはおおむね
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前年度と同様でございますので、説明は省略させ

ていただきます。

83ページをごらんください。続きまして、２目

教育振興費へ参ります。２目教育振興費、本年度

予算額932万円、前年度と比較いたしまして166万

6,000円の増額になっております。財源内訳は、

国・道支出金が６万4,000円、起債が200万円、一

般財源が725万6,000円でございます。主な項目に

つきましてご説明いたします。11節需用費、本年

度予算額140万6,000円、前年度対比31万7,000円

の増となっており、消耗品費の教材用は児童数増

によるもので、84ページをお開き願います。社会

科副読本用は昨年度制作いたしました副読本の増

刷経費、小学生学力向上総合対策用は次に備品購

入費で詳しくご説明いたします実物投影機に係る

関連消耗品購入経費の増となっており、他項目は

消費税アップ分の追加でございます。18節備品購

入費、本年度予算額101万円、前年度対比61万円

の増となっておりますが、小学生学力向上総合対

策事業として小学校におけるわかりやすい授業の

実施とやる気向上を目的に、各教室で使用する実

物投影機を購入する経費を計上したことによる増

でございます。19節負担金、補助及び交付金、本

年度予算額230万円、前年度対比35万1,000円の増

となっております。児童生徒の給食費の半額助成

制度を昨年度から実施しておりますが、給食費は

平成17年度の単価改定後値上げしておらず、食材

費の高騰、本年４月からの消費税アップ等により

大変厳しい状況でありますことから、児童生徒の

父兄のご理解をいただき、消費税10％化も見据え、

本年４月より小学校が１食241円から266円、中学

校が１食282円から310円に値上がりすることとし

たところで、この値上げ幅の半額に当たる経費を

増額したものでございます。また、小学生学力向

上総合対策事業の一つとして、各学年相当級の漢

字検定合格を目標に定め、受験する漢字検定受験

費用を助成する経費を新たに計上したところであ

ります。20節扶助費、本年度予算額389万9,000円、

前年度対比37万7,000円の増となっておりますが、

これは準要保護の対象児童数の増によるものでご

ざいます。その他の項目につきましては、おおむ

ね前年度と同様でございますので、説明は省略さ

せていただきます。

続きまして、３項中学校費へ参ります。３項中

学校費、１目学校管理費、本年度予算額2,545万3,

000円、前年度と比較いたしまして49万5,000円の

増額となっております。財源内訳は、全額一般財

源でございます。主な項目についてご説明いたし

ます。85ページでございます。11節需用費、本年

度予算額1,141万円、前年度対比78万5,000円の増

になっておりますが、燃料費の単価上昇によるも

のが主なものでございます。13節委託料、本年度

予算額133万5,000円、前年度対比９万1,000円の

減となっておりますが、消防設備保守点検項目の

減によるものでございます。その他の項目につき

ましては、消費税アップ分の追加のほかはおおむ

ね前年度と同様でございますので、説明は省略さ

せていただきます。

86ページをお開きください。２目教育振興費へ

参ります。２目教育振興費、本年度予算額688万3,

000円、前年度と比較いたしまして18万3,000円の

増額となっております。財源内訳は、国・道支出

金が９万5,000円、起債が120万円、一般財源が55

8万8,000円でございます。主な項目についてご説

明いたします。19節負担金、補助及び交付金、本

年度予算額184万9,000円、前年度対比19万2,000

円の増となっておりますが、学校給食費助成につ

きまして、小学校同様に給食費の値上げに伴い、

値上げ幅の半額に当たる経費を増額し、計上した

ものでございます。87ページでございます。20節

扶助費、本年度予算額236万5,000円、前年度対比

５万5,000円の減となっておりますが、これは準

要保護の対象生徒数の減によるものでございま

す。その他の項目につきましては、消費税アップ

分のほかはおおむね前年度と同様でございますの

で、説明は省略させていただきます。
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続きまして、４項社会教育費へ参ります。１目

社会教育総務費、本年度予算額219万円、前年度

と比較いたしまして26万6,000円の増額となって

おります。財源内訳は、国・道支出金が56万2,00

0円、一般財源が162万8,000円でございます。主

な項目につきましてご説明いたします。８節報償

費、本年度予算額78万1,000円、前年度対比11万5,

000円の増となっておりますが、家庭学級用、社

会教育講座用、学童クラブ用の３項目につきまし

ては従前公民館費に計上しておりましたが、公民

館閉鎖に伴う公民館費の廃目により、社会教育総

務費に費目がえしたものでございます。また、11

節需用費、本年度予算額13万5,000円、前年度対

比４万5,000円の増におきましても社会教育講座

用、学童クラブ用の２項目について公民館費より

社会教育総務費に費目がえしたものでございま

す。その他の項目につきましては、おおむね前年

度と同額でございますので、説明は省略させてい

ただきます。

88ページをお開きください。２目青少年対策費

へ参ります。本年度予算額107万1,000円、前年度

と比較いたしまして2,000円の増額となっており

ます。財源内訳は、全額一般財源でございます。

本予算は、子ども会費並びに子供に関する行事関

係を計上する予算となっており、前年度とおおむ

ね同様でございますので、説明は省略させていた

だきます。

続きまして、３目社会教育施設費でございます。

本年度予算額345万2,000円、前年度対比147万4,0

00円の増額となっております。財源内訳は、その

他特定財源が５万円、一般財源が340万2,000円で

ございます。本目は、趣芸館及び炭鉱館に関する

予算を計上するもので、教育委員会が所管いたし

ます趣芸館に係る予算は204万4,000円、前年度と

比較いたしまして117万9,000円の増額となってお

ります。主な項目につきましてご説明いたします。

89ページでございます。11節需用費、修繕費でご

ざいますが、前年度比較110万円の増となってお

ります。趣芸館の経年劣化による屋根の塗りかえ

経費を増額したものでございます。その他の項目

につきましては、消費税アップ分の追加並びに燃

料費の単価上昇による増加以外前年度と同様でご

ざいますので、説明は省略させていただきます。

90ページをお開きください。公民館費は、公民

館の閉鎖により廃目となるものでございます。

続きまして、５項保健体育費、１目保健体育総

務費、本年度予算額316万円、前年度と比較いた

しまして14万9,000円の減額となっております。

財源内訳は、全額一般財源でございます。主な項

目につきましてご説明いたします。12節役務費、

本年度予算額74万6,000円、前年度比較２万7,000

円の増額となっておりますが、健康診断手数料に

おける健診対象者数の増によるものでございま

す。14節使用料及び賃借料、本年度予算額57万6,

000円、前年度比較16万6,000円の減となっており

ますが、学校スキー行事リフト使用料とバス借り

上げ料がスキー授業中止により減少したものでご

ざいます。その他の項目につきましては、おおむ

ね前年度と同額でございますので、省略させてい

ただきます。

91ページでございます。２目体育施設費、本年

度予算額1,006万2,000円、前年度と比較いたしま

して184万5,000円の増額となっております。財源

内訳は、その他特定財源が85万円、一般財源が92

1万2,000円でございます。主な項目につきまして

ご説明いたします。７節賃金、本年度予算額233

万2,000円、前年度対比20万1,000円の減となって

おりますが、町民センターに図書室が移設され、

図書司書が常駐し、体育センターの受け付け業務

等の一部を兼務いたしますことから、体育センタ

ー管理人の賃金が減少したことが主なものでござ

います。11節需用費でございますが、本年度予算

額389万8,000円、前年度対比202万4,000円の増と

なっておりますが、鶉プールのろ過ポンプ等が経

年劣化により交換しなければならなくなったこと

から、これに要する経費を計上したことによる増
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でございます。その他の項目につきましては、消

費税アップ分の追加のほかはおおむね前年度と同

額でございますので、説明は省略させていただき

ます。

以上で10款教育費の説明を終わらせていただき

ます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、飯山企画振

興課長。

〇企画振興課長（飯山重信） それでは、10款教

育費のうち企画振興課所管事項について内容の説

明を申し上げます。

88ページをお開き願います。３目社会教育施設

費であります。炭鉱館に係る管理運営経費でござ

います。炭鉱館につきましては、昨年度ボランテ

ィアの協力により８年ぶりに開館し、開館期間４

月26日から10月13日の間において約1,400名の来

館者があり、平成26年度においても開館を予定す

るところであります。平成26年度についても、開

館期間は４月26日から10月の12日までの土曜日、

日曜日とお盆期間で、時間は午前10時から午後４

時までとする予定でございます。炭鉱館運営に係

る経費につきましては、11節需用費で消耗品費や

光熱水費等で83万2,000円、89ページ、12節役務

費で火災保険料や各種手数料として15万3,900円、

13節委託料で夜間警備業務などで32万2,000円、9

0ページ、18節備品購入費で展示室用映像装置購

入用として10万円を予算計上するものでありま

す。

以上、10款教育費のうち企画振興課所管事項に

ついて説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で10款教育費の説明

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項教育総務費全般について質疑を受けます。

質疑のある方はご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようでございますの

で、打ち切ります。

２項小学校費全般について質疑を受けます。質

疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

３項中学校費全般について質疑を受けます。質

疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

４項社会教育費、１目社会教育総務費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

２目青少年対策費、３目社会教育施設費につい

て質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

５項保健体育費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で10款教育費について質疑を打ち切りま

す。

11款災害復旧費、12款公債費、13款職員費、14

款予備費に入ります。内容の説明を飯山企画振興

課長、米田総務課長に順次説明を求めてまいりま

す。初めに、飯山企画振興課長、お願いします。

〇企画振興課長（飯山重信） それでは、11款災

害復旧費についてご説明いたします。

94ページをお開き願います。11款災害復旧費、

１項農林水産業施設災害復旧費、１目治山施設災

害復旧費、本年度１万3,000円、前年度同額で、

財源内訳は全額一般財源でございます。ここで計

上しています賃金は災害が発生した場合の賃金
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で、前年度と同額につき、内容は省略させていた

だきます。

以上で災害復旧費の説明を終わらせていただき

ます。

〇委員長（数馬 尚） 続きまして、米田総務課

長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、96ページを

お開き願います。12款公債費、１項公債費、１目

元金、本年度予算額３億5,627万2,000円、前年度

比較で847万5,000円の減で、財源内訳はその他特

定財源が9,410万5,000円、一般財源が２億6,216

万7,000円となっております。23節償還金、利子

及び割引料におきまして、昭和63年度から平成23

年度まで借り入れの長期債92件の償還元金で平成

５年度借り入れの公住債など10件の償還が終了し

たことによる減となっております。

２目利子、本年度予算額5,280万2,0000円、前

年度比較で242万3,000円の減、財源内訳はその他

特定財源1,596万9,000円、一般財源で3,683万3,0

00円となっております。23節償還金、利子及び割

引料におきまして、昭和63年度から平成25年度借

り入れ予定までの118件の長期債償還利子並びに

一時借入金利子の計上で、元金同様長期債の償還

終了による減となっているものでございます。

次に、98ページへ参ります。職員費でございま

す。13款職員費、１項職員費、１目職員給与費、

本年度予算額５億29万5,000円、前年度比較6,513

万3,000円の減、財源内訳はその他特定財源2,126

万9,000円、一般財源で４億7,902万6,000円とな

っております。本目につきましては、職員71名か

ら広域連合への派遣職員、また各特別会計、一般

会計のうち公営住宅建設費に計上します10人分を

除きました一般職61人に特別職３人分を含めまし

て、64人分の人件費を計上するものでございます。

２節給料ですが、２億4,535万8,000円、前年度比

較で2,808万1,000円の減となっております。主な

減額要因としましては、職員数が昨年度と比較し

まして福祉医療センター職員などを合わせ総体で

７人が減員となったことによるものでございま

す。また、独自削減につきましては、従前同様特

別職で町長20％、副町長、教育長15％、一般職で

３％の削減を継続しております。３節職員手当等

１億1,205万3,000円、前年度比較で2,052万8,000

円の減でございますが、給料同様職員数の減によ

るものでございます。４節共済費8,137万6,000円、

前年度比較で983万1,000円の減となってございま

すが、同様に職員数の減によるものでございます。

19節負担金、補助及び交付金6,150万8,000円、前

年度比較で669万3,000円の減でございます。同じ

く職員数の減によります退手組合負担金の減でご

ざいます。

次に、100ページをお開きください。予備費で

ございます。14款予備費、１項予備費、１目予備

費、本年度予算額300万円で前年度同額、財源内

訳は全額一般財源となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で11款災害復旧費、

12款公債費、13款職員費、14款予備費の説明が終

わりました。

一括質疑をお受けしたいと思います。質疑のあ

る方は発言願います。髙橋委員。

〇６番（髙橋成和） 何もないようなので、ちょ

っと聞かせていただきたいのですけれども、災害

復旧の関係なのですけれども、ここ数年大雨とい

うか、ゲリラ豪雨、そういうものがあって、町内

でも何カ所か土砂崩れが起きたりとか、そういう

のがあるのですけれども、朝駒の集会所へ上がっ

ていくところの橋、よくあそことか、水没という

か、水があふれたりとか、あとトンネルのところ

の山ほうほうから砂利が流れてきて、結構流出し

て、汚れると言ったら変ですけれども、道路塞い

でしまうようなときがあるのですけれども、また

ことしもああいう大雨出れば、あそこ必ずなるも

のだから、そういう予算というのは当初から組ま

れていないのでしょうけれども、毎年、ことしも

起きるような気しますし、改善策というのも今の
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ところどうなっているのかなと、見た目は危ない

なと思うのですよ、素人目で僕が見ていると。ト

ンネルのコンクリの関係あるから、多分抑えられ

ていると思うのですけれども、それらも含めてど

ういうふうにされているのか、ちょっとお聞かせ

いただければなと思うのですけれども、よろしく

お願いします。今後の対応

〇委員長（数馬 尚） 技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） 朝駒朝陽橋の

排水詰まりの件でございますが、上流から流れて

くる部分につきましては、土現とも協議をしまし

て、上砂川町の排水に土砂が流入しないように対

処されたい旨の申し入れを行っております。それ

とこの排水桝の詰まりにつきましては、過去には

余り例がなかったのですが、ここ数年急に土砂の

流入により排水詰まりを起こすようになったの

で、それがどのような状況によって発生している

のかということもを今後状況を見ながら、どのよ

うな対策を講じていくか検討を進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇６番（髙橋成和） ありがどうございます。去

年そういうのがあって、あの辺の朝駒に住んでい

る人からそういう声があったのです。多分僕は心

配ないなと思うのですけれども、ああいうふうに

流れてくると心配な方もいらっしゃるようで、そ

れでちょっと聞いてみたかったので、済みません、

ありがとうございました。

〇委員長（数馬 尚） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で歳出についての審査を終了いたします。

次に、歳入に入ります。歳入全般について内容

の説明を求めます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、歳入につき

まして一括説明をいたします。前年度と比較をし

まして増減の大きいものにつきましての説明とさ

せていただきまして、前年度同額や移動の小さな

ものにつきましては省略させていただきますの

で、ご理解をお願いいたします。

16ページでございます。初めに、町税、町民税

でございます。１目個人、本年度予算額6,530万

円、前年度比較で209万4,000円の増額となってお

ります。所得割額の増によるものでございます。

２目法人、本年度予算額795万3,000円、前年度

比較で48万9,000円の増額となっております。法

人税割の増が主な要因でございます。

17ページへ参りまして、町たばこ税、１目町た

ばこ税、本年度予算額1,950万4,000円、前年度比

較で379万7,000円の減額で、売り上げ見込み本数

の減によるものでございます。

次ページへ参りまして、中段より下になります。

地方交付税でございます。１目地方交付税、本年

度予算額15億7,000万円、前年度比較で4,680万円

の増で、地方財政計画に基づきます交付実績の勘

案と公債費の償還終了による減額などの見込みを

含め、普通交付税におきましては前年度とほぼ同

額の13億5,000万円、特別交付税で前年度比較4,7

00万円増の２億2,000万円を見込むものでござい

ます。

次に、19ページへ参りまして、使用料及び手数

料、使用料でございますが、１目総務使用料、本

年度予算額30万円、前年度比較29万円の増、３つ

ほど飛びまして、５目教育使用料、本年度予算額

90万円、前年度比較28万円の増につきましては、

それぞれ町民センター、体育センターの改修が終

了し、３月より開館したことによります使用料の

増でございます。

１つ戻りまして、４目土木使用料、本年度予算

額１億7,377万円、前年度比較で159万7,000円の

減額で、２節住宅使用料におきまして公営改良住

宅等の入居戸数の減による使用料の減でございま

す。

20ページをお開きください。１目証紙収入、本

年度予算額1,977万8,000円、前年度比較98万5,00

0円の減で、公営改良住宅の水洗化に伴いますし
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尿処理分の証紙収入の減が主な要因でございま

す。

国庫支出金、国庫負担金でございます。１目民

生費負担金、本年度予算額１億2,928万5,000円、

前年度比較で155万3,000円の増額となっておりま

す。１節社会福祉費負担金で、障害者自立支援法

に基づきます該当者の増加等によるものでござい

ます。

国庫補助金、１目総務費補助金、本年度予算額

540万円、前年度比較で6,450万円の減額は、町民

センター、体育センター耐震補強事業の終了によ

るものでございます。

２目民生費補助金、本年度予算額3,064万円、

前年度比較で2,936万円の増額は、臨時福祉給付

金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業の増に

よるものでございます。

21ページへ参りまして、４目土木費補助金、本

年度予算額567万円、前年度比較154万1,000円の

増額は、１節公営住宅建設費補助金で鶉若葉台公

営住宅水洗化事業の補助対象事業費の増によるも

のでございます。

続きまして、22ページをお開きいただきまして、

一番上段、上でございます。道支出金、道負担金

２目保険基盤安定拠出金、本年度予算額1,477万4,

000円、前年度比較で132万8,000円の増額でござ

います。後期高齢者医療における保険料軽減対象

者数の増によるものでございます。

道支出金、道補助金のうち４目商工費補助金、

本年度予算額12万9,000円、前年度比較で620万8,

000円の減額で、昨年度実施しました国の緊急雇

用創出推進事業を活用した特産品の開発研究調査

事業費の減によるものでございます。

道委託金へ参りまして、１目総務費委託金、本

年度予算額441万4,000円、前年度比較462万7,000

円の減額で、昨年７月に実施されました参議院議

員選挙費委託金の減によるものでございます。

23ページへ参りまして、財産収入、財産運用収

入でございます。１目財産貸付収入、本年度予算

額1,432万3,000円、前年度比較3,067万6,000円の

減額は、福祉医療センターの建物貸付収入の減に

よるものでございます。

次に、繰入金、基金繰入金でございます。１目

基金繰入金、本年度予算額60万円、前年度比較19

0万円の減額は、図書などの整備終了によります

地域振興基金の減額によるものでございます。

次ページをお開き願います。諸収入、雑入でご

ざいます。５目雑入、本年度予算額3,167万5,000

円、前年度比較１億720万5,000円の減で、医療セ

ンター職員人件費負担金の精査による減でござい

ます。

最後に、25ページ、町債でございます。１目総

務債、本年度予算額１億2,500万円、前年度比較

２億4,500万円の減額は、町民センター、体育セ

ンター耐震補強、改修事業の終了による減が主な

要因でございます。

２目衛生債、本年度予算額860万円は、石狩川

流域下水道組合によるし尿処理施設の整備による

ものでございます。

３目土木債、本年度予算額560万円、前年度比

較90万円の減額は、鶉若葉台改良住宅の水洗化事

業に係ります公営住宅債の減によるものでござい

ます。

以上で歳入全般の説明を終わらせていただきま

す。

〇委員長（数馬 尚） 以上で歳入の説明が終わ

りました。

歳入全般について質疑をお受けしたいと思いま

す。ページ数と項目を述べてからご発言願いたい

と思います。はい、どうぞ。

〇８番（大内兆春） ページ数は18ページの特別

交付税ですが、たしか４年前に人口急減補正で20

年間さかのぼって人口減に対して特交で来ている

部分があると思うのです。その部分がこの前浅利

さんから聞いたけれども、よく理解できなくて、

４年間で幾らぐらい来ているのか、もしこの場で

わかれば教えてほしいのですが。
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〇財務係長（浅利基行） 大変申しわけございま

せん。資料今手持ちでないものですから、後日改

めまして、調べた上でお知らせしたいと思います。

〇８番（大内兆春） 産炭地のよそから聞いたら、

調べればすぐわかるよと言われたのです。

〇財務係長（浅利基行） 申しわけございません。

後日お知らせいたします。

〇８番（大内兆春） 僕も勉強不足で悪いのだけ

れども、教えてもらったのだけれども、産炭地補

正ではなくて人口急減補正の部分が知りたいので

す。お願いします。

〇財務係長（浅利基行） はい、わかりました。

〇委員長（数馬 尚） 後日でよろしいですか。

〇８番（大内兆春） はい。

〇委員長（数馬 尚） ほかにございませんか

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

以上で歳入についての審査を終了いたします。

ここで歳出、歳入全般について質疑を受けます。

質疑のある方はご発言願います。大内委員。

〇８番（大内兆春） もとに戻って申しわけない

です。先ほど聞こうと思ってまとめようとして考

えていたら、髙橋委員がなしと言ったものですか

ら。33ページの需用費の庁舎の修繕料185万円計

上しています。なぜ聞くのかといいますと、185

万円の内容です、何を見込んで計上したのか。そ

れと、先ほど正面玄関の通路解除になったという

のか、除雪して。あれみっともないと見ていた。

冬の間閉めているのをみっともないと見るか、お

金節約しているのだなと受けとめる人もいると思

うのです。私は、正面玄関で町の顔みたいなもの

ですから、それはみっともないなと思って見てい

たのです。その部分を直す予算は計上されている

のかどうかお聞きいたします。

〇委員長（数馬 尚） ちょっと答弁調整します

ので、お待ちください。総務課長。

〇総務課長（米田淳一） まず、庁舎の修繕料で

すけれども、これに関しましては特にどこという

特定した箇所ではなく、庁舎全般にわたります一

般修繕の経費として前年度と同様を計上させても

らっています。

それから、２点目でございますけれども、庁舎

の正面、申しわけございません、大内委員のご質

問は雪の落雪。

〇８番（大内兆春） そうです。済みません、屋

根からの落雪で通行どめにしているでしょう。だ

から、あれを直すのかどうかということです。

〇総務課長（米田淳一） 実は、屋根の修繕につ

きましては昨年こちら側、南側のほうのふきかえ、

塗りかえを終えたばかりでして、屋根の軒先から

約1.5メーターほど先に雪どめを新たに設置をし

まして、それで庁舎のすが漏り対策ということで

昨年施したのですけれども、１年、今シーズン初

めて経験してみまして、その1.5メーター分の雪

が結果的にたまったものが暖気のときにすべり落

ちてあのような状態になっているということもご

ざいまして、抜本的にこれからどういった対策を

講じていけばよいのかという部分については、今

シーズン１シーズンこういったことで経験をしま

したので、次年度以降検討していきたいというふ

うに考えております。いずれにいたしましても、

大内委員おっしゃるように確かに見てくれは非常

に悪くて、利用される方にもまたご不便おかけし

ているという部分重々承知しておりますので、何

らかの対策等を講じていきたいというふうに思っ

ております。また、車ですとか歩行者の安全をま

ず第一に考えなければならないということで、今

シーズンにつきましてはやむなくああいった措置

で通行どめとさせていただいておりますことでご

理解をいただきたいと思います。

〇８番（大内兆春） わかりました。

〇委員長（数馬 尚） 伊藤委員。

〇１番（伊藤充章） ページ数は34ページ、総務

費、総務管理費、６目の18節備品購入費です。防

災対策用備品ということで130万円の計上があり
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ます。先ほどのご説明では、オイルヒーター、そ

れと発電機等の購入費用だということでしたけれ

ども、発電機、これ大体どれぐらいの出力のもの

をお考えなのかなというのが１点と、防災対策用

備品、それから避難所、あそこを拠点避難所にす

るというか、拠点避難所になるということだった

のですが、大体収容人数がどれくらいで、それに

対する物資が足りているのかどうかということを

ちょっとお伺いしたいのですけれども。

〇委員長（数馬 尚） はい。

〇総務課長（米田淳一） 新年度の予算でまず購

入を予定しております発電機ですけれども、この

発電機に関しましては、いわゆるポータブル式の

発電機をもう一回り大きくした程度、出力は具体

的には今この場でカタログ等ございませんので、

不明ですけれども、一般的に約８時間から10時間

程度連続稼働が可能なポータブル型の発電機を４

台、今年度についてはとりあえずは整備をしてい

きたいというふうに考えております。

〔発言する者あり〕

〇総務課長（米田淳一） 済みません。収容人員

と、それから物資の関係ですけれども、体育セン

ターでの収容人員につきましては、概算ではあり

ますけれども、700人から800人程度を体育センタ

ーで収容可能ということで見込んでおります。物

資に関しましては、これは今のところ準備をして

おりますのは毛布、またアルミマット、それから

飲料水、これらに関しましては全町住民の約１割

分相当の分量ですけれども、4,000人台だったこ

ろに立てました計画なものですから、400人分の

毛布と、それからアルミマットを用意をしておる

ところであります。それから、飲料水に関しまし

ては、大体大人１人当たり１日、成人で最低でも

1.5リットルの水が必要だということを見込みま

して、日数にしまして約３日間分、400人が３日

間分要とする水量を常時準備をしていると、用意

をするという、そういう内容で今のところ避難所

での避難生活に備えているという、そういう状況

でございます。順次また、特に物資の関係につき

ましては飲料水のほかにも食料品等々も検討して

いかなければならないのですけれども、消費期限

等々の兼ね合いもあるものですから、そのあたり

は少し慎重に検討を進めていきたいというふうに

考えております。こういったところでよろしいで

しょうか。

〇１番（伊藤充章） そうすると、順次必要なも

のはこれから数をそろえていくということですよ

ね。

〇総務課長（米田淳一） はい。

〇１番（伊藤充章） それと、あと今おっしゃっ

た発電機の規模、ポータブルより一回りぐらい大

きいということ、大体2,000ワットから3,000ワッ

トぐらいのクラスであると思えばよろしいでしょ

うか。

〇総務課長（米田淳一） 主に発電機の利用を想

定する使途としては、テレビですとかラジオです

とか、あるいは携帯電話の充電などが当座すぐ必

要になってくるだろうというようなことを想定し

た上で容量を満たすものということで選定をして

おります。

〇１番（伊藤充章） わかりました。ありがとう

ございます。ちなみに、済みません、もう一つ、

それに対する燃料というのも当然備蓄はあるので

すよね。

〇総務課長（米田淳一） 実は、燃料自体はまだ

備蓄はしておりません。

〇１番（伊藤充章） なかったら使えないと思う

のですけれども。

〇総務課長（米田淳一） そのとおりでございま

して、これらにつきましても今回整備いたします

発電機とセットでガソリンの携行缶をワンセット

での購入ということ考えておりますので、燃料の

備蓄につきましてもこれから進めていくと。

〇１番（伊藤充章） わかりました。ありがとう

ございます。

〇委員長（数馬 尚） ほかにございませんか。
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よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより議案第15号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） 異議なしと認めます。

よって、議案第15号 平成26年度上砂川町一般

会計予算は、原案のとおり可決いたしました。

◎散会の宣告

〇委員長（数馬 尚） 以上で一般会計予算の審

査を終了いたしましたので、本日はこれにて散会

いたします。

なお、17日は午前10時から委員会を再開いたし

ますので、ご出席方よろしくお願いいたします。

本日はまことにご苦労さまでした。

（散会 午後 １時４５分）
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平成２６年第１回定例会予算特別委員会会議録（第２号）

３月１７日（月曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時２７分 閉 会

〇議事日程 第２号

議案第１６号 平成２６度上砂川町国民健康

保険特別会計（事業勘定）予算

議案第１７号 平成２６年度上砂川町後期高

齢者医療特別会計予算

議案第１８号 平成２６年度上砂川町下水道

事業特別会計予算

議案第１９号 平成２６年度上砂川町水道事

業会計予算

◎開議の宣告

〇委員長（数馬 尚） おはようございます。た

だいまの出席委員は８名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立いたしました。

直ちに会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎議案第１６号

〇委員長（数馬 尚） それでは、ただいまから

付託案件の審査に入ります。

議案第16号 平成26年度上砂川町国民健康保険

特別会計（事業勘定）予算について議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） それでは、平成26年度

国民健康保険特別会計予算について説明いたしま

す。

歳出でございます。120ページをお開き願いま

す。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、本年度予算額１億3,718万8,000円、

前年度比較3,573万6,000円の増で、財源内訳はそ

の他特定財源7,136万2,000円、一般財源は6,582

万6,000円でございます。19節負担金、補助及び

交付金は、前年度比較3,604万円増の１億3,713万

8,000円の計上でございます。空知中部広域連合

に支払います分賦金のうち医療給付事業負担金に

つきましては、対前年度比3,455万3,000円増の１

億842万8,000円は前期高齢者交付金の減額や入院

患者増で医療費が増加に転じていることによるも

のでございます。

次に、2項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予

算額136万4,000円、前年度比較41万3,000円の増

で、財源内訳はその他特定財源でございます。13

節委託料は、前年度比較40万9,000円増の111万3,

000円の計上は国保税軽減の拡充におけるシステ

ム改修業務費用38万8,800円でございます。

次の２款諸支出金、３款予備費、いずれも前年

度と同額につき、内容の説明を省略させていただ

きます。

歳入に参ります。118ページをお開き願います。

２、歳入、１款国民健康保険税、１項国民健康保

険税、１目一般被保険者国民健康保険税、本年度

予算額6,101万4,000円、前年度比較55万8,000円

の増で、医療給付費現年課税分の増によるもので

ございます。

２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予

算額495万円、前年度比較101万5,000円減につき

ましては、後期高齢者医療への移行と転出等によ

る被保険者数の減と所得の減少によるもので、保

険税合計では前年度比較45万7,000円減の6,596万

4,000円を計上するものでございます。

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促

手数料は、前年度同額につき、内容の説明は省略

をさせていただきます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会
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計繰入金、本年度予算額4,372万6,000円、前年度

比較760万6,000円の減でございます。低所得者の

保険税軽減に伴います減収補填分として保険基盤

安定分2,285万2,000円、低所得者や高齢者が多い

ことでの財政安定化支援分として2,087万4,000円

を計上しております。

３款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、

本年度予算額2,900万円、前年度比較2,900万円の

増でございますが、連合に支払います分賦金がふ

えたことに伴いまして国民健康保険基金より5,72

0万円のうち2,900万円を繰り入れをし、収支の均

衡を図るものでございます。

４款諸収入につきましては、前年度同額につき、

内容の説明を省略させていただきます。

以上で国民健康保険特別会計の説明を終わらせ

ていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で内容の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

歳出全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより採決いたします。議案第16号について

原案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） 異議なしと認めます。

よって、議案第16号 平成26年度上砂川町国民

健康保険特別会計（事業勘定）予算は、原案のと

おり可決いたしました。

◎議案第１７号

〇委員長（数馬 尚） 議案第17号 平成26年度

上砂川町後期高齢者医療特別会計予算について議

題といたします。

内容の説明を求めます。渡辺住民課長。

〇住民課長（渡辺修一） それでは、平成26年度

後期高齢者医療特別会計予算についてご説明いた

します。

歳出でございます。128ページをお開き願いま

す。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、本年度予算額47万7,000円、前年

度比較４万3,000円の増で、財源内訳は全てその

他特定財源でございます。12節役務費、郵便料36

万5,000円は、被保険者証の更新によるものでご

ざいます。

２項徴収費、１目徴収費、本年度予算額89万9,

000円、前年度比較で１万5,000円増で、財源内訳

は全てその他特定財源でございます。前年度とほ

ぼ同額につき、内容の説明は省略をさせていただ

きます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期

高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金、本年度予算額7,972万6,000円、

前年度比較28万2,000円の減で、財源内訳はその

他特定財源2,177万2,000円、一般財源5,795万4,0

00円でございます。19節負担金、補助及び交付金

につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合

への負担金で、保険料等負担金は医療給付に係る

もので、7,774万9,000円の計上です。事務費負担

金につきましては、昨年事務処理システム開発事

業の完了に伴い、26万9,000円減の197万7,000円

を計上するものでございます。

次に、127ページでございます。３款諸支出金

と４款予備費につきましては、前年度同額につき、
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内容の説明を省略させていただきます。

歳入に参ります。126ページをお開き願います。

２、歳入、１款後期高齢者医療保険料、１項後期

高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、本年度

予算額4,346万2,000円、前年度比較164万9,000円

の増でございます。

２目普通徴収保険料1,458万7,000円の計上で、

前年度比較343万2,000円の増でございます。

保険税全体では5,804万9,000円の計上で、前年

度比較178万3,000円の減であります。被保険者数

等の減少によるものでございます。

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促

手数料、本年度予算額1,000円の計上で、前年度

同額の予算につき、内容の説明は省略をさせてい

ただきます。

３款広域連合支出金、１項広域連合支出金、１

目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金、本年

度予算額６万円の計上で、前年度同額につき、内

容の説明は省略させていただきます。

４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費

繰入金、本年度予算額338万8,000円、前年度比較

21万2,000円の減は、北海道広域連合への事務負

担金の減によるものでございます。

２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額1,970

万円、前年度比較177万1,000円の増につきまして

は、保険税の低所得者軽減に伴う減収分を補填す

るもので、繰入金全体では155万9,000円増の2,30

8万8,000円を繰り入れし、収支の均衡を図るもの

でございます。

５款諸収入につきましては、前年度同額につき、

内容の説明を省略させていただきます。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わら

せていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で内容の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

歳出全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより採決いたします。議案第17号について

原案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） 異議なしと認めます。

よって、議案第17号 平成26年度上砂川町後期

高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可決い

たしました。

◎議案第１８号

〇委員長（数馬 尚） 次、議案第18号 平成26

年度上砂川町下水道事業特別会計予算について議

題といたします。

内容の説明を求めます。佐藤技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、平

成26年度下水道事業特別会計予算につきましてご

説明申し上げます。

歳出からご説明いたしますので、136ページを

お開き願います。１款下水道費、１項下水道整備

費、１目総務管理費、本年度予算額2,128万9,000

円、前年度比較993万7,000円の増額で、財源内訳

につきましてはその他特定財源73万1,000円、2,0

55万8,000円が一般財源でございます。増額の主

な要因といたしましては、認可処理区域内の汚水

管整備が完了したことから、給料、職員手当、共

済費、退職手当組合負担金を合わせた人件費895
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万8,000円を２目下水道建設費から組みかえした

ことによるものでございます。27節公課費412万6,

000円、前年度比較97万2,000円の増額は、消費税

法の改正によるものでございます。その他につき

ましては、おおむね前年と同様の内容につき、説

明は省略させていただきます。

２目下水道建設費、本年度予算額435万9,000円、

前年度比較984万1,000円の減額で、財源内訳につ

きましては起債320万円、その他特定財源115万9,

000円でございます。減額の主な要因といたしま

しては、職員給料等895万8,000円を１目総務管理

費へ組みかえたことによるものと19節負担金、補

助及び交付金335万9,000円、前年度比較123万2,0

00円の減額は、石狩川流域下水道事業建設負担金

の減によるものでございます。

２項下水道維持費、１目維持管理費、本年度予

算額792万3,000円、前年度比較344万9,000円の増

額で、財源内訳は全額一般財源でございます。11

節需用費352万円、前年度比較142万円の増額は、

マンホールと公共ますの修繕料の増によるもので

ございます。14節使用料及び賃借料175万3,000円、

前年度比較156万3,000円の増額は、下水道法によ

り整備が定められております下水道台帳システム

を更新借り上げするものでございます。そのほか

につきましては、おおむね前年と同様の内容につ

き、説明は省略させていただきます。

次のページをお開き願います。２款公債費、１

項公債費、１目元金、本年度予算額9,611万7,000

円、前年度比較5,000円の減額で、財源内訳につ

きましては起債3,240万円、その他特定財源6,371

万7,000円でございます。長期債償還元金の減に

よるものでございます。

２目利子、本年度予算額2,498万9,000円、前年

度比較30万7,000円の増額で、財源内訳につきま

してはその他特定財源2,169万9,000円、一般財源

329万円で、平成８年度から25年度までの起債借

り入れに係ります108件分を計上するものでござ

います。

次に、歳入についてご説明をいたしますので、

135ページをお開き願います。１款分担金及び負

担金、１項受益者分担金、１目受益者分担金、本

年度予算額189万円、前年度比較59万5,000円の減

額は、公営住宅で前年度より34戸減の102戸と一

般住宅で２戸の合計104戸分を計上するものでご

ざいます。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水

道使用料、本年度予算額3,186万9,000円で、前年

度比較131万1,000円の増額となっておりますが、

公営住宅、一般住宅を合わせまして前年度より98

戸増の1,247戸分を計上するものでございます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金8,541万6,000円、前年度比較1,503万1,0

00円の増額は、事業の完了により公債費元金の返

済財源となります資本費平準化債の借入額が減少

したことによるもので、収支不足額を一般会計か

ら繰り入れし、収支の均衡を図るものでございま

す。

４款諸収入につきましては、前年同額により、

説明を省略させていただきます。

５款町債、１項町債、１目下水道事業債、本年

度予算額3,560万円、前年度比較1,190万円の減額

となっております。１節流域下水道事業債320万

円、前年度比較10万円の減額は、処理場等の建設

負担事業分の減によるもので、２節資本費平準化

債3,240万円、前年度比較1,180万円の減額は、３

款繰入金でご説明をさせていただきましたとお

り、公債費元金に対する借入額が減少したことに

よるものでございます。

以上で内容の説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で内容の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

歳出全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち
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切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより採決いたします。議案第18号について

原案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） 異議なしと認めます。

よって、議案第18号 平成26年度上砂川町下水

道事業特別会計予算は、原案のとおり可決いたし

ました。

◎議案第１９号

〇委員長（数馬 尚） 議案第19号 平成26年度

上砂川町水道事業会計予算について議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。佐藤技師長。

〇企画振興課技師長（佐藤康弘） それでは、平

成26年度水道事業会計予算につきましてご説明申

し上げます。

収益的支出からご説明いたしますので、154ペ

ージをお開き願います。１款水道事業費用、１項

営業費用、１目原水及び浄水費、本年度予算額1,

491万2,000円、前年度比較232万9,000円の減額と

なっております。主なものについてご説明申し上

げます。賃金28万8,000円で、前年度比較305万9,

000円の減額は、浄水場代替賃金を総係費、報酬

に組みかえたことによるもので、委託料220万1,0

00円、前年度比較88万6,000円の増額は浄水場の

ガラス清掃業務と配水池排泥作業等が隔年での実

施の年に当たることによるものでございます。そ

のほかにつきましては、おおむね前年と同様の内

容ににつき、説明は省略させていただきます。

２目配水及び給水費、本年度予算額858万6,000

円、前年度比較70万3,000円の減額となっており

ます。委託料30万円、前年度比較70万3,000円の

減額は、配水管本管排泥作業が隔年による休止の

年に当たることによるものでございます。

３目業務費につきましては、前年同額により、

説明を省略させていただきます。

４目総係費、本年度予算額3,054万7,000円、前

年度比較560万2,000円の増額となっております。

人件費等は職員３名と嘱託員２名分として2,716

万8,000円の計上で、前年度比較589万円の増額は

人事異動等によるものでございます。そのほかに

つきましては、おおむね前年と同様の内容につき、

説明は省略させていただきます。

次のページをお開き願います。５目減価償却費、

本年度予算額5,019万円、前年度比較155万4,000

円の増額は簡易水道等施設整備事業に伴う償却資

産の増によるもので、６目資産減耗費、本年度予

算額392万2,000円、前年度比較38万6,000円の増

額は更新事業に伴う固定資産の除却が生じたこと

によるものでございます。

２項営業外費用、１目支払い利息及び企業債取

扱費、本年度予算額3,785万3,000円、前年度比較

326万2,000円の減額は起債償還利息の減少による

もので、２目雑支出72万円、前年度比較２万8,00

0円の増額は料金の不納欠損で24件分を計上する

ものでございます。

３目消費税及び地方消費税、本年度予算額486

万1,000円、前年度比較167万9,000円の増額は、

消費税法改正によるものでございます。

次に、収益的収入のご説明をいたしますので、

153ページをお開き願います。１款水道事業収益、

１項営業収益、１目給水収益、本年度予算額9,21

8万円、前年度比較118万7,000円の減額となって

おります。家事用件数は一般分として30件減の1,

380件、福祉料金該当分として20件分の380件、あ
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わせまして1,760件を見込みまして、前年度比較1

05万1,000円減の6,441万3,000円を計上し、業務

用につきましては４件減の96件と使用水量の減少

を見込み、前年度比較44万7,000円減の2,301万9,

000円を騎乗しております。

２目その他の営業収益は、前年同額につき、内

容の説明を省略させていただきます。

２項営業外収益、２目繰入金は、収支不足補填

のための一般会計からの繰入金で、前年度比較40

9万7,000円増の5,911万7,000円の計上は給水収益

の減額等によるものでございます。

３目他会計負担金168万4,000円、前年度比較４

万5,000円の増額は、下水道会計から使用料等賦

課徴収事務の委託負担金で、事務費の増によるも

のでございます。

なお、１目受取利息及び配当金、４目雑収益は、

前年同額につき、内容の説明を省略させていただ

きます。

次に、資本的支出についてご説明をいたします

ので、159ページをお開き願います。１款資本的

支出、１項企業債償還金、１目企業債償還金、本

年度予算額8,613万6,000円、前年度比較589万6,0

00円の増額は、償還元金の増によるもので、昭和

59年度から平成23年度までの企業債23件分を計上

するものでございます。

２項建設改良費、１目簡易水道等施設整備事業

費、本年度予算額5,800万円、前年度比較1,250万

円の減額は、簡易水道事業の減によるものでござ

います。１節工事請負費は、前年に引き続き浄水

施設の電気計装設備の更新工事として、設置後20

年を経過いたしました中央監視設備の更新を行う

ものでございます。

続きまして、158ページ、資本的収入につきま

してご説明申し上げます。１款資本的収入、１項

出資金、１目負担区分に基づかない出資金3,202

万5,000円、前年度比較395万6,000円の増額は、

企業債償還元金のうち内部留保資金にて補填し、

さらに不足する額を一般会計出資金として補填を

受けるものでございます。

２項企業債、１目企業債3,830万円、前年度比

較1,630万円の減額は、簡易水道等施設整備事業

の減によるもので、３項国庫補助金、１目国庫補

助金1,883万9,000円、前年度比較359万3,000円の

増額は、簡易水道事業の補助対象事業費の増によ

るものでございます。

４項他会計補助金、１目他会計補助費、本年度

予算額86万1,000円、前年度比較20万7,000円の増

額は、単独事業費の増によるものでございます。

以上で内容の説明を終わらせていただきます。

〇委員長（数馬 尚） 以上で内容の説明を終わ

ります。

これより質疑に入ります。

歳出全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

次、歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

これより採決いたします。議案第19号について

原案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（数馬 尚） 異議なしと認めます。

よって、議案第19号 平成26年度上砂川町水道

事業会計予算は、原案のとおり可決いたしました。

この際ですので、全体を通して何かございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇委員長（数馬 尚） ないようですので、打ち

切ります。

◎閉会の宣告

〇委員長（数馬 尚） 以上をもちまして本予算

特別委員会に付託になりました議案の審査が全て

終了いたしました。

全議案が原案のとおり可決されましたので、そ

の旨本会議において報告いたします。

これをもって予算特別委員会を閉会いたしま

す。

委員各位のご協力を心から感謝申し上げまし

て、大変ご苦労さまでございました。ありがとう

ございました。

（閉会 午前１０時２７分）


